


いよいよ日本におけるアスベスト禁止の実現
今後の健康被害、既存アスベスト対策も確実に

2.8（主＞1a:oo-1s:oo
石綿対策全国連絡会議
第16回総会

2003年2月8日（土）午後1時～3時参加無料

渋谷勤労福祉会館2階第1洋室（渋谷駅徒歩7分）
東京都渋谷区神南 1・19・8 TEL (03) 3462-2511 

石おj＼対策全国連絡会議は、上認のとおり、2月81二I（土）午後に、第161団総会を開催いたします。

2002{1三6月28日、原口力厚生労働大臣は、記者会見において、ついに石綿（アスベスト）を「民｛則として、

使川等を禁止する方1,'i］で‘検討を進める」という方針を明らかにしました。1978fl三の石綿対策全国辿絡会

議の設立から数えて15年、いよいよ日本におけるアスベスト禁止が現実のものとなってきたのです。

J'l生労働省はその後、 「石和j＼及び問含有製品の代替化等の調査Jを進め、12月には、 rft仔が困難な

石綿製品の純聞を絞り込み、今後の:JI，石綿製品への代将可能性等を明らかにするjために「石綿の代替

化ミ庁・検討委民会Jを投出しました。年度内にも、禁止の内容と実施時JU］が明らかにされるのではないか

と期待されています。不必盟な例外を設けることなく、一日も早く全而禁止を実現する必要があります。

昨年4月に、臼本におけるアスベスト被害の将来予測とも言える研究結泉が発表されたことが、政府の

このような決断を後41pししたことは疑いようがありません。これによると、男性のWI:性胸JI日中皮！匝による死

亡が、今後4Qlf::11§Hこ約10万人、過去10年1::1の50倍近くにもなると予測されましたが、現実の中皮JI直によ

る死亡者数（全部位・男女）も1995年の500件から2001 si::の772 件へとじわじわJ＼~JJIIしています。確実に
W:Jmが予怨されるアスベスト健康被告に対する抜本的な対策を確立する必袈があります。さらに、この狭

い国土にすでに使川されてしまっている既存アスベストに対する対策の確立も急務です。

すなわち、「アスベスト全開禁止の早期実現Jは、問題解決への「i詰初の一歩」であるということです。熱

しやすく冷めやすいということのないように、然止の導入が日程に上がっている今だからこそ、これらの

対策の確立を縦実なものにさせることが私たちの役割です。

さらには、世界規肢で－のアスベスト禁止を隊突なものにしていく必袈があることは言うまで－もありません。

その点でも、最も重要な市場として残されているアジアの一角で禁止が実現することのな味は大きいと言’

えます。

「激動」の－f1:::11:iをふりかえり、これらの課題を実現するための方針を議論する第16回総会に、ひとりで

も多くの方々のご参加をお願いいたしま

すください。なお、当日午前中には、「アス

ベスト被災者・家肢の集いJも開催いたし

ます。

石綿対策全国連絡会議
〒136-0071東京都江東区亀戸7-10-1Zピjレ5階

全国安全センター内

TEし（03)3636-3882/FAX(03) 3636-3881 
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特集/アメリカにおける労働安全衛生:

労働者のエン^ワーメント 
めざす活動家と専！1豫の共働 

アXリカの労働安全衛生運動
古谷杉郎

全国安全センター事務局長

昨(2002)年11月4-15日、アメリカを訪問してき 
た。本稿は、その報告である。

マウントサイナイ
微小アスベスト腺維も有害

ニューヨークに着いた翌5日、かねてから機会が 
あったらお邪魔させていただきたいとお願いしてい 
た鈴木康之亮先生の研究室を、セントラルパークに 
近いマウントサイナイ医科大学にお訪ねした。鈴木 
先生は最近、『環境と公害』(岩波書店)の2002年秋 
号(Vol.32, No.2)に「Iring J. Selikoff 教授のアス 
ベスト関連疾患研究に関する貢献」と題した文章を 
寄せられているので、ぜひお読みいただきたい。
先生からうかがった話は過去の話よりも、まさに 

現在進行中のホットな研究テーマに関することの方 
が圧倒的に多かった。なかでも最近書かれた以下 
の2論文は私たちにとっても重要だと思われた。 
①ヒトの悪性中皮腫に関する石綿繊維の肺組
織における研究(Asbestos tissue burden study
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on human malignant mesothelioma)
②ヒトの悪性中皮腫の誘発に寄与するアスベ 

スト月泉維(Asbestos fibers contributing to the 
induction of human malignant mesotheli- 
oma)
①は2001年に産業医学総合研究所のIndus- 

trial Health誌(39,150-160)に掲載されたもので、 
②は Annalysis of the New York Academy of 
Sciencesに「現在印刷中」ということだった。
先生が以前から指摘されているクリソタイル腺 

維の肺から中皮腫細胞への強い転移(トランスロ 
ケート)能力を示す結果とともに、肺及び中皮腫 
細胞で検出されたアスベスト腺維の大部分が5バ 
m未満の短い腺維(90%以上が、長さ8Mm未満、 
直径0.25 Mm未満)であったという結果であった。 
このような短く細いアスベスト腺維が悪性中皮腫 
の誘発に寄与している可能性を排除すべきでは 
ない、という結論が示されている。
帰国後、New York Environmental Law & 

Justice Projectのホームページ(http://www.NY 
enviroLAW.org)に、アメリカ環境保護庁(EPA)の

http://www.NY


有害廃棄物鑑定部のケート•ジIンキンスという研 
究者が、「極めて小さなアスベスト腺維は有害では 
ないとするEPAの主張を論駁する最も重要な論文 
である」としてこの2つの論文を投稿し、以下のよう 
な書き込みをしていることを知った。

「お気づきかもしれないが、EPAは、長さ5バ未 
満のアスベスト腺維は安全かつ無害だと主張して 
いる。WTC (世界貿易センター)崩壊によりアスベ 
ストに汚染されたニューヨーク市内の住居の 
EPAの大気測定では、それ以上の長さの腺維しか 
測定していない。EPAは発見された、より短い腺維 
をすべて無視した。EPAは、極めて小さい腺維は、 
マクロファージが飲み込むことのできる小ささであ 
るから身体から一掃され、したがってがんを引き起 
こすほど長く残留しないものと思い込んでいる。し 
かし、これら2つの新しい論文は、この仮説を否定 
する。他にも同様にEPAの仮説を否定する論文 
がある。私はそれらを収集しており、来週後半にも 
投稿するっもりでいる。環境有害物質•特定疾病 
対策庁(ATSDR)が、先週ニューヨーク市で、この 
物議をかもす『小腺維』の問題に取り組んでいるご 
く限られた選ばれた研究者を集めて会議をもった 
ことをご承知の方もいるかもしれない。ATSDRが 
小腺維に関するすべての入手可能な証拠を検討 
しようというつもりなのか、また、予防原則を適用し

て、無害であることが完全に証明されるまでは小腺 
維が発がん影響をもつものとみなすつもりなのかは 
わからない」。

EPAはWTC惨劇現場の大気中のアスベスト濃 
度について「安全宣言」をしているわけだが、その中 
にあっても最新の知見に目を配りながら、このよう 
に考え、意見を公表する科学者がいることに刮目 
すべきだろう。長さ5バ未満のアスベスト腺維を「無 
視」しているのはアメリカだけでなく、日本の関係当 
局もすべて同様のポジションをとっているのである。

WTCスクリーニング•プログラム

健康影響の長期追跡視野に
鈴木先生はわざわざアポをとっておいてくれて私 

たち(筆者と神奈川労災職業病センターの池田理 
恵さん)を、8月から動き始めた「世界貿易センター 
(WTC)労働者•ボランティア医学的スクリーニン 
グ•プログラム」のオフィスへ案内してくれ、その後、 
Iring J. Selikoff労働•環境医学センター副部長 
のステファン•レービン博士と引き合わせてくれた 
(部長のランドリガン博士はあいにく不在)。

「WTC労働者•ボランティア医学的スクリーニング. 
プログラム」については2002年10月号42-44頁で 
も紹介している。2002年8月から2003年4月までの 
期間限定プロジェ外と聞いていたので、2つのビル 
の各々1階の半分以上に10をこす部屋を有し、10 
人以上の専任スタッフが働いているオフィスを訪れ 
て、「やることが半端じゃない」と驚かされた。
同プログラムの概要は、以下のように説明され 

ている。
XXX

世界貿易センター労働者•ボランティア医学的ス 
クリーニング•プログラムは、世界貿易センター 
(WTC)及びスタテン島の埋立地の現場で、救援、 
復興、瓦礫の除去•ふるい分け、ライフライン復旧 
に従事した労働者•ボランティア8,500名に、無料• 
秘密厳守の医学的検査、医療相談、労働衛生教 
育を提供する、包括的な医学的評価プログラムで 
ある。プログラムは、疾病管理予防センター (CDC)

安全センター情報2003年卜2月号3



|特集〆アメE幼聞ける労働I安会衛生運動 E

の圃¥r.労働安全衛中研究所

(NIOSH) とのパートナーシッフ。

により、マウントサイナイ労働・

環境際学センターが管理し、労

働衛生医療機関のコンソーシ

アムによって医学的検査段び、

悶連サービスを提供する。

プログラムは、以下の目的を

もっている。

'WTCの現場やその周辺、ス

タテン島埋立地において、数

段、復興、必須のライフライ

ン復旧作業中に有需な曝露

を受けた値々人を特定する0

'WTα こ関連した持続的な病

状を有している労働者・ボラ

ンティアを確認するための、 マ' )ン|サイナイV'¥" IC フノ 二ンブプ円ヴ弓ムのォ Jィス C~心 tパ池固ま里曹、さん｝

医宇的スクリーニング検査を

提供する。 資格を与えるプログラムその他利 JIJ可能な給利に

影響を受けた人々の医療をフォローアッフ。する

ための相談先を紹介する。

・曝露を受けた労働者・ボランティアに、彼らの受

けた曝露とそれに伴う健康リスクについて教育

し、また、利用ロJ能な給付や受給資絡を与える

プログラムについてアドバイスを行う。

WTCの現場やその周辺、スタテン烏埋立地に

おいて眠蕗を受けた労働者・ボランテfアの、医

学的状態の「ベースライン」を碓すする。今後起

こってくるかもしれないWTCに関連した諸問題

を倖認するうえで、ベースラインの医学的検査

との将来の比較は有川である。

医学的評価には、以下のものが含まれる。

・とくに呼吸器系の状況や鼻/甫l鼻腔の問題に焦

点を当てた峨歴及び病歴、 WTCに関連した陣

吉及び外傷後のストレス以応に閣速する問診

.医捕による身体検査

-完全血球算定 ( C B C ) 、ルーチンの血液化学及

び尿検査

-呼吸検査

-胸部エッケス線写真

また、 WTC復興に従事した人々に対して、受給

関するプログラム参加者の疑問に答えるカウンセ

ラーも配置している。検査を受けた方は、秘1' H厳
守の検杏結果報告書を受け取る。あらゆる伺々

人の検査結米は、秘密が厳守される。受検者の書

而による同 dEなしに、個人に関する情却が何者か

に提供されることはない。

.参加医療機関及び所在

医学的スクリーニング検査は、ニューヨーケ

ニュージャージー地区の以下の場所で受けるこ

とができる。マンハッタン:マウントサイナイ労働・

環境際学センター及びベルビュー/ニューヨーケ

大学労働・環境医学診療所。クイーンズ クイー

ンズ大学生態・白然分類センター。ロングアイラン

。ド SUNY Stony Brook/L. I労働・環境保健セン

ター及びナ、ソソー・サフォーケ区の様々な検査施設。

ウエストチェスター(ヨンカース1 マウントサイナイ労

働・環境医学センター/セントジョンズ・リバーサイド

病院ハドソン川|支所。ニュージャージー(ピスカタウ

ェイ): U M D N J尉境・労働保健制究所。さらに、全

米のどこでも労働・環境診療所協会を通じて、スク

リーニンゲ検査は提供される。
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ステファン■レービン博士(11.11 APHA年次会議)

參スクリーニング応募資格
医学的スクリーニング検査の応募者数は、現在 

資金が調達できている分の8,500名を上回るかもし 
れない。プログラムの医学的スクリーニング検査の 
予約受付を開始できるようにするための、暫定的な 
資格基準が設定されている。最も重度の曝露を受 
けた者を組み入れることを最優先すべきであろう。 
暫定的基準は、有害な曝露の指標として、WTCの 
現場における作業の期間と場所に基づいている。 
したがって、WTCまたはスタテン島埋立地で救援•復 
興作業に従事しながら当初の基準に合致しない方 
たちも、基準が拡張されれば資格を有することにな 
るかもしれない。
注意：連邦及びニューヨーク州職員及びニューヨー 

ク市の消防士は、連邦政府が別のプログラム 
による医学的スクリーニング検査に資金提供し 
ていることから、本プログラムの検査を受ける資 
格がない。
參応募方法

WTCまたはスタテン島埋立地で救援•復興活動 
に従事した方は、WTC医学的スクリーニング•ホッ 

トラインに電話をして、無料•秘 
密厳守の医学的スクリーニング 
検査受診に関する詳細をお聞 
きください。ホットラインの受付係 
は、5分ほどかかる一連の質問 
をさせていただきます。電話をさ 
れた時点で有効な暫定的基準に 
合致する場合には、速やかに医 
学的スクリーニング検査の予約 
を入れます。その時点で基準に 
合致しない場合、同意いただけ 
る場合には、将来受け付けが可 
能になった場合の予約待ち希望 
者名簿に名前を搭載します。

X X
私たちがオフィスに入って 

いったときには、ちょうどロビー 
では聞き取り調査等のボラン 

ティア10数名を集めて、説明が行われていた。いろ 
いろと説明をしてもらい、池田さんがポータブル肺機 
機能検査の実演もさせてもらったが、参加者に渡さ 
れるキットー式はおよそ以下のような内容である。 
•研究参加同意書一5頁(同意文書を読めない人 
の場合には翻訳者または読み聴かせた者及び 
そのことを証明する者の署名も必要)

•自己記入式医学的質問用紙一7頁(A: WTC 
現場で(ボランティア)作業中に生じた傷害•病気、
B：その他の質問(労災補償、社会保障給付、 
収入、家族)、及び、C:女性に対しての生理に 
関する質問)

•問診用紙一29頁(A:健康に関する質問(治療、 
入院、休業)、B:自覚症状、C:病状(受診、診 
断、治療等)、D:喘息•反応性気道機能障害 
症候群(RADS)、E:既往症、F:投薬、G:喫 
煙、H:飲酒)

•身体検査一4頁(バイタルサイン、外観、耳、眼、 
鼻、副鼻腔、中咽頭、首、胸、心血管、腹、四肢、 
皮膚、筋骨格、神経検査)

•ストレス関連質問用紙一15頁(A: —般的健康 
状況(GHQ-28)、B: PTSD症候チェックリスト、 
C：個人的健康状況(PHQ)(パニック障害、不

安全センター情報2003年卜2月号5



特集/アメリカにおける労働安全衛生運動

1970年代のアスベスト吹き付け作業の様子 9.11惨事直後の救援■復旧作業の実態を示すスナップの一枚

安障害、抑うっ)D:飲酒(CAGE)調査、E:生 
活影響調査、F: 9.11関連の経験、G:社会的 
支援、H:子供、I: 9.11以前の出来事)

•検査結果報告書一 3頁

もうひとつの建物内には広報(アウトリーチ)部等 
のオフィスがあった。ここで話をうかがったアウトリー 
チ•コーディネーターのダイアン•ステイン女史は、 
以前、後述するNYCOSHで働いていたこともある 
という。参加資格のある労働者•ボランティアに無料 
のスクリーニング•プログラムの存在をどのようにし 
て伝えているのかという点で、ニューヨークのラジオ 
や新聞が無料で宣伝していると聞いて、横須賀の「じ 
ん肺•アスベスト健康被害ホットライン」で、場合によっ 
ては3桁(万円)の金も使って有料でも新聞やラジ 
才も使った効果的な宣伝方法を模索している池田 
さんはびっくり。その他の手段としては、警官や消 
防士の組合を含めた労働組合、移住労働者支援 
団体や教会等を通じた口コミでの宣伝にも努力し 
ているとのことであった。

パイロット調査の結果

深刻なストレス障害等

ステファン•レービン博士は、オックスフォード.ユ 
ニーバーシティ•プレスから『テロリズムと公衆衛生』 
という本を10月に出版したばかりであり、こちら側も 
日本におけるアスベスト問題の状況を中心に話し 
たこともあって、話し合いの内容もやはりWTCが 
らみの話題が多かった。
話は前後するが、11月11日に、後述するAPHA 

(アメリカ公衆衛生学会)においてレービン博士は、 
「世界貿易センター攻撃の環境•健康影響」セッショ 
ンのなかで「世界貿易センターの健康影響」と題し 
た発表を行っている。前述のスクリーニング•プロ 
グラムのパイロット調査結果の紹介である。
〇性別 男性一445人(93%)、女性一34人(7%)、

計一479人。
〇年齢 20-29歳一51人(10%)、30-39 歳一217 人 

(41%)、40-49 歳一151人(29%)、50-59 歳一91 
人(17%)、60-73 歳一17 人(3%)、計一527 人。 

〇喫煙 現在喫煙一25%、元喫煙一15%、喫煙歴 
なし60%。

〇人種 白人一335人(70%)、アフリカ系アメリカ 
人一 77人(16%)、ラテン—56人(12%)、アジア 
—6人(1?〇),その他一5人(1?〇),計一479人。 

〇症 状(3つの調査結果の比較) WTCXi7IJ
COEM鉄鋼労働者ーニング 

鼻炎 18% 52% 30%
6安全センター情報2003年卜2月号



世界貿易センター(WTC)グラウンド■ゼロ(U.6)

• 56%がカウンセラーの相談にま 
わされた。

• 50%が臨床評価を受けた。
•患者の19%が継続中の治療の 
検討を必要とし、受け入れた。

〇可能性ありまたは非常に可能性 
ありとみなされた診断

PTSD 20%
重い抑うつ 13%
パニック障害 13%
一般的不安障害 9%
アルコール乱用 5%

〇その他の健康関心事 
•事務所、居住空間の汚染
• WTC近隣の学校施設への復帰
•政府機関に対する信頼性

咳 78% 64% 78%
息切れ(DOE) 62% 51% 56%
胸苦しさ 50% 45% 38%
喘鳴 25% 55% 46%
PTSD SX 33% 66% 氺氺

〇身体検査の結果
副鼻腔の異常所見 3.7%
鼻甲介腫脹 42.9%
鼻粘膜炎症 54.0%
喘鳴 3.7%

〇呼吸機能(スパイロ メトリー)検査
正常 307人 61.6% BD 反応10.1%
制限 54人 10.8% BD 反応 31.5%
障害 67人 13.5% 反応 25.3%
小気道障害 65人 13.1% BD 反応 24.6%
複合 5人 1.0% BD反応60%
気管支拡張剤(BD)により12%が改善、アル 

ブテロール投与後にFVCまたはFEV1が2⑻

レービン博士はまた、1970年代のWTC建築現 
場における鉄骨へのアスベスト吹き付け作業の写 
真や、9.11の惨事直後の救援•復旧作業の実態 
の写真も紹介した(前頁写真参照)。2001年11月 
号32-47頁に紹介したような内容から、事件直後 
から日本の阪神•淡路大震災のときとは比べもの 
にならないほど、救援•復旧作業に携わる者の安 
全衛生対策が考えられているという先入観を持っ 
ていたのだが、それを覆す写真だった。アスベスト 
が吹き付けられた鉄骨の横で何の保護具もなしに 
作業する姿など、神戸で見たことそのままが写し出 
されていた(作業者の置かれていた環境はより危険• 
有害であっただろう)。いずれにしても、rwTC労働 
者•ボランティア医学的スクリーニング•プログラム」 
と同様のことが、阪神•淡路大震災においても行わ 
れるべきであったろう。
翌11月6日に、私たちは、WTC惨劇の現場一 

グラウンド•ゼロも訪れた。
ml増加

•喫煙状況による差は見られなかった。
•性別による差は見られなかった。
•年齢が高いほどスパイロメトリーが悪化する傾 
向が見られたが、著しいものではなかった。

•人種による差は見られなかった。
〇心理学的スクリーニング(n =1,144)

WTCグラウンド•ゼロ

NPOが政府を動かした
11月6日にはグロウンド•ゼロ訪問前に、本誌で

もそのウェブサイト掲載の情報等をたびたび翻訳
安全センター情報2003年卜2月号7



特集/アメリカにおける労働安全衛生運動
紹介してるニューヨーク労働安全衛生委員会(NY 
COSH)の事務所を訪ねた。アメリカのCOSHグルー 
プのことは後でも説明するが、NYCOSHについ 
て言えば、ともかく、その豊富な情報量を誇るウェ 
ブサイト(http://www.nycosh.org)を一度ぜひ訪 
れてみていただきたい。

NYCOSHのウェブサイトは、昨春に120ページ 
も追加して1998年の開設時の1〇倍に情報量を増 
やしたが、その資金的裏づけはニューヨーク市のファ 
ンド(すでに4回更新)であるとのことだ。後のAPHA 
年次総会においてNYCOSHは、労働安全衛生セッ 
ション•のローリー •カー賞を受けている(10頁写真参 
照)が、受賞理由は以下のように紹介されている。

「世界貿易センターにおける救援活動に従事す 
る労働者の防護のなさに関して最初に〇 SHA (労 
働安全衛生庁)にコンタクトしたのは、NYCOSH 
だった。NYCOSHは続けてAFL-CIO (労働組合 
総同盟•産別会議)とも連絡をとって、OSHA担当 
労働副長官ジョン•ヘンショーとの話し合いをもっ 
た。OSHAが、現場のすべての労働者の防護を改 
善するために、請負業者との契約により関与する 
ようになったのはそれからのことである。NYCOSH 
はまた、惨劇の『忘れられた被災者』である移住労 
働者に、マスコミが関心を払うよう働きかけた。 
NYCOSHは、労働組合との話し合いを促進して、 
グラウンド•ゼロ周辺におけるNIOSH (国立労働 
安全衛生研究所)のヘルスハザード評価を実現さ 
せた。NYCOSHは、移住労働者のコミュニティに 
支援の手が伸びることを助け、これらの労働者に 
呼吸用保護具とフィットテスト、トレーニングを提供 
した。400名以上の労働者が評価とトレーニングを 
受けた。2001年10月以来、NYCOSHのウェブサ 
イトは、世界貿易センターの安全衛生問題に関す 
る最新の情報を掲載する数少ないひとつとなって 
いる。その結果、ここ数か月のうちにこのサイトを 
訪れる者の数は数倍に増加している。NYCOSH 
は、9.11以後の環境•公衆衛生政策に関する会議 
を主催している。ニューヨーク市においてこのよう 
な討論の場を提供したところは他にはない」。

レービン博士から見せられた写真とこうした話を 
聞いて、9.11惨事直後の実態とその後連邦OSHA 

やEPA (環境保護庁)、州•市当局による労働安全 
衛生•環境対策等がとられるようになった経緯 
が了解できた次第である。
後の全米COSHネットワークの年次総会にお 

いて、9.11の経験を踏まえた安全衛生課題の提起 
がNYCOSHのスタッフたちからなされている。そこ 
では、OSHA(労働安全衛生庁)と建設業使用者 
協会(BTEA)、大ニューヨーク建築•建設業評議 
会(BCTC、労働組合)等の間で、労働安全衛生- 
環境対策及び対策立案への労働者の参加や現 
場労使合同安全衛生委員会の設置等をうたった 
「WTC緊急プロジェクト•パートナーシップ協約」締 
結に向けた詰めの作業がなされていること。また、 
NYCOSHの産業衛生士(インダストリアル•ハイジ 
ニスト)を含めた専門家による「WTC汚染除去のた 
めのゴールド•スタンダード」という勧告づくりが進行 
中であることなどが報告された。どちらの文書もドラ 
フトをいただいているが、いずれも内部討論用とい 
うことなので、ここでは紹介できない。

NYCOSH

トレーニング提供などの活動
NYCOSHは1976年に設立され、現在、フルタ 

イム、パート合わせて11人のスタッフを擁する全米 
最大のCOSHグループで、約200のローカル•ユ 
ニオンと4⑻人をこす個人(労働者、医師、弁護士、 
その他安全衛生に関心をもつ人々)が会員になっ 
ているという。
參 外部の人のNYCOSHの評価(ウェブから) 
• AFL-CI 〇安全衛生部長ペグ■セミナリオ

「NYCOSHは、労働組合活動家、安全衛生 
活動家と専門家、市民グループが、労働者が自 
らの声と防護をもつ権利のために共に闘うこと 
ができるし、共に闘わなければならないというこ 
との生きた見本である。」

•バリー■キャッスルマン(『アスベスト』の著者) 
「幅広い人々の連合をつくりあげて、科学的 

客観性と政策決定の透明性に基づいたよりよい 
社会政策策定のために重要な貢献を行ってい
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るばかりでなく、難しい質問もあえてぶつけ、ま

た、解決策を追及している NYCOSHの侍さんに

称賛を贈りたい。いまのような|時期にN Y C O S H

をもててニューヨークは幸運だ。」

事務所(実際には隣慢する法律事務所の会議

室)では、事務局長のジョエル・シャフ口とウエブFサ

イトの管問等を行っているジョナサン・ベネットが

相手をしてくれた。後(フィラデAフィア)でジョエA

に、「あなたは大学で労働史を専攻し、卒業後マン

ハッタン地区J口3のO S H A航督'肖になったが、 1980

年にレイオフを受けてから、 NYCOSHの事務局

長に就いていると聞いているが、本当か ?Jと尋ね

たところ、 「転督Hと言っても数か月ゃっただ、けで、

レーガン政権江公務員削減のまおりを受けて解雇

された」という返事。「それでは、レガンがN Y C O S H
の功労者というわけか」と言ったら、突っていた。

事務所では、デ、ヴィッド・ニューマンがポータフル

のO H Pプロジェクターを下げて帰ってきたところに

も同くわしたカえ「ちょうど労働組台の安全衛生トレー

ニングをやって帰ってきたところ」。ウエアサイトの

活動内脅(サービス)の紹介でも、「安全衛生トレー

ニング」が第ーにきていて、提供できるトレーニン

グのメニュー・リストがずらりと悦んでLミる。ちなみ

にN Y C O S Hは、このデヴィッドともうひとり、キャ

り ・ローウヱンヘルツとLのふたりのインダストリ

アル・ハイジニス卜(産業衛生上)も抱えている。

①トレーニング以外のサービスとしては、②与門

的アドバイス(屯話相談、資料等の閲覧・提供)、③

(インダストリアル・ハイジニスH =よる)職場点検・評

｛曲・コンサルタン卜必会議やフォーラム等長会労

i動安全衛桁に閃する最新情報の提供、が挙げられ

ている。さらに、「職場における労働者の闘いを補

強するため」に、 O S H Aその他の働く斉の健康と安

全に責任を有する当局を監視する活動。また、議

会や裁判所等の動向をフォローし、会員ゃ世論に

迅速に伝えξとともに、よりよい法制度等の催立に

101けたほり組みも行っている。こうした「監伺活動」

は、 ⑥ウォ、ソチドッグ IWatchdog) と呼ばれている。

③のコンサルタントは、「協約言語 IContract

Language) Jをはじめ、職場での労働安全衛生の

取り組みに関する労働組台等に対するアドバイス

というこのようだ。「協約言語」については、 NYCO
SHのニューズレター rSafetyRepJ に以下のよう

な簡単な解説をみつけた。

「多くの労働組合活動家は、安全衛や問題につ

いて経営者と交渉することができ、また、経営者に

一定の安全衛生条件汝びポリシーを維持するよ

う求める凶体協約を締結することができるというこ

とに気を配っていない。イl効に活用することができ

れば、安全衛生に関する父捗は、重要な協約百

語を寸てみ出し、また、 H々の労働条1'1に対する強

力な武棋を労働組合に備えさせることができる。さ

らに、経常者に対して、さもなければ協約があった

としても入手できないような情報を組合に提供する

よう求めるのに、安全衛生問題を活用することも

ロJ能である。

ヨ>安全衛'E協約言語は、労働安全衛'EJT(0
SHA) そ¢他の政府機関の法規よりも大きな保

護を獲j与するために活用できる。

公いくつかの公共部門の労働者にとっては、協

約言語が唯 の労働安全衛生保護である場合

もある。

③ 協約言語は労働安全衛桁法や州it;よりも、

より強力な、不安全な作業を“拒否すξ権利"や、

安全センタ情報2003年 1.2月号 9



特集/アメリカにおける労働安全衛生運動

表彰を受けるNYCOSHスタッフら(一番右はローカル通信労組代表の議長、8.11APHA)

より強力な安全衛生に
関する権利を行使した
ことに対する差別の防
止措置を確立すること
ができる。

④ 一定の状況では、
OSHAその他の機関に
頼るよりも、安全衛生協
約言語を直接実行させ
る方が容易かつ迅速な
場合もある。

⑤ 協約は、安全衛生に
関する苦情及びその処
理の報告一及び記録一
手続を確立することがで
きる。

⑥ 協約言語は、OSHA
によって規制されていない安全衛生ハザーズを 
対象とすることができる。

⑦ 協約は、安全委員または労使合同安全衛生 
委員会を義務づけることができる。

⑧ 協約言語の洗練に気を配ることにより、効果 
的かつ誤った解釈が生じないようにすることが 
できる。

(NYCOSH, Safety Rep, Vol.18, No.l)

日米欧比較？

OSITNPOの日常活動
労災補償に関する相談にはどう対応するのかと 

聞くと、「労働者のために働いてくれる弁護士のリス 
卜を渡す」のだそうだ(もちろん、情報や資料の提供 
などはしている)。「リストにするくらいの弁護士がい 
るなんてうらやましい」と言うと、「いや、そんなに沢 
山いるわけじゃないが、特定の紹介はしない」とい 
うこと。「なぜなら、いくら労働者のために働いてくれ 
る弁護士と言っても、彼らはビジネスだから」という 
説明だった。
日本の地域安全センターの「主な日常活動」とい 

うことで言えば、やはり被災労働者•遺族からの労

災相談であろうと思う。この日は私たちに同行してい 
たミック•ホルダーに、「アメリカのCOSHがトレーニ 
ングだとしたら、イギリスも同じ？」と聞いたら、「いや 
ロン•ドン•ハザーズセンターの場合は、(労働者•住 
民からの)電話相談に対するアドバイスだ」と言って 
いた(1998年11月号33-35頁にロンドン•ハザーズ 
センターの紹介を掲載しているので参照していただ 
きたい)。来日経験もあり日本の事情をそれなりに 
承知しているミックの説によると、「臨床医や弁護士 
との関係は日本の安全センターが一番持っている」 
ということだが、当たっているだろうか。

これは後で「Safety RepsJの「2002年版課題別 
情報源データブック」特集号でみっけたのだが、労 
働組合とCOSHグループのキャンペーンの結果、 
1987年に職業病被災労働者に診断と質の高い治 
療、サポート•サービス等を提供する「ニューヨーク 
州労働安全衛生クリニック•ネットワーク」が設立さ 
れている。詳しくはニューヨーク州衛生局労働衛生• 
環境疫学部の同ネットワークのウェブサイト(http:/ 
/www.health.state.ny.us/nysdoh/environ/occu- 
pate.htm)もご覧になっていただければと思うが、「州 
議会によって創設され、労災保険料のsurcharge (課 
徴金?)の資金援助を受けて、参加医療機関との契 
約を通じて州衛生局がコーディネートする」と説明

10安全センター情報20〇3年1-2月号

http://www.health.state.ny.us/nysdoh/environ/occu-pate.htm%25ef%25bc%2589%25e3%2582%2582%25e3%2581%2594%25e8%25a6%25a7%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25e3%2582%258c%25e3%2581%25b0%25e3%2581%25a8%25e6%2580%259d%25e3%2581%2586%25e3%2581%258c%25e3%2580%2581%25e3%2580%258c%25e5%25b7%259e
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/environ/occu-pate.htm%25ef%25bc%2589%25e3%2582%2582%25e3%2581%2594%25e8%25a6%25a7%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a0%25e3%2581%2591%25e3%2582%258c%25e3%2581%25b0%25e3%2581%25a8%25e6%2580%259d%25e3%2581%2586%25e3%2581%258c%25e3%2580%2581%25e3%2580%258c%25e5%25b7%259e


PHILAPOSHのジ厶■モラン(11.10のラリー)

されているように、名称から日本のわれわれが連想 
するような草の根的なネットワークとは異なっている 
ようだ(アメリカ産業医学ジャーナル37卷1号に掲載 
されているマウントサイナイ医科大学労働•環境医 
学センターのロビン•ハーバート博士の論文も参照)。 
いずれにしろ、このへんを含めた労災医療事情に 
ついては今回全く話をしていないので、機会があれ 
ば聞いてみたいと思っている。

また、財政基盤では、日本が現状会員の会費に 
ほとんど依っているのに対して、欧米の場合は会費 
制はとっているし、日本の場合よりも多くの地元の 
労働組合•個人が会員になっている場合もあるが、 
ファンドやグラントが大きな支えになっていることも 
(アジアにもかなり該当しそうだが)、表面的な違いの 
ひとつと言えるかもしれない。もっともアメリカのCOSH 
グループでも、NYCOSHは財政規模でも最大の言 
わば別格で、フルタイムのスタッフはおらず、パート 
タイム•スタッフのみで頑張っているところもあるとも 
聞いている(フ行デルフィアでは、労働組合とCOSH 
のスタッフをどちらもパートタイムで、週数日ずつこ 
なしているという活動家たちにも会った)。

われわれは翌7日に、全米COSHネットワーク及 
びAPHA (ア刈力公衆衛生学会)の年次総会に参 

加するため、フィラデルフィアに移動したわけだが、 
ここには1972年のシカゴに次いで、1975年に設立 
されNYCOSHと並び称される代表的なCOSHの 
ひとつであるPILAPOSH (フィラデルフィア労働安 
全衛生プロジェクト)がある。

アメリカのCOSHグループのイメージをつかんで 
いただぐtめに、PILAPOSHを簡単に紹介した1枚 
のチラシの内容も次頁囲みに掲げておこう。

PILAPOSHのスタッフは3人で、事務局長のジム- 
モラン(写真)は、63歳。ACTWU (合同衣服繊維労 
働組合)、RJE(国際電気•ラジオ•機械工労働組 
合)、USWA (全米鉄鋼労働組合)、UAW (全米自 
動車労働組合)、IBT (ティームスターズ)、TNG/ 
CWA (通信労働組合)といった数々の組合員歴を 
もち、1975年のPILAPOSHの初代議長を2年ボ 
ランティアで努めた後、フルタイム•スタッフとなった。 
ジムのお連れ合いのアギーは、IBEW (国際電気労 
働者友愛会)の組合員でショップスチュアード(職場 
委員)も長年勤めたが、仕事が原因でケイワン(RSI) 
に罹患した経験があり、パートタイム•スタッフとして 
PILAPOSHの会計をみているとのこと。他にもう一 
人男性のフルタイム•スタッフがいる。

ジムのことは、後のCOSHの会議の会場では、 
「フィラデルフィアで135年ぶりにラリー(デモ行進) 
を復活させた男」として有名⑺とも聞いた。11月8 
日の表彰式を兼ねた夕食会(Awards Dinner)で 
は、ジムも表彰されたのだが、「長年ご苦労様でした」 
と紹介されてスピーチに立ったジムは、「さあ明後日 
(10E)はラリーだ。午後2時集合だから、みんな遅 
れないようにな」とやらかして、大喝采を受けていた。

COSHグループ

今回の訪問に先立つ縁
筆者がアメリカのCOSHグループについて初め 

てまとまったことを知ったのは、日本女子大学人間 
社会学部の秋元樹(たつる)教授の『80年代から 
21世紀を見るアメリカ労働運動の新潮流』(1992 
年、日本経済評論社)ではなかったかと思う。ここ 
では、「組合運動ならざる労働運動一非公式労働
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PHILAPOSHの紹介

Philaposhは、大d ンシAパニア地域で唯一

の、労働者の安全と健康を最優先課題とする組

織である。われわれは政府の機関ではなく、わ

れわれの強さは会員に依拠している。

.歴史
1975年、関係する労働組台、労働者、法律汝

び健康問題の専門家たちによって Phil叩 osh

は設立された。会員には、地域6ワ投働組合、個々

rJ:労働組台以、医師、弁護士、安全衛生実務者、

その他閃J心のある専門家及び市民が合まれて

いる。

.サービス

・季刊ニューズレター

労働者、労働組合に対する技術的支援

-安全衛生に関する協約言語に関する暖助

.O S H A (労働安全衛乍Ji)との交渉

-法律及び医学専門家の紹介

-参考資料図書の提供

・連邦汝ひ、州法j百聞の支援

安全術小問題に関する')J働者組織化の援助

.友好関係

Phil叩 osh は独立した組織であり、ペンシル

パニア州 AFL-CIO、ニュジヤジ売業組

合評議会、郡評議会、その他アメリカ全体及び

カナダPの労働安全衛生グループeと緊併に連撹

している。

.会員及び機構

会員資絡は、すべての何人、労働組合、その

他職場の労働街中の状態に関J心をもっ凶体に

聞かれている。会員の義務は毎年会費を文払

うこと。 Phi1aposhは、半年毎に会 Hによって選

ばれる 25 名の理事会によって運営される。

会費は、個人一個人会員 30$ 、準会員 50$ 、

ゴールド会見 100$0

労働組合組合員100人未満100$ 、750人

超700$ 、 lr日 ～750人は1 人当たり0.9$ 。

.教育・トレーニング

Phil叩 oshは、以下を合む幅広い範岡の労働

衛生・安全のテマに関する講習会やトV~ニ

ングを提供する。

-労災補償

・危険イfti要閃(ハザーズ)の認知と情理(イl機

溶剤、騒音、アスベスト、鉛、化学物質、反復

動作傷害、 VDT曝露)

・知る権利に関する規日JIを合め、うiJ働安全衛

生法( O S H A )その他の法令の活用ノ旬法

-安全衛生協約百詩

-安全術1:委員会の設¥r.の仕方

.職業がんへの曝露

・作業をJレ百する法的権利

・公務員労働者の安全と健康に糊する権利

• 1)フoロダクテ fブ・ハザーズ

Philaposhの活動は、労働組合員、安全衛生

代表、 般公然に知らされる。リーダーやインス

トラクターには、労働組台の安全衛生代表、法

律や戻学の専門家が含まれる。

運動」の乙とつとして、 COSHグ凡ーブ (NYCOSH

とPHILAPOSH)のことが紹介されている。

全くの奇遇であるが、今回の訪米直前に秋ノじ先

寸てから官話をいただき、今度アメリカに COSHグ

ループの会議に参加しに行くという話をすξ と、「ど

こで ?Jと聞かれた。何とサバテイカルで 11月初め

から約半年 7'(ラデルフ fアのペンシルパニア大学

に滞在する予定だということで、謝金旅行の予定

を繰り下げていただき、現地でお Rにかかることが

できた。 COSHの会議の 3F1問毎円、 度は会場

にfiEを刑してくれた。前述の本は多くの人々のイン

タビューがベースになっているが、ジョエル・シャフ

ロやジム・モランとは、秋元さんも 18 、9年ぶりの再

会ということであった。

今|門|アメリカに行くまでは、筆者は COSHグルー

フ。の誰とも会ったことがなかったが、『労働法律旬報』
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全米コーディネーターの卜厶■オコーナー(COSH年次会議)

第1386号(1996年6月下旬号)に、おこがましくも「ア 
メリカにおける労働安全衛生問題」の解説を書くな 
どということもしている。国際労働運動研究センター 
(http://www2u.bigl〇be.ne.jp 厂 ctls/index.html) 
が同誌に資料論文を連載しているコーナーで、『卜 
ラブルメーカーズ•ハンドブック』という魅力的なタイ 
トルの労働組合活動の手引書の「安全衛生問題で 
の組織化」という章を翻訳紹介することになり、その 
解説⑺を書いたものである。この翻訳紹介された 
文章のかなりの部分をPILAPOSHのジム•モランの 
インタビューが占めている。

さらに1999年には、韓国の活動家から「アメリカ 
の労働安全衛生NPOに研修に行きたいので知っ 
ているところを教えてほしい」と乞われるままにいくつ 
かのCOSHとその連絡先を知らせた。当時、産災追 
放運動連合のスタッフだったチェ•ウンヒさんで、彼女 
は全く独力で各団体と連絡をとって交渉し、2000年 
11月に韓国、香港、台湾からゲストを招いた東京労 
働安全衛生学校(2001年3月号51頁)に参加した後 
に、約3か月間、PILAPOSHに研修に出かけてい 
る。彼女は現在、2002年8月号7頁でちょっとだけふ 
れた、新たに設立された「労働健康連帯」で働いてい 
て、筆者が帰国してしまってから、「まだアメリカにい 
るのだったら、ジムとマギーのモラン夫妻によろしく 

と伝えて」というメールをもらった。
そもそも今回アメリカに行くことになったきっかけ 

は、2001年9月にウィーンで開催された第8回ヨー 
ロッパ•ワークザーズ会議だった。横須賀のじん肺• 
アスベスト被害写真展(2001年7月号37頁参照) 
を持ち込んで、日•英•南アフリカ合同アスベスト写 
真展を開催したことは、池田理恵さんが2002年1- 
2月号で報告しているとおり。この会議に全米COSH 
ネットワークの全国コーディネーターのトム•オコー 
ナーが参加していて、じん肺•アスベスト被害写真 
展をアメリカに招聘した(池田さんが売り込んだと 
言った方が真実に近いだろう)ためである。
実は、AFL-CIO (アメリカ労働総同盟•産別会議) 

の労働安全衛生集会が隔年で開催されるので、そ 
のときはこれに、そうでない年はAPHA (アメリカ公 
衆衛生学会)の年次会議に、時期•場所を合わせて 
開催しているのだそうであ60 2002年はフィラデル 
フィアで開催されるAPHAに合わせてということで、 
COSHネットワークとAPHA (労働安全衛生セッショ 
ンのソーシャル•イベント(懇親会))双方の会場で写 
真展ができるということで、話が進んだ。

全米COSHネットワーク

ゆるやかなネットワーク
全米COSHネットワークは、2002年10月にホー 

ムページを開設している(http://www.coshnet
work.org/)。そこに掲載された同ネットワークの紹 
介とそのウェブサイトのコンテンツを紹介しておこう。
參 全米COSHネットワーク
全米COSHネットワークは、緊密に連携した地域• 

州レベルの“COSHグノレープー労働安全衛生委員 
会/連合”の集まりである。COSHグループは労働者 
の健康と安全をプロモート•アドボケートするための 
労働組合、保健•技術専門家、その他関係者によ 
る民間•非営利の連合(coalition)である。
最初のCOSHグループは1972年に設立された。 

現在、合衆国中に約22のCOSHグループがある。
全米ネットワークは公式の組織体ではなぐ全
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全米COSHネットワーク 2002 年総会

第1目目 11月7目(木)
13:ω 開会

13: 15 自己紹介ラウンドテーブル(小グJLーブ討論)

14:45 全体パネル

9.11 後の労働者の安全と健康 教訓|及び今後の課題。 9.11のテロリストの反撃はニュー

ヨーク市のう;j働者の安全と健康に深刻な影響をあたえ、緊急対策の有案、バイオテロリズムの

骨威等、議論の条件に大きな当主化をもたらした。連台の構築 (coalition building) 、O S H Aの執

行等に関して、ニューヨークにおける 9.11から学んだ教訓は何か7バイオテロリズムに対する

対処が重みをもってきたことに対して、 COSHネソトワーケとしていかに対応すべきか。労働者

の安全と健康のためになるやり々で議論の舵を取ることができるか?

16:00 休憩

16: 15 並行ワークショップ

① 効果的な連合構築 われわれの日的を前進させるために、いかにして National Inter

faith Committee 、Jobs with Justiceや移住労働青アドボカシー・グループ等のようなグル

ープとの連合を楕築することができるか( A R C O S H 、W N Y C O S H )

② 医療労働者のラテックス・アレルギーに関するロードアイランドキャンベーン 卜V~

ニング、段術的支援、アドポカシーを組み合わせたCOSHの重点キャンベーンの一事例

(RIC仁SH)

第2日目 11月8目(金)
08:45 昨年の全国O S H Aグラント・プロジェクトの総括

09:45 並行ワークショ、yプ

① 若者の取り組み (Youth Activism) ,O S H及び、スウ工、ソトショ、ソプ(Sweatshops、労働

者搾i文I)若) いかにして同内及び海外で労働者の搾取に対抗するためのネットワー

クを構築するのを手助けするために若者たちに手を仲ばす (reach out)することができる

か'?(WNYCOSH、MassCOSH)

② メディアに対応する能力を研ぎすます.メッセージをお〕うまく伝えるたみとのメディアとσ:十J 

き合い方 (NYCOSH)

③ ESL (English as as econd language、第二三語としての英語)学級を通じた移住労働者

トレーニング 新カリキュラムと効果的なトレーニング方法( N H C O S H 、M出 sCOSH)

11∞休憩
11: 15 並行ワークショップ

国的なアドボカシー・キャンペーンをコーデfネー

トし、教育・トレーニングの教材や資源を分かち合

い、また、職場の労働安全衛生状態を改善するた

めの戦略を共有するための、ゆるやかなネットワー

クである。

全国のC O S H組織は、トレーニング、教育、アド

ボカシーを通じて、労働者の健康と安全の増進に

関与している。 COSHの活動には以下のようなも

のが台まれる。

-イ｛～主物質の安全な取り扱い、!メ復過労「事1占
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① 理事会との効果的な共働:いかにして理事会メンバーの提供する資源を最も効県的に

活用できるかつ N P Oに方向性を与えるうえですコ用事会の泊切な役割とは何か( R O C O S H )

必 トレーナーの交流 OSHトレーニングのためのうまくいくポピュラー・エデ、ユケーション(六

衆教育)活動の共イJ(LACOSH、NCOSH)

③ アスベスト禁止に向けた国際キャンペーン アスベスト祭l上に向けたいj際キ守ンペーン 

及び国内レベルのキャンペーンの最新情報。国際的な動 10JのなかでC O S Hグ)レーブはどん

な役内陪米たせるかの討論(円本の" C O S H "ゲスト、ロンドン・ハザーズセンター、 NYCOSH)

12:30 民食

13:30 全体パネル

労働組合の組織化とCOSH運勤 労働組合オルグのパネルで、組織化活動や組合内

部の強化に安全衛生問題をいカヰこ統台できるか、組織化の促進においてC O S Hが果たすとと

のできる役割、等について取り|げる。 (UNITE、AFSCME、SEIU、UAW)

15∞休憩

15: 15 年次総会 (Annual Busincss Mccting)ー］ 7 :00

19:00 夕食・表彰式 (Awards Dinner)

第3日目 11月9目(士)
労働組台の安全衛生活動家、移性労働者支媛者(adv仁catω) 、A P H A (アメリカ公衆衛生ι芋会)

の OSH セケションの人々、海外からのゲストが参加して、労働者アドボカシ一戦略を~l(り扱う。

10 ∞移住労働者アドボ力シーに関するパネル

SE1U ( N Y C O S Hでモある) 、ノース・カrJフォルニア移伶労働者アドポカシ一連合(L O H P ) 、マ

サチューセ、ソツ移住労働者アドボカシ一連合 (MassCOSH)、LACOSH、V仁 cesde l a Frontera 

(ミルウォーキ 、) UFCW

11 :00 移住労働者アドボ力シーのための課題の策定 来年、州汝ぴ連邦O S H Aプログラムに働

きかけるいくつかのキーポイントを台む統 課題の策定に向けた討論

12:30 昼食 A F L - C I O安全衛生部及びジョージミーニー・センターカミら代表が参加して、彼らのト

レイン・ザ・トレーナー(trai n-t hc-trai ncr)フ。ログラムについて共有

13:30 来年の労働安全衛生活動の優先課題 小グ凡ーブ討論の後全体会議で報告

15ω 休憩

15: 15 国際パネル

・三、ソケ・ホルダー(ロンドン・ハザーズセンター)

-占谷杉郎(全国安全センター)、 J也田理忠(神奈川労災職業病センター)

.ディター・ブロム(オランダ)

17:30 閉会・会議の評価

( R S I)の予防、その他数多くの幅広い安全と健

炭問題についての労働者のトレーニング、

-安全衛生活動を組織化キャンペーンに統合す

るための労働組合との共働

-既存の安全衛生法規のよりよい執行のための

アドポカシー及び新たな労働者防護のためのた

たかい

・移性労働斉の安全衛生の改善を同の課題とす

ることの促進

-被災労働者に対する公iTな補償のためのアド
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ボカンー

.このサイトでみつけられ

るもの

このウエブサイトは、 COSH

グループの紹介及び各グルー

プのサイトや労働者の安全と健

践に閣する様々な情報源への

リンクを提供している。とのサイ

トは、労働安全衛恒法令のもと

での権利を労働者が活用する

ための実践的ツールや、移性

労働者や粁者などとくに被需を

受けやすいグループのための

情報仰、に重点を置いている。と
令米ρC1SHネッI') フ(1)作ごた全議( 11.8 労働組合刀在織/ヒと COSHJ/ 〆ネノしlのサイトはまた、幅広い労働安 l

全衛生情報源のコレクションへ

のりンクを用4Eしている。全米C O S Hネyトワーケに

悶するよりくわしい情報は→［この矢印はリンク先あ

りの;蛍］

あなたが職場で危険な情報に直面していて

O S H A (労働安全衛生庁)にそ江ことを警告した 

い場合には→［※ C O S Hグループあるいはアメ 

リカの労働組合活動家らの具体的課題に対処

するね動パターンの 端をうかがわせると同時

に、労働安全衛生に関する労働者の権利に関

する情報源にもなっている。］

合衆国では毎年、 6,OC口人の労働者が仕事によ

り殺され、それ以外12: 5 7 0 )j人が職場の危険イl出 

要闘のために傷害を負いあるいは病気にかかっ

ている。合衆国における労働者の安全と健康の状

態に閣するよりくわしい情報は→

全米C O S Hネットワークとは7全米C O S Hネッ

トワークの紹介

-合衆国における職場の安全と健康に関する背

景情報 労働者の安全と健炭の保護における

わが同の成功と失敗の分析結果を含む。

・労働者のツールボックス.連邦労働安全衛恒

法令の毛とでの権利を労働者が活用するのに役

立つデータシートその他の資料。

-専門的情報源物質安全データシートその他の

労働女P全衛生に闘する専 I"J的情報を集めたりン

ケ集。

-スペイン語の情報源。スペイン語の資料の優れ

たコレケション、その他の情報源へのリンケ集。

・その他の言語による資料 ベトナム語、ポーラ

ンド語など、英語、スペイン語以外の言語による

労働者の健炭と安全、権利に関する資料のコレ

クション。

-各地のC O S Hグループ。多数の子ヰ地のC O S H

グ凡ープの紹介と述絡み法に関する情報及び各

C O S Hグルーフ。のウエブサイトへのりンク集。

・国際リンク集 労働者の安全衛中をアドボケー

卜する目界 '1'の岡休の紹介及びそれらのウエブ

サイトへのりンク集。

-若い労働者のページ;峨場で粁者が直曲する

ハザーズその他の問題に取り組む岡休の紹介

及びりンケ集。

-移住労働者の情報源:移住労働者が直面する

諸問題を倣った資料・情報源及び全米の移住労

働者アドボカシ一団体へのりンク集。

-アクション。現在展閣中の労働者の安全と健康

を守るためのキャンペーンに関する情報。
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•新しいCOSHグループをつくろう：あなたの地 
元にCOSHグループが存在しない場合の、新た 
なグループのつくり方に関するヒントを提供する。 

•トレーナーのためのツール：成人向けの参加 
型教育に有用と証明済みの手法を活用して、労 
働安全衛生トレーナーが効果的にトレーニング 
を行うのに役立つ情報源のコレクション及び有用 
なサイトへのリンク集。

•労災補償に関する情報源
この「国際リンク集」のための協力を求められて、 

筆者がアジアの関連団体等の情報を提供した。「ア 
ジア版」には現在、全国安全センター (JOSHRC) 
を筆頭に、横須賀•アスベスト被災者写真展、アジ 
ア•モニター•リソースセンター(AMRC)、国際労働 
財団(JILAF、"POSITIVE"プログラム)、労災被 
災者の権利のためのアジア•ネットワーク(ANR 
OAV)、台湾工作傷害受害人協会(TAVOI)、ア 
ジアにおける参加型リサーチ(インド• PRIA)、アジ 
ア太平洋地域労働安全衛生情報ネットワーク、ア 
ジア労働安全衛生•環境のための労働組合研究 
所(OHSEI)が紹介されている。

COSH年次会議①

「若者」と「移住労働者」
11月7-9日の3日間にわたり、フィラデルフィア 

のホリディイン•ホテルで開催された全米COSHネッ 
トワークの2002年総会のプログラムは別掲(14- 
15頁囲み)のとおり。いわゆる総会議事(ビジネス• 
ミーティング)自体は2日目最後の数時間だけだが、 
多彩なプログラムの内容の各々が個々のCOSH 
グループまたは全米ネットワークとしての課題や方 
針を追及するものになっていることがわかる。全日 
程を通して参加していたのは全米各地のCOSHの 
スタッフを中心に30数名、その他にPHILAPOSH 
ゆかりの地元の労働組合や様々な運動の活動家 
や、APHAの労働安全衛生セッション'の人々など 
が入れ替わり参加していて、常時40〜70人程度 
が参加していたと思う。男女の割合はおよそ半々

といったとこウにった。
前述の紹介でおわかりのとおり、全米ネットワー 

ク自体は、専従スタッフも独自の事務所ももたない 
ゆるやかなネットワークである。トムは、NCOSH 
(ノースキャロライナ労働安全衛生プロジェクト)の事 
務局長で、NCOSHで働いて約6年、2、3年前から 
全国コーディネーター役を弓Iき継いでいると聞いた。
総会議事におけるトムの報告によれば、全国コー 

ディネーターとしての主な活動は、①OSHAからの 
ナショナル•グラントのついたプロジェクトのコーディ 
ネイト、②年次会議の準備、③全COSHネットワー 
クの評議会(運営委員会)のコーディネイト、④全米 
COSHネットワーク独自のウェブサイトの開設•維 
持、⑤COSHネットワークのEメール•リストサーブ 
の管理、⑥新しいCOSHの創設や活性化の援助、 
⑦〇 SHAやNIOSHとの折衝やワーキンググルー 
プへのCOSHネットワークを代表しての参加⑧ 
AFL-CI〇労働安全衛生部との連絡、⑨APHA労 
働安全衛生セクションとの連絡や方針討議への 
COSHネットワークを代表しての参加、OCOSH以 
外の様々な運動等とのコミュニケーション、⑪国際 
交流の促進、等々。
新設COSHや再活性化の支援としては、ジョージ 

ア労働安全衛生委員会(GCOSH)、アーカンソー安 
全衛生委員会(ARCOSH)、ロスアンジェルス労働 
安全衛生委員会(LACOSH)が挙げられ、ローカル, 
ユニオンやAFL-CI 〇に関心を示している活動家が 
いるということで、ヒューストンに新しいCOSHをつ 
くるのを応援していこうという提案がなされていた。

NIOSHとの関係では、18歳未満の若者につい 
ての有害作業指令変更勧告見直しの検討委員会 
や労働者トレーニングにおける“ベスト•プラクティ 
ズ’に関する会議への参加や、NIOSHと全米科学 
アカデミーによるスペイン語の労働者向け教材の 
開発•普及のための会議への参加。また、全米安全 
性評議会の労働安全衛生に関するヒスパニック- 
フォーラムへの参加など。また、国際交流では、前 
出のウィーンでのヨーロッパ会議のほか、ブラジル 
で開催されたアメリカ大陸各国の労働安全衛生活動 
家の会議への参加などが報告されていた。
全国コーディネーターとして働いた時間が何時間
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特集/アメリカにおける労働安全衛生運動
で、それに時間給を掛けて人件費がいくらという財 
政報告が行われていたことも、アメリカ的⑺で面白 
かったが、前述のヒスパニック•フォーラムや"ベス 
卜•プラクティズ’会議、ブラジルでの会議への参加 
費や必要経費の全部または一部は、外部の機関団 
体からの資金援助で賄われている。
全米COSHネットワークとしての当面の最大の取 

り組みは、OSHAからのナショナル•グランゆ っ 
いたプロジ1外のようで、これは、「若者(Youth)」 
及び「移住(Immigrant)労働者」に無料の労働安 
全衛生トレーニングを行うというものである。プロジェ 
クトの2年目の昨年は、全米で19のCOSHが合計 
5,427名にトレーニングを行ったと報告された。

プロジェクト3年目には、①1,700名の英語力に難 
がある労働者(LEP: Limited English Profi- 
ciency)、②600名の医療•介護現場の管理者、③ 
625名の若者または新た(こ働き始めた労働者にトレー 
ニングを提供し、また、NIOSH等と開発したスペイン 
語の教材を普及•活用•評価していく、などの方針が 
確認された(と思う)。

また、マサチューセッツ労働安全衛生連合 
(MassCOSH)からは、2003年の重点課題のひと 
っとして、「労働安全衛生へのイコール•アクセス• 
キャンペーン」の呼びかけもなされていた。

COSH年次会議！)

「組合の強化」と「連合の構築」
単純化しすぎるかもしれないが、スウェットショッ 

プ(労働者搾取職場)等で働く若者を含めた労働 
者に移住労働者が多い。労働組合の組織化の努 
力のひとつもそこに注がれているほたは組織化 
に熱心な労働組合が存在する)、あるいは、COSH 
グループと労働組合、移住労働者アドボカシー団 
体、学生等々様々な人々による連合構築(コーリ 
ション•ビルディング)が必要かつ可能な分野であ 
る等々、当面する重要な諸課題が相互にからみ 
あっているというようだという感触だった。
若者の取り組みを実践しているウェスターン- 

ニューョーク労働安全衛生評議会(WNYCOSH) 
18安全センター情報20〇3年1-2月号

の20歳台前半の若いスタッフたちは、唯ーパワー 
ポイントでの報告を準備していてマルチビデオプロ 
ジエクターを持ち込んでいたので、筆者も使わせて 
もらった。NCOSHはじめラテン系のスタッフもいれ 
ば、サンタクララ労働安全衛生センター (SCCOSH) 
の関係者では、2名のフィリピン人女性も来ていた 
(ひとりはフィリピンの女性団体ガブリエラの創設メン 
バーのひとりでもあるとのことだった)。
労働組合関係では、UAW (全米自動車労働組 

合)、SEIU(サービス従業員国際労働組合)、 
AFSCME (全米州郡市職員連盟)、UNITE!(全 
米縫製•工業•繊維従業員組合)等が記憶に残っ 
ているが、数多くの組合から活動家が参加してい 
たようだ。とくにUAWは、その人間工学対策等に 
対する取り組みの反映でもあろうが、インダストリ 
アル•ハイジニストの資格をもつスタッフも複数参 
加していて、これらの人々は引き続きAPHAの会 
議にも参カロした(COSHのスタッフでもAPHAに参 
加せずに帰った方が多かったと思う一 APHAの参 
加費は430ドルと高い)。

プログラムのなかに「労働組合の組織化とCO 
SH運動」というパネルディスカッションが設けられて 
いるように、アメリカのCOSHグループはとくにロー 
カルユニオンと強い結びつきを保ちながら、労働組 
合の組織化あるいは労働組合の強化•活性化のた 
めの労働安全衛生活動という明確な目的意識をもっ 
ているように感じた。かといって活動家集団として凝 
り固まっているかというとさにあらずで、会議にも大 
学人や政府系研究機関を含めて専門家たちも参加 
しており、COSHグループ自体が連合であると同時 
に、COSHとその他の団体•個人との連合の構築が 
様々なかたちで議論されていた。

「労働組合の組織化•強化」と「連合の構築」が、 
「若者」と「移住労働者」と同様に、キーワードになっ 
ているようだった。

COSH年次会議®

ポピュラー •エデュケーション

それらを結び付けるもうひとつの鍵が、やはり「卜



レーニング」であり、あるいは、「ポピュラー・エデュ

ケーションJ(r大衆教育」と翻訳されているのを見た

ことがあるが、青青感がしっくりこないのでそのままで

使う)という言葉でも語られていた。

会場でカリフォルニア大学ロスアンジェルス校

( U C L A )労働センター発行の『変革のための教育

ボヒ。ュラー・エデュケーヰョンと労働運動』と L追う

本も紹介されていたが、この五 ζ｛チラシには以下

のように占かれている。

「これは、アメリカ労働運動におけるボヒ。ユラー・

エテ守ユケーションの歴史と経験を記録した最初Jの

本である。テネシー州のハイランダー・センターか

らロスアンンエルスにおける清掃労働者に正義

を( Justice for Janitors)キャンベーンに至るまで、

メリーランド州r J :全同労働大予からミシシ、ソピー州

のエイポLデーA造船所労働者に雫るまで、ポ

ヒ。ユラー・エテ守ユケーションは、労働者の組織化、

祈しいリーダーの育成、労働組台と地域性民の

連携江強化に決定的な役割を果たしてきた。国内

外におけるポヒ。ュラー・エデュケーターの号かな

照史に学びながら、今日、ポヒ。ユラー・エデュケー

ターは労働者・労働組合のニーズと状況の変化

を踏まえた新たな進路を切り払きつつある。」

今|門|の訪米全体を通じて、「本気で労働安全衛干

に取り組んでいるところは、やはりトレーニングに

' , jく青をもっているモのだ」と庄らためて感じたのだカL
筆者自身の理解の助けにするため、会場で入手し

た「労働者の安全衛生運雷同構築」というタイトルの

文章の概要を31員以卜に紹介したので、ぜむご一

読していただきたい。

この文市の '1'に山てくる「職場マ、ソプ(地図)作り」

は、前, 'Hの『トラブル・メーカーズ・ハンドブ、ツク』の

中でも、メキシコの安全衛や凶体の取り組みとし

て紹介されており、私たちf':l身、参加型労働安全
衛生トレーニング、の取り組みを開始した～初、実

際の現場でのチェッケリストを使った職場巡仰を採

用できるようになる前には、その代 vOに「職場マ、ソ

ブ(地|刈)作り」を什惜したものだ、った。 「ボデ、イ・マッ

プ(身体地図)Jは、労働組合運動の世界では国

際的な流行になっているともいえ、イギリスの労

働組合会議 (TUC) などでは、その全国展閣・普

及を試みている。どちらも、言わば労働者によるリ
スクアセスメントの一手法とも胃えよう(関心のある

方は、 http://www.hazards. or,g/ di yresearch/ 

index.htm をのぞかれることをお勧めする)。
r!小卜l、グ、 j凡i一フ

るが、 C O S Hネットワーケの会議自体、随所で小グ 

ループ討論を会議の運営に取り入れている。さら
に、一保りの 4門dポしかトレーナー役をやれない

ようでは運動にならないのであって、「労働者トレー

ナー/同僚トレーナー」の育成が要であるというこ

とも、全く同感。 U的と手段の関係もしかりである。
また、 3t J同の昼食時には、 AFL-CIO の安全衛

生スタッフらが、その「トレイン・ザ・トレーナー」プロ
グラムについて制作したが、その概要は以卜のとお

りである。
x x x

労働安全衛生トレーニング・フ。ロジ工ケト(ジョー

ジ・ミーニー労働研究センター 全国労働六学と
AFL-CIO労働安全衛生部の共同プロジェク卜)は、

組合以と役は・ス夕、ソフのための無料の、職場の安

全と健康に関する様々な講宵会を提供している。

これらの講習会は、職場の安全衛生を改善する
ための組合の取り組みへの組台はの参加を促進

し、また、それらの取り組みの効果を高めるために、
本フoロジェクトによって開発されたものである。講習

会は、英語またはスペイン請で行うととができる。

職場の安全と健康に閲する労働組合トレーニ
ンゲは、以下のトビ yケスについて可能である。

.職場におけるハザーズの担保(数種類の“マッピ

ング"活動、臓場安全健康調査の創出、災害・疾

病記録の読み込みと解釈、ハザーズに関する情
報源、その他)

・労働者及び労働者代表の安全衛桁に閃する法

的権利(労働安全衛生法その他の法令江宅とで

の労働者及び組台の権利、それらの権利lの活用

方法を合む)

-効県的な安全衛生委員会(組合及び労使台同双
方の委H会設立に向けた取り組み、委 H会の役

割と機能、組合内部に才卦fるコミュニケーション、

労使合同委員会の会議の準備、戦略的計|向I、そ
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特集/アメリカにおける労働安全衛生運動

日本のじん肺■アスベスト写真展の紹介をする池田理恵さん

COSH年次会議®

の他)
•記録の保存：職場の傷害•疾病に
関する新しいOSHA30 〇記録の分析
と活用

•人間工学入門(人間工学的ハザーズ
の把握と管理、ハザーズを除去•低減
するための戦略の策定)
われわれは、これらのトレーニングを 

あなたの組合の役員、スタッフ、組合員 
に対して提供することができる。組合イ 
ンストラクターと教材を提供し、労働組合 
またはトレーニング実施組織には費用 
の負担をかけない。どのような時間枠で 
の提供も可能である(1-3時間の講習 
会、1日または複数日の講習会、等)。 
トレーニングは独立した活動としても、ま 
たは他の組合行事と合わせてでも(例え 
ば、地域の組合の会議、サマースクール、女性の 
会議)、あるいはジョージ•ミーニー労働研究センター 
—全国労働大学(メリーランド州シルバースプリング) 
において実施することも可能である。
本プロジェクトはまた、労働組合や労働関連団 

体からの参加者を対象とした、6B間のトレイン•ザ• 
トレーナー •プログラムも提供している。参加者は、 
職場の安全衛生の基本原理を学び、また、他の組 
合員のための安全衛生講習会での教え方を学習 
する。当面の予定は、ジョージ•ミーニー労働研究 
センタ——全国労働大学において、2003年2月(ス 
ペイン語と英語のバイリンガルの組合トレーナーを 
対象としたもの)と、2003年5月日に予定している。 
センター以外の場所でトレイン•ザ•トレーナー •プロ 
グラムを提供することも可能である。
※之月のバイリンガルの組合トレーナーを対象とし 

たトレイン•ザ•トレーナー•プログラムは、ラテ 
ンアメリカ人の地位向上のための労働評議会 
(LCLAA)も共催団体に加わり、上述の5つの卜 
ピックスに、職場の安全と健康における労働者• 
労働組合の役割を加えた内容で、実際にスペイ 
ン語を話す組合員等を対象にした講習会のトレー 
ナーを務めようとしている組合活動家、安全衛生 
担当者等を対象としている。

会場で日本の石綿被害写真展
報告が最後になってしまったが、日本(横須賀) 

のじん肺•アスベスト被害写真展は、会議のメイン 
会場の四方の壁に会議の期間中ずっと写真を掲 
示するというかたちで行われた。
会議の初日に池田理恵さんが簡単な紹介を行っ 

たが、1986年に、アメリカ海軍横須賀基地におけ 
る空母ミッドウェーの大規模改修工事で排出され 
たアスベスト廃棄物問題について、CNCOSH (セ 
ントラル•ニューヨーク労働安全衛生評議会)のジャッ 
クン•キンランは当時横田基地にいて、在日米軍 
のメディアが連日報じたのを聞いていたということで 
かなり詳しい補足説明をしてくれた。しかし、その他 
の大方の参加者は、海外のアメリカ軍基地におけ 
るアスベスト被害の実態に接するのは初めてのこ 
とのようで、インパクトは大きかったと思う。

2日目午前中には、「アスベスト禁止に向けた国 
際キャンペーン」のワークショップで、筆者があらた 
めてパワーポイントを使って、日本におけるアスベ 
スト問題の状況とわれわれの取り組みについて報
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「すべての者に医療保障を!」を求めるラリー(AMSAの横断幕)
AMERICAN MEDICM STIIDFNT AfiRneiftTlAM

REALM CARE 
IS OUR RIGHT.

告した。
3日目の「国際パネル」では、筆者が、「日本にお 

ける全米COSHネットワークに相当する」全国安全 
センターの紹介をしてから、池田さんが、神奈川労 
災職業病センターが労働組合や被災者団体、医師、 
弁護士らとの「連合」ですすめている横須賀におけ 
るアスベスト問題の取り組みを紹介した。

フィラデルフィア

医療保障を求めるラリー
COSHの会議終了翌日の10日は、APHAの会 

場になるペンシルバニア•コンベンション•センターで 
登録をすませた後、同会場のすぐ近くから出発した、 
「すべての者に医療保障を！(ヘルスケア•フオー• 
オール)」を求めるラリー(デモ行進)に参加した。

「今日の市場ベースの医療システムは、結局の 
ところは利益第一であって、人々のためのものに 
なっていないことが明らかになっている。これは、 
4,200万人ものアメリカ人が医療の対象から取り残 
されるという、医療の危機を生じさせている。傷病を 
負いやすい人々ほど、補償がうすく、高い保険料を 
支払うことになるといった事態さえある。この世界で

もっとも裕福な国で、人々が医 
療の欠如のゆえに死んでいっ 
ているということは、恥ずべきこ 
とである。われわれは、医療は 
人権であり、いまこそわれわれ 
の声が聞き入れられるべきとき 
だと信じている」、という趣旨の 
行動である。
横断幕やプラカード等を見る 
限り、医療労働者をはじめ様々 
な労働組合の組合員だけでな 
く、アメリカ医学生連合(AMS 
A)、社会的責任のための医師 
の会(PSR)等々、およそ千人く 
らいは参加していただろうか。 
PHILAPOSHのジム•モランは、 
にこやかに宣伝カーの運転手 

を務めていた。アメリカのデモに参加するのももちろ 
ん初めてのことだったが、

What do you want ?、HEALTHCARE ! 
When do you want it ?、NOW !、や
Speak 叩 America, Healthcare is our right ! 

をはじめとするアメリカ式のコールはリズミカルで 
よかった(前者は“HEALTHCARE”を“CON 
TRACT (労働協約)”に置き換えると、もっともポピュ 
ラーな労働運動の掛け声になる)。

APHA-OHSセクション

ユニークな進歩的集り
APHA年次会議の主要なプログラムは11月11- 

130の3日間にわたり行われたが、労働安全衛生 
(OHS)セクションのプログラムは別掲(次頁囲み参 
照)のとおりであった。なお、前出のステファン•レー 
ビン博士の発表は、別のセクション'の中で行われて 
いる(APHA全体のプログラム•抄録については、 
http:/apha. confex. com/ apha/130am/techprogram/ 
meeting 130am.htm 参照)。

APHAの会議自体は、日本産業衛生学会など
安全センター情報2003年卜2月号21
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A P H A・OHSセクションのテーマ一覧

11月 11日(月)
08:30-10:00

3055 職場ハザーズの新局同

3仁56 職業門時足、
10:30-12:00

3122 労働衛生と公害防止

3123 被需を受けやすい労働者グループ

3124 O S Hプログラムと労働者参加
12:30-14:00

3193 労働衛桁を前進させるた記の連合の構

築

3194 作業制成と労働衛生

3195 科年労働者課題の理解
14:30-16:00

3264 労働安全衛生における倫開的問題
3265 _ f ' ,年労働者.新しいツールと技術

3266 ニューズブ、レーケ 州・連邦レベルの取
り組み

16:30-18:00

3325 ;jとるべき序業革命持続可能な計画・閥

発による都市・労働生態の改善(パネル

デイスカッション)

18:30 懇親会 (Sこcial H凹 r)

20・30-22・00

3357 筋骨協系障害及びその他の傷害

11月 12日(火)

4059-4062ポスター・セッション

10:30 O H Sセクション総会
12:30 O H Sセクション昼食会・表彰式
14:30-16:00

4216 労働者江安全・健践のためのポヒ。ユラ一・

エテ守ユケーション 過去の分析、進展段

び今後の課題必

4217 テロリズムと9.11以後
16:30-18:00

4285 労働者の安全・健康のためのポヒザユラー・

エデュケーション過去の分析、進民及
び今後の課題②

4286 職業病のスクリーニングとサーヴェイラン

ス
20:00 O H Sセクション・ダンスパーティ

11月 13日(水)
08:30-10:00

5060 針刺し安全と医療労働者
12:30-14:00

5126 労働安全術性におナる労働者参加|江モ

デw圏際比較

5127 19C療における作業編成①健康影響
16:30-18:00

5188 医採における作業編成②予防のため

の組織化戦略
5189 労働・環境衛干における諸問題

の学会と変わらない雰囲気だったが、労働安全衛
生セクションはかなりユニーケに感じられた。 AFL-

C I Oの安全街中集会のある年以外は「なぜA P H A

なのか ?Jと聞いたときに、「労働医(学)、産業看

護士、インダストリアル・ハイジニスト、セーフティ・

エンジニア等々、各々の専門領域の学会もまるが、
A P H Aは、それら諸々の専1J"領域の者が 同に

会せる場だ、から」と説明してくれた方がいたが、その

ユニークな進歩的雰同気も背景にあるような気が
した。医師向け、活動家向け等の同セクションへの

参加を呼び均斗ナたチラシの内零を紹介してみよう。

APHAとは?

アメリカ公衆衛生学会 (APHA) は、公衆衛生に

関kる50を越す職種の 50万人以上を会以に擁す

る、世界最大最古の公衆街中専門家凶体のこと

つである。アメリカにおける公衆衛生問題に閣す
るγ際的発表の中心舞台である。アメリカでの第

一義的な公衆衛恒専門家の声として、国際舞什に

おいてもアメリカの公衆衛生の '1'心的な役内lを県
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［労働・環境医学を志す医師

向け］

他のほとんどの庚学専門家

以上に、労働医学は、労働者

と使用者というふたつの主人の

問の選択を強い 3れる。第一義

的に誰の利益に奉仕すべきか

ということに関して百えば、われ

われが隈師になξときの誓いが

明解なガイダンスをザえている。

APHAの安全衛生セクション

は、今日労働衛生の実践者が

直面する諸問題に闘する倫理
AいHA展示会場む国立)j匂安全保T主研究所( N I O S H ) σ )j' スご f互が筆吾、 的、政治的結果と闘うために、

たしている。連邦議会が公衆街中専門家の意見を

求める場合には、 APHAに聴くことになる。 APHA

は、関心をもっ課題別の諸部門(セクション)で構

成されている。 APHAは、毎年会議を闘催し、政府

の公聴会に証拠を提出し、月刊のニューズレター

ともL門ジャーナルを発行している。

.労働安全衛生セクションとは?

APHAの諸部門のなかでも品もj舌動的で進品、

的なもののひとつである労働安全衛恒セケション

は、労働安全衛生に一義的な閣心をもっ約 900人

のAPHA会以で構成されている。とれには、労働

医学、疫学、産業街中、看護、安全、労災補償弁

護上、労働組合活動家など、多くの専川分野の五

務不が含まれている。本セケションは、そのilt}l-~的

な歴史と学際的な構成を誇りとしている。進歩的な

労働安全衛生立法が争点になっているときには、

常に OHSセクションが背後にいる。より進歩的な

労働安全衛十寸:法のための収り組みがなされてい

るときには、 OHSセクションはその五羽のためにそ

こにいる。いまブッシュ政権が行っているように、連

邦または州政府が労働者の保護を後戻りさせようと

しているときには、われわれは労働者の安全と健成

保護のためにそこにいる。

.なぜ加わるべきか?

他の労働衛生専門家、労働組

合活動家や多彩な背景の'}J働者たちと肩を杭べ

て議論する機会を提供する。労働医学の専門学

会はわれわれの専門職能にとって不 nI欠である

が、 APHAは、われらがうiJ働者、住民、地球に影

響を与える諸問題に関して、全国的な、そして地球

的な議論の場を提供する。

［労働安全衛生活動家向け］

本セクションは、 APHAの年次会議において数

ダ、ースの教育セ、ソションを組んで才刻、進歩的なリー

ダ、ーたちに加わり、ハザード・アイデンティフィケー

ション及びコントロール、リスクアセスメント、介入制

究、労働者参加、その他に閃する最先端の成果を

学ぶことができる。働く人々の安全、健康、尊厳とiT
f長のために命を捧げている同中の人々や↑世界から

のゲストと結びつくことができる。会議は、われわ

れが行っている重要な仕事を総括する場を提供し、

また、進行中の闘いのためにわれわれを活性化

させる。労働者の代表たちにとっては、共通のs'J心

や民望を共有する研究者、政策立案者、専I"J家
たちとのつながりをもっ重要な機会でもある。

※ O H Sセクションは、 A P H A及ひ、同セクションの活

劃Jに参加する;意欲のある労働組合活動家及び

守生に対し、 A P H A年次会議の咲録料、 APHA

の1年 IUJ分の会費、 2万円の会議参加諸経費を

含む奨学金を日えている。

安全センタ情報2 0 0 3年 1.2月号 23
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実際、学会発表においても、

労働組合のスタッフが発表した

り、共同発友者に名を連ねてい

るものが少なからずある。 CO

SH全国コーディネーターの卜

ムも、「危険な労働建設業に

才卦ナるラテン系ι伴労働者」と

いう発表をfTっているし、後述

する「労働安全衛生に才J t tる労

働者参加江モデル国際比較」

というセッショシのコーディネイト

もしている。組合関係者が筆頭

充表者になっているものとして

は、「労働者主導による労使合

同安全プログラム・マネジメン卜システムの評価

予備的結果J(製紙・関連産業・化学・エネルギー

労働者国際組合 (PACE) 等)、「労働安全衛生に

宇3ftる“労働者をとがめる"アプローチとの対決J(マ

サチューセ、ソツAFL-CIO) 、 「ミシガン州プリント・デ

トロイトにおける火業 '1'の組合員に対する環境労

働安全衛生トレーニングの共働アフ。口ーチJ( U A W、
サウスイースト・ミシガン労働安全衛乍連合 (SEM

COSH)等)、「パワ ・シフト 労働者の安全衛生

教育における行動のたるとのシアターの役割J(食 1f11・

商業労働組合 (UFCW)等)などがあった。

少しはずれるが、各大学・機関~{p:業等が同席

したブース・コーナーも広大な毛のでー|門|りするのに

も数十分はかかりそうだつたが、 NIOSH(国立労働

安全衛生副|究所)のブースで少し話をしていたら記

念撮影もしてくれた(前頁写真)。

今回このフースでいただいた資料で、とくに筆者

の関心をひいたのは、以卜のふたつ0

・『トレーニング江効果判定調杏モデル1(1卯 9.10、

http://www.cdc.gov/niosh/99-142.html)

・『労働災害予防戦略の効果判定のためのカ手イド』

(20 01. 4、http://w¥¥明 iwh.on.ca/Pages/Putヲli -

cations/safetybook. htm )

とくに前者は、ポヒDユラー・エデュケーション云々

とは異なるが、アメリカも H本|可様、労働安全衛兵E
法等の法令による実施が義務づけられたりする卜

APIIA 夕食想親会でのマノ」ベフヅ lノフのパフォ<ソメ

レーニングが増えているなかで、そのトレーニング

の効果の有無 有効なアフ。ローチを問題にしてい

るということで、興味深い。さわりの部分のみ以下

に紹介しておく。

「峨場の危険有害'～囚を管理する OSHA の

100 以上の規則が、{事告及び疾病のリスケフア

クターを削減するための労働者のトレーニング、

に関する必求事項を台んでいる。その他にも、

特別のトレーニングの効力によって、 一定の職

務を行う資絡を有する労働者を制限している規

則もある。しかしながら、労働安全衛十トレーニ

ンゲの成以に関する研究は、多様であって、決

定的なものはない。さらに、新たに提案された

OSHAの労働安全衛中プログラム・ルール

[OOL 199RJは、トレーニングの結県と影響の

遵守斡査の方向を変更した(以前は、とのような

監杏は、行われたトレーニングの|時|自l数に焦点

を当てていた)。この優先順位の転授にともない、

義務的なトレーニンゲ・ 7.ログラムの測定可能

なパフォーマンス(効能)改菩のための戦略を碓

定することが必要になった。

毎年、アメリカの企業は、 550-600億ドルの費

JIJをかけて、約 6千万人の労働者に対して、 2億

時間近L、トレーニングを提供している。効米判

定調査は、との投資の労働者の安全、生産主性

及び利益への影響を最大化することを可能に

する。」
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APHA夕食■懇親会でのアスベスト写真展(左が池田理恵さん)

APH>W次会議①

「安衛運動の父」の死を悼む
労働安全衛生セクションのユニークさは、学会発 

表内容以上に、ソーシャル•イベントに顕著にあら 
われていたように思われる。

まず、主要日程が始まる前夜(前述のラリーが 
あった1◦日の夜)には、「トニ—メザッキ(Tony 
Mezzochi)を偲ぶ夕べ」が、コンベンション•センター 
隣りのホテルの一室(なんとAPHA会長のスウイー 
卜•ルーム)で開かれている。トニー •メザッキは、 
2002年8月23日に膝臓がんのため亡くなったが、 
1996年に創設されたレイバー •パーティ(労働党) 
の創始者として日本でも知る人は多く、治療に関し 
て各方面に相談も寄せられていたと聞いている。 
しかし、1972年に制定されたアメリカの労働安全衛 
生法の「生みの親」と称され、COSH運動とも深い 
縁のある人物だったことは案外知られていないの 
ではなかろうか(筆者は知らなかった)。

ニューヨークタイムズはじめ各紙に載った追悼記 
事などもあるが、COSHグループのひとつである 
ニュージャージー労働環境評議会(WEC)のニュー 
ズレター「WEC@WORK」に載った同事務局長リッ 
ク•エングラーの追想文を2 9頁に紹介しておこう。

「夕べ」の会場の壁には、トニーの活動を年表風 
にまとめたポスターが一面に貼られ立錐の余地な 
いほど集まった人々の人いきれでムンムンしていた。

APHM次会議®

懇親会•表彰式•パーティ
1日夜には労働安全衛生セクションのソーシャル• 

アワーが開催された。軽くアルコールも入った夕食- 
懇親会だが、200人くらい参加していただろうか。
日本のじん肺•アスベスト被害写真展は、この会 

場で掲示させていただいたが、多くの方から説明を 
求められたり、被災者ご夫婦のポートレイトなどに、 
「素敵な写真だ」とおほめをいただりした。

この会場ではセクションの新規メン'バーの紹介 
なども行われた後、全員がAPHA会員(医師やイ 
ンダストリアル•ハイジニスト)でもある6名のアフリ 
カン•アメリカンの女性からなるアカペラ•グループ 
「Rafiki Na Deda (Friends and Sisters) J の熱ロ昌 
も披露された。

さらに12日昼には、地元の全米郵便労働組合 
(APWU)の組合事務所を借りて、同セクションの表 
彰式を兼ねた昼食会。NYCOSHがローリー •カー 
賞を受賞したのもこの場でのことであるが、その他 
の受賞者は以下のとおりだった。

トーマス■マンキューソ博士(アリス■八ミルト
*ン賞)

J■'ーマス•マンキューソ博士(MD、MHP)は、労 
働衛生の巨人のひとりである。1945-1962年、オハ 
イオ州産業衛生部の責任者として、マンキューソ博 
士は、芳香族アミド、アスベスト、クロム、ベリリウム、 
その他の毒素の宿主に曝露する労働者に関する 
先駆的研究を行った。広範囲にわたるその斬新な 
研究に加えて、マンキューソ博士は、科学者そして
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APHA昼食•表彰式での寸劇(「利益志向安全プログラ厶」を風刺)

医師としての高潔さで知られている。 
ピッツバーグ大学時代の1965年に、 
彼は、原子カエネルギー委員会
(AEC)から、全国の原子力兵器施 
設の労働者における放射線の健康 
影響に関する50万人規模の調査を 
行う仕事を与えられた。1974年に、
AECは、ハンフォードの労働者にお 
けるがんリスクの増加を指摘した別 
の研究者の研究結果を否定するよ 
う、マンキューソ博士に圧力をかけ 
た。自らの予備的な調査結果はこの 
結論を支持するものではなかったが、 
マンキューソ博士は、予備的調査結 
果が誤解を招く恐れがあると感じていたことから、 
他の研究結果を論駁するAECのプレスリリースを 
支持することを拒絶した。彼は、委員会が時期尚 
早に発行しようとする圧力に抵抗した。結果的に、 
研究資金は打ち切られた。にもかかわらずマン 
キューソ博士は、データの分析を進めて、最終的 
にハンフォード労働者に過剰がんリスクが存在す 
ることを立証する重要な論文を発表した。マンキュー 
ソ博士は長年、国際機械工協会(IAM)の医学コ 
ンサルタントとして、毒物曝露に関する労働者の質 
問に答えてきた。それらの回答は、IAMが1976年 
に発行した『労働災害の手引(Help for the Working 
Wounded)』という本に収められている。マンキュー 
ソ博士は、今年90歳になる。
• Le Van Trung博土(国際賞)

Le Van Trung 博士(MD、PhD)は、ベトナム 
国立労働•環境保健研究所(アメリカのNIOSHに相 
当)の所長である。彼は、労働衛生基準を策定する 
この研究所の創設の原動力であった。ベトナムで 
唯一の労働医学に関する原著書の著者であり、自 
身は珪肺の専門家である。彼の研究所の功績に対 
して最近、国家からベトナム銀栄誉賞が贈られてい 
る。彼は、2002年4月25日に設立総会をもったベ 
トナム労働衛生学会創設の原動力であったし、ベ 
トナムにおける労働医学の創始者のひとりである。

なお、この国際賞は、ブラジル•サンパウロの労

働監督官で、アスベスト禁止と被災者のエンパワー 
メントに尽力しているフェルナンダ•ギアナージさん 
も、以前に受賞してもいる。
受賞者の紹介とスピーチの後は、有志による寸 

劇の披露oCOSHの会議からずっと参加している 
UAWのインダストラル•ハイジニストを中心に準備 
がされていたが、ミック•ホルダーと(ちょっとだけ)池 
田さんも参加。「利益志向の安全プログラム」の欺 
瞞を風刺するといった内容のもので、ラリーのときの 
掛け声を拝借して、経営者•管理者たちが叫ぶ。

What do you want ?、ZERO!
「労働災害も、ZERO!」、「仕事中にトイレにい 

く時間も、ZERO !」というわけである。
最後は労働者たちが目覚めて労働組合を組織 

して反撃、という他愛のない内容ではあるが、活 
動家や専門家たちが一緒になって、大笑いしなが 
ら楽しんでいた。
翌12日夜にも労働安全衛生セクションのダン 

スパーティがあったが、翌日のプレゼンテーショ 
ンの準備で余裕のない筆者はパスした。

APHA^次会議③

「労働者参加」の国際比較
11月13日の午後には、トム.オコーナーの座長で、
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日 ～U)十世手在する筆者 A P I I A / q,)し「開働宮士市とこにおける労働者参加のモデレ 医事実比較」

「労働安全衛生における労働者参加のモデル 司|

際比較」としのセ、ソションがもたれ、事前に断ったに

もかかわらず、フ" 0グラムに記載されてしまって、宅

者もフ。レセ、ンテーションを行うはめになった。プログ

ラムには、このセッションの意義が次のように書か

れている(ヨーロッパ・モテ守ルを学ぶことが当初Jの狙

いで、イ夕タリJ刀7アアからも参加がある予定だ

r( 必走少なくと也つの合衆固j ; J以; ; , 、外の異なる諸国

で実際に行われている労労r働~ 聞安全1衛草詩j 生フ。口グラム

における労倒働Ilj者苛参加モデルを知る、②労働者の

方針決定にtヨけξ定割に関して各々の労働者参

加モデJ［の問の泣いを示す、③それらのモデル

のもとにおける使用者、労働組台、安全委H会

のメンバー等の様々な関係者相付の団係を議論

する、④加盟諸国の労働者参加モデ凡の基礎と

なっているEU法令についてι芋ぶ」 。

x x x
筆者がr-ソフ。パ、ソターを務めたが、まずは全国安

全センターの簡単な紹介。 C O S HO:会議で話したと

とと同じだが、数年前から、私たちの活動の R的は

以下の2点にあると説明するようにしている。

・被災者、労働者のエンパワーメント

・よりよい包括的な労働安全衛干のためのアドボ

カシー
とれは、女性、移性労働者、|玉|際協力や NPO支

援の取り組みなどの蓄積等も吸収して筆者なりに整

理してきたモのだが、仁 OS日、 APHAを通じて、イメ

ジが非常に共通しているととを実感した。

このような円的カらしでも、「労働者参加」は、労

働安全衛生のあらゆるレベル、あらゆる側面にお

いてキーワードであると考えていると強調。 2002年

12月号で紛介した、「労働安全衛乍分野における

ILO の基準閣連活動に係る調査」のうちの「労働者

参加」関連事項に対する日本政府の回答をひきな

がら、筆者の考え方を説明した。

次に、 1972年に成立した労働安全衛生法は、使

用者に義務を課して、同が恥督するととによって安

全衛寸てを確保するというアプローチで、労働者が-

)jの主役であるという思想になっていない。使用者

は、前日の、 JI剥を怨起させる「ゼロ災運動(科学で

はなくまさに精仲主義的な運動)Jや労働者の注意

喚起のみに頼る独特のアプローチを発反させてき

た。一方の労働組合は、安全衛生を使用者まかせ

にしたり、｛吏川者の提案を監視・抵抗するといラ支け

身の主主勢にとどまりがちな傾向があることは否めな

い。それでもとれらの総体が、 1970 年代には効果

的に機能し、死亡災害を 10年で半減させξ二とにも

なったが、その後停j帯が続く状況の '1'でいずれのア

ブローチを見直す必要に辿られている、と概折。

使川者に、 ZI肯とその意見聴11 1 (を義務づけると

いうかたちではあるが、(労使合同)安全衛生委員

会の設置が北務づけられている。労働者代表であ

る委員の民主的選出方法が必ずしも確保されてい

ないこと、委員の権利が全く明定されていなし立とな
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どが問題ではあるが、もちろん、安全衛生委員会は 
労働者•労働組合の有力な手段になり得るし、そう 
するための努力が重ねられてきている。

いずれにしろ、法令の枠組みのレベルにおいて 
も、労働者の権利一労働者参加を核心的な要素と 
して位置づける必要があり、そのための努力をして 
いるというのが、前半の話。
後半は、職場•地域レベルで推進している参加型 

労働安全衛生トレーニングについて紹介した。
ロンドン•ハザーズセンターのミック•ホルダーは、 

筆者がイギリスのローベンス報告にふれたことにも 
合わせてくれたのか、同報告をベースにして制定さ 
れた、「すべての働く者」を対象とした1974年の労働 
安全衛生法のもとにおける労使合同安全衛生委員 
会や労働者•労働者代表の権利の仕組みを概説。 
しかし、悪質な法違反に対しては厳格に刑事罰に処 
すべきだし、やはり何といっても労働組合による交 
渉が労働者の最大の力だと強調した。

オランダで労働組合のアドバイザーとして国の労 
働安全衛生政策にも関与しているディター •ブロム 
は、まず、①ヨーロッパ(EU法令)、②各国(国内法 
令や政労使三者協議による方針決定)、③産業部 
門(労使団体間協議による自主的な協約)、④企業 
(実施についての労働評議会と使用者との協議)、 
という4つのレベルについて概説。企業レベルにお 
ける労働評議会(ワーク•カウンシル)はオランダ独 
特のもので、労使合同委員会ではなく、労働者代表 
のみで構成される(労働組合員は立候補を勧められ 
るが、基本的に独立しているという説明は、COSH 
の会議でも質問が出たが、よくわからなかった)。企 
業の中においても、①トップレベルではこの労働評 
議会が使用者と労働安全衛生の「戦略」について協 
議し、②「戦術」的部分については、労働組合と企業 
のスペシャリスト/スタッフ•レベルで協議、③「実行」 
上の問題は個々の労働者と管理者のレベルで協議 
するという、3つのレベルがあると説明された。

APHA年次会議®

権利のための安全衛生運動

大方以上のような報告がなされた後に、活発に質 
問や討論がなされたが、日本、イギリス、オランダが 
そのようであるとすると、「アメリカには何があるの 
か？」という問いかけがなされ、複数の参加者か 
ら「われわれにはユニオン(労働組合)がある」とい 
う声が上がったことが印象的だった。

このようなテーマのセッションが設けられたのも、 
アメリカでは労使合同安全衛生委員会の設置が使 
用者に義務づけられていないということが背景にあ 
る。労働組合の組織化の契機や労働安全衛生に 
関する要求の柱のひとつに「労使合同安全衛生委 
員会の設置」があるわけで、議論も真剣である。逆 
に日本では、法律の規定の上に安眠をむさぼって 
いる面がありはしないかと考えさせられた。

X X X
以上で今回のアメリカ訪問の報告を終える。
先にふれた『労働法律旬報』の1996年6月下旬 

号に、筆者は次のように書いた。
「労働安全衛生に対する根本思想ともいうベ 

きレベルで、世界的に2つの潮流が存在する。 
『法規準拠型(rules-based approach)』と『自主 
対応型(enabling approach) Jとして紹介される 
が、アメリカは日本とともに前者の代表と目され
ている。』
いまでは筆者は「自主対応型」という言い方はや 

め「参加型」等の用語を使うし、「イネーブリング」は 
(法律用語としては「授権」という定訳があるにしろ) 
「エンパワー メント」と同じ意味だという整理をしてい 
るが、正直に言って、アメリカには「あまり学ぶべき
ものは多くないのでは」という先入観をもっていたこ 
とも事実である。しかし、労働者•住民の「知る権利」 
を確立する運動には刮目してきたいストレスや人間 
工学、針朿IJし安全等をめぐる議論に接するなかで、
最近は「変化」してきているという印象もあった(これ 
も勝手な思い込みかもしれないが)。
結果的には、非常に刺激的かつインフォーマブ

ルなアメリカ訪問になった。またこれで、アジア、ヨー 
ロッパ、アメリカの草の根労働安全衛生NPO関係者
とのフェイス•ツー •フェイスの関係がもてるようになっ 
たということも含めて、今後の日本での取り 
組みに反映させていきたいと考えている。
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追想:トニー・メザッキ
洞察力のある労働組合リーダー、環境問題のパイオニア

労働組合リーダー、環境運動家、そしてdオ働

安全衛生運動の父として)ムく認められた ト

ニー・メザッキが 2002年 10月 5tJ、が/しのため

に兆亡した。ニュージャージ 労働環噴評議会

(WEC) 事務局長のリ、ソク・エングラーは、 1970

年代初めに、｛jii l J・化学・貯、 + ) ］労働者組合

( O C A W )のスタッフとして卜ニーと共に働いた。

以下の工、ソセーのなかで、彼は、われわれのグ

yレーフ。はひとりだけでは成功しなし止 Lりトニー

の信念を含め、この米敢で独創的なリーダーの

怨い l引を共有している。われわれは勝利しようと

願うのならば、連合を構築しなければならない。

x x x
ト二一・メザ、ソキは、かつて一緒に働いただれ

よりも、多くの影響をは私の政治中活に与えたと

言って言い過ぎではない。私が最初にトニーに

会った圧は 30 年以上も前のことで、当時私は白

然史とI罵境に深く興味を持っていため、生物学

者になりたかった。しかし、利潤を追求する企業

のわ動によって、われらが環境が骨かされてい

ることも理解することはできた。

1969年 9月、私は小物学のキャリアを積むた

めに、オハイオ州のアンティオク・カレ、ソジに入

学した。しかし、漁業調査フ。口ジヱケトでガミラス瓶

カ沿ホルムアルデヒドまみれのエビを取り出した、

フロリダでのワークスタデ f期間の後では、その

ようなキャリアは私にとって意味のないものだと

悟った。何がそれに取って代わったのかつ

トニ→こ入門したので主る。 1970年 4月、私は、

学友のスティーブ・ウォ、ソカ(Steve W仁 dka 、後に

O C A Wでトニーと共に働き、現住はニュージャー

ジーで弁護士をしている)と 緒に、最初のキャ

ンパスにおけるアースデーの行事を組織するた

めに働いた。スティブは、トニー ニュヨ

ク市のアースデ-IJ進の議長でをあった に講

演を依頼するよう、われわれの準備委員会を説

得した。卜ニーと会って彼の話を聞いたことが、私

の「スイ、ソチを入才Lた」。私はすぐに、労働現場と

広範な環境との|山には内在的な悶連がまること。

そして、根本凶Jな政治戦略の問題として、労働者

と労働組台は、 11:事における白色の健康だけで

なく環境をも守るきオめて重県な役割をもってい

ることを理解した。その円トニーが話した内存は、

私にとって人生を決定するほどのインパケトがあっ

たのである。

学業を終えて私は、 l年間メキシコとチリで過ご

すととに決め、スペイン語をでf干与して、口然資源

マネジメントの勉強をした。卜ニーが、当時彼が法

規部長をしていた O C A Wワシントン事務所で働

かないかと声をかけてきたのは、ほとんどメキシ

コをよろうとしていたときのことだった。彼はちょう

ど連邦環境保護庁かうファンドを受け、私をス夕、ソ

フに迎え入れる資金があった。現実の「労働組

合経験」を積めばラテンアメリカでの経験がより

価値のあるをのになるだろうと考えた私は、チリ

への旅1Jを延期して、ワシントンにやってきた。

卜ニーは無駄な時間を与えずに、私に(1事を

開始させた。私が回)I~廃果物の問題に取り高Hん
でいる聞に、組台のシ工)～石油との交捗が決裂

して、労働者は 5つの結拙所の労働安全衛生ハ

ザーズに対してストライキに突入した。トニーが、

アメリカ「初の環境ストライキ」と名付けたそのだっ

た。私は、(本来業務以外の)r余暇|時間」のなか

で、糾合の勝利を収めた闘いを支援する環境グ

)～ープの連合を組織するのを了今伝った。

その頃トニーは私を、独立系組合¢サン｛j拙

'｝J働者がストライキを決行中で、 OCAWが組合

加入を働きかけている買っ最1' 'の、ペンシルパ

ニア州マーカスフ、ノクにも送り「十Iした。労働者か

ら聞いた彼らが耐えている状況は驚くべきもの

でおl私に石油精製所のハザーズに関するブ、ノ

ケレ、ソトを書く動機を与え、また、 71ラデルフィア
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に移って PHILAPSH アメリカで最初Jの '}J働

安全衛生に関する連合(“ COSH"グJ［ーブ)の

ひとつーの間発を手伝うことにもなった。

1974 年にフィラデルフィアに著いたとき、ト

ニーや OCAWとのつながりは私にとって重要

な信任状、他の組合活動家たちとの親鮮な関

係をつくる礎だった。フロントガラスの八方のワ

イパーしか動かない車で、 、,. jl C;も見えない吹

当の中を、ワシントンからフィリーにドライブし

たことを覚えている。私がまず ¥rち寄ったのは、

トニーが紹介してくれた気 iL:の通じるス夕、ソフや

リーダーのいるオレコン・アベニューの OCAW

のサウス・フィリー組織化事務所だった。道は

平坦ではなかったそのの、医師や並業衛生士

その他の、労働者、労働組合と共にある人々

と連携するというトニ の戦略に駆られて、わ

れわれは徐々に PHILAPOSHをセクセスフル

な C O S Hグルーフ1こ組み入れる二とができた。

むろん、 OCAWの地域支部はすでに卜ニー

のビジョンに目覚めさせられて主刻、 PHILA

P O S Hの段初の参加団体のひとつになった。

トニーが提唱した3つの政治戦1lV~が、最初は

PHlLAPOSHで、より問JliにはここWECでの、

私のj［今事の中心的な組織戦略になっている。

『知る権利 (Rights to Know) 、これは労働

者・住民に、自らが仕事で取り倣うまたはそ

の近所に件む有毒化学物質に関する情報

を入手する権利を与える主のである (1983"ド

に、ニュージャジーの W E Cリーダーたちは、

全同規模の足も強力な労働者・件民の知る

権平iJ i工を勝ち~Xった)。

ー行動する権利 (Rights to Act) 、これは労

働者・性民に危険有害な施設設備を巡視す

ることができるように(エンパワーメント)する

ことによって、ハザーズを低減・予防する権

利を拡張する宅のでよをる(1998年 WECはパ

セーイケ郡において、郡の衛恒担当官の巡

視に同行する限定自 Jな権利を、労働者・住

民に与える法伴を!日号ち取った) 。

時公正移行(Just Transition)、こ才Uま環境政

1+1によって職を失うごとになる労働斉の純損

失がないことを保証しようという政策アブロー

チである。 ( W E Cは、環境保健に関する社会

的 U標達成のために、職を失うととになる労

働者がそれ以|の代償 賃金の喪失という

かたちでの を文払うことがないようにすると

いう公止移行に関するトレーニングを労働者、

環境運動家、住民に行っている。)

今円まで、私が最も誇りに思っている活動の

ひとつは、知る権利汝ぴ行動する権利のた従の

ニュージャージーにおけるキャンペーンである。

これらの取り組みは、政府による規制の限界と

ハサ、ーズへの眠蕗を予防するために労働斉・伴

氏をエンパワーする必 ～'I>fl についての卜ニーの

分析に鼓舞されたものだった。

トニーは大胆な発怨の泉だった。科ι予告L門d肴<

と労働者の I~Jの連携の構築、労働環境住

民連合、知る権利、行動する権利、公 jf移行

これらのアプローチのいずれもが活動に生命力

を与えた。トニーはそれらすべてをわれわれに与

えたばかりでなく、もの途中で、合衆国労働安全

衛生法(亡SHA) を成立させた勝手［I的な闘いを先

導し、カレン・シyレクウ、ソド(K a re n Silkwood)と

共に彼kの働いた除、了一)J発' 111所の安全侵舎と

企業による隠蔽工作を暴露し、また、労働者の

たみぞの進歩的な政治課題を前進させるために全

図的な労働党 (Labor Party)の組織化のため

に晩年を費やした。

卜ニーはまた、長期戦に必些な情熱、原則、謙

虚さと強固な意志を体現していた。トニーが死ぬ

直前、在、は、彼に鼓舞された具大な活動と私や

その他多数の青に与えた影響にふれた感謝の

手紙を絞った。だが私は、心の中では、彼が本

当に私から聞きたかったことは、私 そして彼に

ふれられたすべての者が 闘い続けるというこ

とだ:ったということをま日つlいる。

このような偉大な教師と模範がいて、 町Tl'司
われわれにそれ以外にjnJができよう。 臥l.l.通
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アメリカにおけるポピュラー ■エデュケーシヨン

この文章は以下の3つの部分からなる。第1に、 
危険有害でストレスフルな労働条件は、労働者の 
組織化あるいは組合活動活性化の力強いモチベー 
ションになり得るということ。第2に、労働者自らの 
経験に基づいて、問題の源の集団的な分析を創 
出し、それを変革するための行動戦略を構築する 
というポピュラ—エデュケーションのアプローチを 
活用すれHf、その可能性を現実のものにすること 
ができるということ。第3に、“教室”内のポピュラー • 
エデュケーション手法は、労働者の進行中の活動 
を支援する枠組みなしには、限られた効果しかもち 
得ないということ、である。

つまるところ、ポピュラー•エデュケーションの目 
的は、労働組合の労働条件改善の努力に支えら 
れながら、教育を受け、エンパワーされた労働者 
をつくり出すことである。企業国家アメリカが優勢 
である環境のなかで、われわれは様々な困難に直 
面している。アメリカにおける労働組合の組織率は 
13.5%にまで減少し、また、そのことと無関係では 
ないが、政府機関は、労働者保護のための法令 
を執行できていない。このようななかで、安全衛生 
教育者と労働組合活動家たちは、安全な職場を保 
証することのできる労働運動の構築のために奮闘 
しているのである。
•安全衛生は労働組合の課題
労働組合は、しばしば安全衛生をたんに専門的 

または法律的問題と考えている。専門技能が重要 
でないというわけではないが、狭い専門的または法 
律的アプローチは専門家依存につながり、組合•労 
働運動建設という安全衛生の潜在的可能性を狭め 
ることになる。最悪の場合には、組合が安全衛生を 
取り組むべき課題と考えずに無視してしまい、労働 

者を企業国家アメリカの慈悲に委ね、結果的に、傷 
害や疾病を負ったことに対して労働者が責められる 
という事態にもつながりかねない。

ポピュラー ■エデュケーション：
*労働者の行動の鍵

なぜ多くの安全衛生教育者がポピュラー •エデュ 
ケーションのアプローチを採用するのか？労働者 
が直面する現実問題に対処するうえで、既存の専 
門的、講義志向型のアプローチの過ちにフラストレー 
ションを感じていた教育者のグループが、1980年と 
1988年、そして1999年に再度、テネシー州のハイラ 
ンダー •センターに集まった。

この教育者たちは、合衆国の国境の内外で開 
発された革新的な教育アプローチを吟味した。これ 
には、以下の疑問に応える努力のなかで安全衛 
生教育者たちに幅広く採用されてきた鍵となる原則 
や実践が含まれていた。集団的なビジョンや戦略 
の発達を促進するアプローチは？労働者の経験 
を尊重し、それを踏まえる手法は？いかに話し合 
いから行動につなげるか？多様な読み書き能力、 
言語、人種、学歴の労働者にいかにして教育を身 
近なものにするか？多くの組合員労働者に手を伸 
ばす労働組合内部の枠組みをいかに創り出すか？

聴く一話し合う一行動する：パウロ-フ 
レーレの原則の労働者教育への適用

合衆国におけるポピュラー安全衛生エデュケー 
ションの開発には、ブラジルの教育者パウロ •フレー 
レの哲学が重要な役割を果たした。

この哲学の労働者教育への具体的な適用は、 
“コード”または“トリガー”を活用することだった。労 
働者の関心と何が彼らを動機づけているかをじっく
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り聴いた後に、教育者は、問題の原因に閃する話

し合いを促進する引き金となり、行動のえ十円Iにつな
がる“コード"を見概める。コードは、半兵や絵、短時

IUJのロールプレ一、歌、ケーススタデ f、または労働
者が確認したその他のアイテムであったりする。例

えば、「休業災害ゼ口口」と官手守した大きな掲示板の

下でギブスをつけ松葉Hをついている労働者の写

買が、労働者に災告を報告する気をなくさせ、候リ丙
や病気を負っても働くよう J土力をかけるために使用

者が川いる安全実励プログラムについての議論の
引き金として使われる場合もある。ファシリテ ター

の役割は、経験の共有力ら行動の検討へと議論が

向かうような鍵となる質問を尋ねることにある。

用いられる内存や子法の選択は、あらかじめ公
式・非公式の調査やインタビューを通じた労働者か

らの“聴き取り"に基づいて、またはカリキュラムの

策定に労働者を参加させることにより、様々でi J ' ;る。

教育者はしばしば、教育7 Iコグラムを策定する前に、
労働者の諸問題を適切に聴き~Xる能力の制約に

直面する。以下に述べる子法は、戦略の集同自 Jな
検討・議論のためのより強岡な艮礎を提供するのを

助けることによって、講習会自体における聴き収り

のプロセスに寄日する。

・ボディ・マップ(身体地図)

ボディ・マッフ。は、 71)、ソブチャーH =描かれ t::.身休

の|刈に、労働青たちが“どこが痛むかつ"という質問

に答えて点を灯ってL通くという、シンプルではあるが、

力強い取り組みである。多くのポヒ。ュラ ・エデュケー

ション手法と刊様にこれは、市の根の講習均、ら始ま

り、様々な組織の教育者たちによって採川された。
こうしたマッフ。(地図)は、労働者がゆ聴き取りのツー
ルを提供し、人間Lγ 的諸問題 建設労働者や老

人ホーム労働者の腰痛、データ入 )Jや食肉加一仁作

業者の子根管症候群、等々の増大する証拠を取り

扱うのに用いると、とくに効果的である。後者のカリ

フォルニアの老人ホーム労働者たちは、様々な挙|

作業にともなう痛みを示すのに、お互いに「痛い!J

ステッカーを貼り台そ三の千法を採用した。背、府あ

るいは手?干の部分に色の付いた点がかたまってい
るビジュアルなイメ ジは、労働傷告が孤立した各

僻人の問題ではなLミという事実を明隙に浮き彫りに
した。このことの理解が、“何がこ¢易告の原閃か?.、

そして“どうしたら予防できるかつ"という問いにつな

がった。ある建設労働者が諦宵会の後に言ったよ
うに、“痛みを感じているのが円分ひとりではないこ

とを初めて知った"のである。

.リスク、八ザーズ、職場マップ(地図)

1) スケ・マッ7 "は、ビジュアルかつ集団的な職業ハ
ザーズの絵を創り出し、ボデ、 f・マッフ。によって確認

された痛みや傷当と関連づけξことができる。ビジュ

アルな摘与は、ハザーズを取り除く戦略的な組織化

計画の策定・優先順イιづけを容易にし、組織化キャ

ンベーンの効米的なツールとなる。
労働者は模造紙とマーカーを使って、職場で話し

合い、色によってハザーズを分煩し、影響を受ける
労働者の数や問題の深刻倍、当該ハザードの除去

の難しさなど集団的に決めた艮準に長づいて優先

順杭づけを行う。参加型で労働者自身の経験を基

礎に使うこの子法は、読み書き能力ゃ豆諸に閣わ
らず、青葉のやりとり中心の議論で怠見を交換する

のが昔手な者も台めて、誰でも参加できるという点

においても“ポヒ。ュラー"である。
いったん捕さ上がればリスク・マッフ。は、拍手され

た危険有害な状況がなぜ存在しているのか、労働

者の健炭に影響に及ぼすその決定を誰が行ったの
か、等の批判的な分析の長礎となり得る。

・小グループ活動手法

イギ、 1)ス労働組台会議のデ、ヴィッド・ケレメントは

1980 fドのハイランダー会議に参加して、小グルー

プ活動子J去を紹介した。イギリスにおけるこの子訟

の活用方法を予んだ後、ニューヨーク労働制究所

のレス・レオポ Aドらは、 2τ の重弘!なやり方でそれ
を採用した。まず彼らは有油・化学・原子力労働者

組合( O C A W )と共に、カリキュラムの閣発と、同僚

労働者のなかで小グループ手法を7ァシリテー卜す

ることを学んだ労働者トレーナー候補の育成を行っ
た。また彼らは、カリキュラム開発のフcロセスに労働

者トレーナーを参加させて彼らの意見を聴き、その

関心事 工場閣鎖、化学ハザーズ、企業による文

32 安全センタ情報2 0 0 3 年 1.2月号



配的な“労働者をとが詑る"アプローチ、等 を確実

にトレーニングに組み込むようにした。
別のいくつかの労働組合は、異なる職場条件の

モど亡、労働者トレーナーと小グループ手法を採川
している。

.進行中の労働者の取り組みの支援:
基盤の創出

とれらのまたはその他の手法が成功するかどう

かは、いかに効果的にそれを行うかということだけ
ではなく、いかに進行 '1'のポヒ。ユラー・エテ守ユケー

ション・ア7口ーチと結台されるかというととにかかっ

ている。このアプローチは、教育を教室主での学宵以

上の毛のと考え、労働者が行動し、また、その行動
の成東を総折することに対する支援を提供しようと

するものである。 U二fしば“参加型 ¥r.案"とも11'1'ばオ l

るが、螺旋型に概括される全体のプロセス(①参加

者の経験から始める→必パターンを探す→③新た

な情報や理論を追加する→④技能の実践、行動を

計l同I・立案する→⑤行動に適用する→スパイラル
アッフ。しながら戻る)に労働者を参加させ、また、戦

略的決定を行うのに必山なさ巴なる認識を恒み出す

参加型アクション・, Jサーチ・フ。ロジェケNごオ働者を
参加させるとともロJ能である。

進行中の労働者の取り組みに対する支援はまた、

引にある基盤にかかっている。重要な只休例のひ
とつは、労働組台内部の労働斉トレーナー・モデル
である。~Ijの具体例として、組織労働者及び未組織

労働者双)jの取り組みを文援する COSHゲ)1ープ
の全同ネ、ソトワーケがある。

.労働者トレーナーの経験 労働組合
内部の安全衛生の基盤の構築

教育を受けた労働者の収り紺みを支援する労働

組合の戦略の重要性は、誇張しすぎることはない。

労働現場において労働者が真の影響力を発揮で

きξ構造なしには、講習会でな案された対策は滅多

に実行されない。しかし、そのような構造があれば、
労働者は労働組台のなかで、またより)ムい労働者

の権利Iのための運動のなかで、力強い役割を果た
すことができる。

1973年以来、全米自動車労組 (UAW) の団体協

約は、組合員凸 00 人以上の各工場にイl給かつフル
タイムの組台の安全衛生代表を配置することを認

めており、またOCAWは 1979年に、現場レベルの
安全衛生教育コーディネターを確立している。彼

らの機能は椋々ではあるが、一般的に安全衛生代

表は、 定のハザーズをともなう諸問題の確認及

び解決、他じり労働者の教育、労使台同安全衛生委
は会との共働についての訓練を受けている。また彼

らは、背情処理手続に訴え、場合によっては問題

が解決されない場合にストライキをれつ権利を労働

組台に与えている、協約言語によってもサポートさ

れている。このような現場レベルのプログラムは、

重要な安全衛生情報の管理を専門家から羽坊に
移転することにつながる、労働者トレーナー・モデ

ルの充展に重咲な役割を有している。多くの労働者
卜V~ナーが、個々の労働者をとがめるのではなく

職場の改善に焦点を3てるととによって組台の視

点を安全衛桁問題に101かせながら力強い組合活
動家となり、職場委員や執行委員会のメンバーにな

り、また、組合の団体交説、チームに参加するように

なりつつある。
労働者トV~ナー・プログラムが成長すξのにつ

れて、労働組台は経験を共有するたるとの集まりを持

つようになってきて L通る。 2002 fド2月には、 6つの労

働組合から 150 名近い労働者トレーナーが、全国
規模でとのプログラムを拡張・コーデ fネートする

努))の始まりである、初の合|司年次“トレーナー・

チュ :ナ1ソプ"のために、ジョ ジ・ミーニー・セン
ターに集まった。

労働者トレーナー・プログラムの有効刊は、いく

つかの評価プログラムによって証明されてきている。
ミシガンU A W - G M (全米白動車労組ーセ、ネラ)1モー

タース)人山一仁学教育プログラムの|司僚からトレー

ニングを受けた労働者は、大学のインストラクター

カらトレーニングを受けた者と同等に知識が豊富で
スキルがあったが、|可僚からトレーニングを受けた

労働者の )jがその受けたトレーニングに、より満足
していた。このプログラムでは、生きるた民の専門技

術も提示しつつ、労働者の部署ごとの学宵スタイル
に合わせた教育子法を採用することができた。
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ある活動家コンサルタントたちは、固な環境保健

科学研究所 (NIEHS) の労働者トレーナー・プログ
ラムの評価を数年間にわたり行っている。彼らは品

近、労働者トレーナー自身がどのようにトレーニン
グの目的を設定し、評価フ「ログラムを開発したかに
ついての、革~Ii的な参加型計価フcロジェクトを開発

した。彼らのひとりは次のように語っている。
“労働者トレーナーフ。口グラムは、ポヒ。ユラー・

工デ、ユケーションの方法論についてしばしば考えら

れている以|の重咲な意味を持っている。それは、

組織の強化、労働者がより大雑把に備えている経

験のレベルを引き上げるのに決定的に重要である。
ボヒ。ユラー・エデ、ユケーンヨンの鍵は、手法自体に

ではなく、価il古飼や葛藤をJぇ映・議論し、誰が情報
を管聞しているかについて考える機会を人々に与

えることにある。ボヒ。ュラー・エデュケーションが一

握りの専川家によってのみなされるのであれば、そ

れは真のポヒDユラー・工デユケーションではない。小
グループ活動手法の重 l且!な点は、それが労働者ト

レーナーによって幅広く成功裏に活用されて  L沼枠
組みであξ 出、うととである。しかし、その価値と限界

を批評することのできる、まさに枠組みなので友る。'

・社会運動の影響

海外か印>影響は、労働者の安全衛桁教育にお
けるポピュラー・エテ守ユケーション・アプローチの開

発にとって重要であった。しかし、合衆iLlの労働教

育者たちは、外国からの影響を受けつつも、はっき

りと識別可能な独白の道を切り拓いてきた。合衆国
における社会止義に関する運動は、ポヒ。ユラー・エ

デ、ユケーションの哲学と労働現場における安全衛

生教育者の行動に大きな影響を匂え、月11の労働者
支媛の枠組み、 COSHグ、ル-7の全米ネットワー

ケの創設につながった。
1972 年にシカゴで、ある公民権活動家のグ !Jr

ブが、労働者たちが肘住地において南而させられ

ている深刻な麿待に気づいた。彼らは、安全な仕事

のための基本的な労働者の権利の欠如に立ち向
かうために、全|玉|初のCOSHグ?ルーフ。を創設した。

労働者を教育し、ハザーズを調杏し、労働条1'1改需
のために政策を変化させるために、労働組合活動

家、院自11 、弁護寸て、学寸三住民運動家たちが COSH

を通じてひとつの連合に結集した。 1980 年までに、

ロスアンジェルスで新たに創設さ才Lた LACOSHを含

む緩やかな全米ネットワークがつくられた。
シカゴで最初Jの C O S Hグルブを結成した公民

権活動不たちと同様に、全米教師連台 (AFT) の

ダリル・アレケサンターは、彼女に“人権と尊厳に

ついての基本的認識を旬えてくれた公民権運動を
信頼している。在、は個人的な解決が存存しないと

とを理解した。われわれは、社会の変革のために
集岡的な組織化をしなければならない。労働者と

組台の問題に関わるようになったのはごく口然な

ことだった"と語る。アレケサンターは現在、 AFTの

安全衛生部を担当し、証券管理労働者、パス運転
手、学校職 H、組合の活動当;になったすべての労

働者と一緒に|可僚労働者によるトレイン・ザ・トレー
ナー・キャンペーンを開始している。
現存ローエルのマサチューセ、ソツ大 ι芋にいて

M a s s仁OSHに参加しているスーザン・モイアは、フェ

ミニス卜運動を泊じてスキルを磨いた心パス労働者と
して傷害に悩まされ続けた後、彼女は、人間_l学的

に設計されたパス購入運動の先頭にす今った。彼女

は、自らの組織化、リーダーシッブ、教育のスキル
を身につけたリーダーシ、ソ7.閣発のた陀の女性側究

所(羽司L D )を信頼して; J 3IJ 、現在建設業労働者を対

象に人間工学教育プログラムを適用している。
現夜サービス従業片岡際組合 (SEJU)のジャミー・

コーへンは、教師として、環境中の化学物質曝露及

び地元のコダック干十における彼らの肉親の職業曝
露により、多くの生徒が間生異常を有していることに

気づいた、テネシー州での版業・環境|の経験に

動機づけられた。様々な人々の経験の収数 ハイ
ランダー・ワークショッフ。、ト二一・メザッキの千引の

モとで江テネシー OCAWローカルにおける実務研

修、成長しつつあった COSH運動 がコーへンを
T c n n C O S H結成に重要な役割を果たすようにみち

びいた。

-COSH及び類似のグループ
地域における墓盤の整備

いくつかの国際労働組合が労働者トレーナー・
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プログラムを通じて、自らの組合員のための安全衛

生教育を取り入れてはいたが、安全な労働条件の
ための闘いには地域レベルにおける活動不の草

の恨のネ、ソトワーケが必立!lとされていた。

COSHグループは、 1980年代の、労働現場江化

学物質に関する情報を労働者・性民に提供する知

ξ権利運動のなかで影響 }Jを発障した。彼らは、州・

地域レベルで矧ξ権利法を通過させる運動を組織
し、その結束、増大しつつある、しばしばより厳特な

州・地域レベ }y (7)規則に対する産業界の悶心に対

処するために、 O S H Aに連邦ハザード・コミュニケー

ション規則を公布させる三とによって、ロナルド・レー

ガンの連邦 O S H A規則炉絶をnち依った。

C O S Hグループと類似の諸組織は、リダーシッ
7'と安全衛生規則の開発のために教育を活用しな

がら運動を継続している。カリフォルニアにおけ

るこの種の 2つの類似組織、カリフォルニア大学ロ

スアンジ工ルス校労働安全衛生7'ログラム (UCLA-

L O S H )とカリフォルニア大学パーケL一校労働衛
生フoログラム (LOHP) は、州内の大学問及び草

の根安全衛生教育運動との鍵となる連携を構築し

ている。連邦人 IUJ一仁学規則を策定させる努 )Jが産

業界の以対によって頓挫させられたとき、両プログ

ラムによる教育の努力と労働組台の連台カえカリフォ

ルニアにおいて全米初の外|人山一仁学規則を乍み出

すのに役立った。
今日、 20をこすC O S Hグ凡ープが労働組台や性

民団体とともに活動し、また、 λ学ベースの労働セ
ンターや労働者安全衛生プログラムと共働(コラボ

レート)している。

.政治情勢の変化のなかでの基盤整備
のための政府のファンド

1 9 7 0 +ド代にカータ一政権のもとでの夢恕的な 
。 S H A長官だったユーラビンガム悼上は、労働者

の安全衛生活動を支擬するための長期的な艮幣整

備の重必刊を認識していた。彼女は、労働組合の

安全衛生教育プログラム、大学ベースのプログラ
ム、労働現場や COSHグループなどの NPOの創設

を支援するのに OSHAがグラントを与えるという革

新的な“新 )j向(ニュー・デivクションスγ'を生み山

した。ニュー・ディレクションスは、労働者中心のカ

リキュラムを開発する安全衛生教育者に安定した
ファンドと、 1980 年のハイランド・センターで、また、

ワシントンにおけるニュー・デ ivケションズ、被交付

者の年次会議において教育者たちが集まって意見

交換するためのファンドを提供した。

ポピュラー・エデュケーターたちがハイランダ、ーで

2回目の会合を持った 1988 年までに、政治的及び
経済的状況はドラスティ、ソケに定化した。父通管制

官との闘争に始まり労働者の安全衛桁に閃する

攻撃へと引き続いた、レーガンの以組合政策の遺

監は根深いものがあった。労働斉教育に対する

ニュー・ディレケションズのファンドは、ドラスティッ

クに削減された。労働者が取り倣引七学物質のハ
ザーズに関する情報を知る権利を労働斉に与え
るはず、だった、連邦O S H Aの“知る権利規則"の提

案は、レーガンが大統倣執務室に就いて lか月足

らず後の 1981 年 2月に撤回され、組織化の結果

ようやく1983年 11月にようやく成すーすξ といった状

況になった。このような逆流にも閣わらず、労働活
動家たちは、有害防棄物やアスベスト阪総などの

環境問題に対する社会の悶心を高め、これらの

ハザーズ、への労働者ゃ環境曝露を規制するよう

に政府に!土力をかてけきた。その結果、 OSHAと

EPAのアスベストj青掃規則に労働者のトレーニン

グが義務つけられ、 1980 年代後半には NIEHS

が、 70 年代には O S H Aが、上述した革新的な労働

者トレーナー・プログラムにファンドを提供すると
いう、労働組合、大学ベースのプログラム、 COSH

グループの労働者教育プログラム開発への資金

援助プログラムを開始した。

1988 年にハイランダ に集まったポヒ。ユラー・エ
デュケーターたちは、多くの問題に直前していた。 2

|門|のハイランター会議に参加したある COSHの活

動家は、障告物についてはっきりと述べている。

“O S H Aの資金疑助はレーガン時代に枯渇し、所定

の専門スキル・卜 L一ニングにしかファンドが提供さ
れないなかで、どのようにポヒ。ュラー・エデュケーシヨ

ンを行うのかという問題に直而しだ二参加斉たちは、

成果を安全衛中教育に返すことに責任を負ってお

り、また、直面している困難にも関わらず、労働者安
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全衛や活動家の運動の構築にボヒ5 ユラー・エデ、ユ

ケーションの原則lを適用する決着をしなければなら
なかった。

|述した2ての重立与な傾向が、その後の期 I~Jにお

ける、安全衛生教育運動を支援するための基盤整

備を促進させてきた。いくつかの労働組台は、労働

者トレーナー候補、全国的に|司僚労働者を教育・

組織する活動家を養成した。また、地域レベルにお
いては、 COSH 汝び類似のグループが、労働者教

育フ。ログラムへの資金援助を台めて、より強力な州

及び地域レベルの規日11のたぜの教育及び組織化

のために、異なる労働組合、大学人、医僚・法律の

専門家を結びつける重 l止な架け橋としての役割を

県たしている。

.挑戦とチャンス:
ここからどこへ行くのか?

労働者の健康に影響を与える職場での決定に関

与し、労働組合内でリーダーシップを充障し、強 )Jな

政府の安全衛生規日11の策定・執行のために共に働
く安全衛生活動dポの運動構築のために奮闘するう

えで、われわれは莫大なチャンスと挑戦に直由して

いる。

労働者の安全衛生教育のためのファンドを獲得

することは、チャンスと挑戦の /1.方を捉不している。

合衆国の政治状況のモとで、安全衛生教育に対す
る政府のファンドは重要な資金源であった。とれら

のファンドは、革新的なカリキュラムや労働者トレー

ナー・ネットワークスのようなプログラムを開発する
機会を与える。同時にそれらは、政府の優先順位

の変更や組合建設に役¥r:たない狭い専門的トピッ

クスに焦点を当てることを強 IIられるといった不安
定さを含め、重大な問題を提示しでもいる。より安定

した資金援助のモデルのひとつは、 UAWや建設労
働組合が閣発した、“時間当たり数セント"とL汚賃金
の少ないパーセントを教育ファンドに 3てるというも

のである。

労働現場におけるハザーズは、最il:Iにおける台

衆i Ll及びグローパルな経済の定化にともなって君主
化しつつある。多くの産業が再編成(レイオフの腕

胡な表現)を経験するにつれて、残った労働者はよ

り少ない11寺|山でより多くの仕事をするよう強L通られて

いる。その結県は、広範囲に及ぶストレスと人間工
?の問題である。われわれはより強力な規則を要

求はするが、これらまたはその他のハザーズへの
対処を O S H Aに頼るわけにも、技術的または法律

的な救済策に頼るわけにもいかない。組合以の安

全衛ゃに対する悶心を深刻に受け止めた労働組

合にサポートされる、教育を受けた労働者のみが、
労働条件を改書するた陀の現場の決定をコントロー

ルする )Jを構築することができる。

しかし、労働運動も多くの問題に直面してお〕、少

なくとも組台以の減少を逆転させるために組織化を

進める必 l止がある。安全衛恒教育者及び活動家と
してわhわれが l直面してL三課題は、 IJ刀、ラやスピー

ドア、ソプが進む虚業の労働者の広範凶にわたる取

り組みに対処する運動の基盤を形成する、労働者

の安全衛生教育のビジョンを創J!0山すことである。
労働者17:組織化と組合内の活性化を動機づける課

題である、労働者の尊厳のための核心的政ボとし

ての安全な仕事の権利に焦点を当てる、労働者の
安全衛生を労働組台の組織化キャンペーンに統台

するヒ、ジョン。労働組合の安全衛恒協約言語のた

めに交渉する能力を強化し、政府に規日I隆策定さ

せ、有給の安全衛生教育などの労働者の権利を促

進するために資金援助させるための組織化のビジョ

ン。労働者及びその家族の健炭と生活に影響を及
ぼす労働現場の決定に関与する批判的分析のス

キルを労働者に与えることにより、労働者トレーナー

のネ、ソトワークと、豆諸、読み書き能力、学歴に関
わらず、すべての労働者に千を仲ばすのに必要な

スキルをJ副長することにより、また、 COSHネットワー

ケのような組織を泊じて、安全な仕事のための労働
者・住民の連合を拡張するととにより、安全衛生教

育をあらゆる直において、真にポヒ。ュラーなものと

するビジョン。最も垂要なことは、安全で健炭な労働

i環境のための進行中の労働者の取り組みを支駁す
るための、労働運動の能)Jを強化するビジョンを.û~

り山すことを、われわれが必要としていると 町内
いうととである。 魁 iム』

※随所により理解を助ける実践者のインタビューが
掲載されているが、省略した。
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「労災陽し」の6割送検せず司法処分の判断基準は不開示
情報公開で明らかになった都道府県労働局の 「労災隠し」把握•処理状況と対策

昨(2002)年12月21日付けの毎日新聞(大阪本 
社版)朝刊は、一面で、「労災隠し419件把握6割 
は送検せず」という見出しで、次のように報じた。

仕事中の事故で負傷しながら、事業主がその事 
実を隠蔽する「労災隠し」について、全国の労働局 
と労働基準監督署が1999〜2000年の2年間で、 
419件の事例を把握していたことが20日分かった。 
このうち、6割の254件で、関係者が労働安全衛生 
法違反(報告義務違反)などの容疑で書類送検され 
ていなかった。送検に至らなかったケースも含め、 
厚生労働省当局が把握する労災隠しの実態が明 
らかになったのは初めて。厚労省の甘い対応が労 
災隠しを助長しているとの批判も出ている。
労災問題に取り組む「関西労働者安全センター」 

(大阪市)の情報公開請求に、厚労省が一部開示 
した。資料によると、1990年に把握した数は88件 
(うち書類送検38件)。これに対し1999〜2000年 
は419件(同165件)で、内訳は労災報告の未提出 
が328件、虚偽報告が91件だった。2001年の送検 
件数は126件と増加傾向を示していた。

6割を送検していないことについて、厚労省労働 
基準局は「意図的とは考えられない場合などには、 
警告などの行政指導にとどめているケースがある」 
などと説明。これに対し、元労働基準監督署長の井

上浩さんは「労災発生の報告義務はほとんどの事 
業所が知っているはずで、労基署が把握した労災 
隠しは、意図的だったと判断すべきだ。警告にとどめ 
たものも、原貝I］としてすべて書類送検するべきだ」と 
批判している。

黒塗りだらけの開示文書
黒塗りされた箇所だらけの部分開示であるが、こ 

の記事にある開示情報の内容を紹介する。
平成13年1月17日付けで、監督課長、労災保険 

徴収課長、安全衛生部計画課長、労災補償部補 
償課長の連名による「いわゆる労災かくし事案に 
対する対処状況の把握等について」という「部内限」 
通達が出されていた。この通達には、別紙1「労災 
かくし事案に係る調査票」、別紙2「労災かくし対策に 
ついて効果的と考えられる手法•措置等」がついて 
V、て、別紙1は個々の事案ごとに1枚、別紙2につ 
いては各都道府県労働局で記載して、本省に提出 
することとされている。

これによって、「平成11年1月から平成12年12月 
までの2年間において局及び署において対処した 
労災かくし事案」が、419件あったことが判明した。 
43頁に掲載した別紙1の「調査票」が419枚あるわ 
けだが、いずれも43頁と同じ箇所が黒塗りで「不開
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不」とされてしまっている。業積別の集計結果が、 44

4 5頁の表である。

毎日新聞の記事は、 4 1 9件から送検件数の公

表値(1999 +ド74{'[ 、2 0 0 0 年 91'f 1、合計 165'f 1
2 0 0 2年6月月5頁掲載の表参照)を差し引いた

254 件が占類送検されていないと分析しているよう

だ。しかし、 4 4 T Iの表中の「発覚後のHlii肯( M.A.) J
'1'の最初Jの2項目が黒塗りされているが、これは、

黒塗りし忘れたと思われる 45 頁の友カ¥6,r司法処

分」と「警告」で反ると此測できる。とすると、司法処

分 書類送検されたものは 18 0件で、 419件の内

の43%と、若下比率が上がるものの、 6割近くが送

検されていないことに変わりはない。

また、 4 3頁の「調査票」でお分かりのように、記入

された 419 件すべての調査票について主、 r(4) 発覚
後約拍肯(M.A.) Jとr(10)元請に対するHli情」のIUJ
の、 (5 )カ沿(9)に相当する部分がすべて県主主りに

されているのだが、とれも黒塗りしtJ忘れたのかとも思

われる 44-45 TIの表から、その 部が「労災かくしを

行った動機(M.A.) (ロl法処分を行ったモのに限る)J

で主るととが推測できる。したがって、「労災かくしを

行った動機」の業積別内訳数は明らかにされている

にもかかわらず、個々の事案ごとの調査票では確

認できないという矛盾した開示結束になっている。

それ以外の黒塗り部分には、司法処分を行わな

かったJFjl FIl Jも含まれているのではないかと思われ

るのだが、定かではない。

別紙2r労災かくし対策について効果的と考えられ

る子法・措置等」に各労働局が記載した内存も本月

で紹介するが、黒塗じされた部分の多くが、「司法処

分のあり方」に関連した意見であると作定できる(な

主主 46 頁に掲載した表は、月 IJi ;f;; 2の記載内存を類型

化して集計したもので、「費用追徴強化」と「被災者へ

の通信調査」との|日Iの3つの欄が読めないと思うが、

「費用追徴強化」の右の欄は戸、主主りではなく網がか

かっているもので、千ノじのコピーでは「医療機関と

の連騰」と読める)。

「ロ l訟処分の子の内が分かつてしまうと、ここまで

なら処分さ才な, lと判断されて、違法行為を助長し

かねなしりというような理屈をこねるのだろうが、司

法処分を専権事項として聖域視する悪しき体質が

見え隠れする。 J巴握した労災隠し事案の約4割しか

日l訟処分に付していない状況が妥当なのかどうか、

白らの判断のあり方を同民の批判にさらし、また何

よりもこうした調杏結果を対策の確なに活かすべき

なのであって、林息な部分不開示 黒塗りは許され

ないと言うべきであろう。

そもそ毛、 20仁2 +ド6月号で報告したとま如、 2001 't
12けから却。 2年3けにかけて、労使代表が参加し

た「労災制作の姐止化に関する懇談会」が開催され

たわけだが、この懇談会にこれらの資料が提出さ

れた形跡もないようなのである。

貧弱な実際の取り組み

別紙21こ記載された、各都道府県労働局の考え

た「労災かくし対策について効果的と考えられる手

法・措置等」を読んで第一に気付いた点は、実際に

局・場レベルでとのような取り組みをして効果があっ

たので全国的に普及すべきだとL追った、実践に基づ

いた提案・半E白のあまりの少なさである。

数少ない例外として、長岡労働法治幹督者(新

潟同)と広島労働局の取り組みが報告されている

が、長岡署では、「本調査は、直接、被災労働者

の方から御回答いただくとととして実施しています

ので、事業場(会社)悶係者には、位、密扱いに願

います」と明記したうえで、「被災労働者の)jへのア

ンケート調査」を実施したという。

県i*!lli会や労災指定限療機関と連提した広品

労働局の取り組みについては、以前報じられたり

もしているが、同局独白の指示文占が明らかにさ

れたのは今|門|が初めてであるので、本立;の末尾で

紹介しておく(広烏局からの回答に添付されていた

ものである)。

ィ、十分さはまるにしろ、こうした実際の取り組みに

よって効県を見極めながら、実効性の～る「労災隠

し」撲滅対策を構築していくと, lうアプローチが不ロJ

欠だろう。

また、労働基準監管機関がな砂うれている、立ち

後れているという白覚の少なさも感じた。

本誌がたびたび指摘してきた、社会保険事務所

による外傷性{嘉吉のレセフ。ト・チェックによって、労P
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災保険給付新規受給者総数の約 1割もの「労災

隠し」が発見されているという事誕 (2001年 4月月
等参照)に言及した労働局がむとつもなかったとい

うことも際寸一った特徴ではないだろうか。
当該労働者や同僚等第三者か川通報等の情

報提供に言及したものもあるが、企業の不止に関

する「内部告発」を虻ぐる今 Hの国民的議論に照ら

せば、「内部山発J Zの保護に係る具体的対策、「内

部作発」をファシリテー卜する行政側の体制や法整

備などが具体的に提起されなければな巴ないだろう。
ロJi*処分の基準ともかかわって、少なくと毛この

ような条件に該出する「労災隠し」事案は必ず司法

処分に利すので、積極的に情報提供をしてほしい
と呼びかけるというように、秘密主義か 3の)j 向転
換をすべきだ、と考える。「労災かくし 110番の設置」

を提案した尚もあるが、厚労省が六金をはたいて
作成・流布しているポスターに、情報提供を受け付

ける電話番号を記載せよということは、私たちが提

案してきたことでもある。

「マスコミを通じた広報」毛記載すξ には簡単だカえ
実際に努力をしたことのある者のJ吉、見であれば、ど

うすればマスコミに収り|げてもらえるかという具体

的提案があって当然と考えるのだが、そのような提

案はほとんどなされていない。

「奈良片」に雫つては、「事業の業績が低迷する事

業主のなかには、業務外の$FIlによる労働者の負
傷を業務上の事由による負傷とする等災害発生状

況等を偽りのモのとし、労災保険給利にて当該治療

費等を目白う等不在受給を企てる者もいる」などと堂々
と記載している。このような認識で行われる「労災隠

し 1:減対策」とはいかなるものであろうか。
「いね;itる『不iT受給』対策と『労災隠し』対策を並

列して取り扱うべきではなtlJと、私たちが主張してき

た所以でまる (2001年 6月号 30TI等参照)。
昨年の厚生労働省交渉で参加者が口々に指摘

したように、まさに「志識改革」が、本省 都道府県

労働局 労働基準監督署のすべてのレベルで必
要と痛感させられる。

現場の意見は採用されたか?

しかし、都道府県労働局からだされた意見やアイ

ディアには、「労災隠し」に対するペナルティ・制裁
等の強化、事業主に労災手続の義務づ初、企業ト、ソ

プや元語長代の追及、公共一仁事の受注参加資格

や指名停止の基準等の改善、労働基準情報システ

ムの各種情報相互の有機的関連づけ、労働者死

傷病報告書の書式の改善、医療機関からの通報
制度、各種講習テキスト等への記載等々、私たちが
提案してきた内容も少なかうずあげられている。「労

災隠し」対策には、これむとつだけで全て解決とい

うような特効薬はないのであって、効当去のありそうな

ととはひとつでも多く着手すべきである。

その点では、 2002、('l成 14)年 7月 26 tJ付けで、

同じ4課長(監管課長、労災保険徴収課長、安全衛
生部古|画課長、労災桁償部補償課長)i!1',による

rr労災かくし』の排除に係る対策の桁進について」と

いう通達 (2002年 10月月 10-11頁参Hのが山されて

いるわけで、各都道府県労働局からだされた怠見

やアイデ、ィアがここに反映されたのだろうか。これは、

読者の皆さんに毛判断していただきたいが、どうも ;r意
識改革」がも七とも必要なのは、やはり厚生労働本

省であるように 141われる。

広島労働局の独自指示文書等

別添 1 平成3年 12 月 19 日付け

"広墓収第895号広島労働局長通達わゆる労災かくしの排除について」

標記について、平成 3年 12 月 5日付けぷ発第

68 7号(以下「通達」という。)により労働省労働基準

局長から別添写のとおり通達があり、また、平成 3
年 12月 5口付け法恥発第 52 号(以卜「内かん」と

いう。)により労働基準局監督課長、補償課長及
び計l向課長から別添写のとおり内かんがあったの

で、了知のうえ、下記に情,苦して的憾な処理を快J( 、り

い: b li ¥ lる労災かくしの排除に徹氏を期されたい［1992
年 3月片参照］ 。
1 事案の把提及び調査

(1)労災かくし事案の IE握・調杏に当たっては、通
達記の lの「基本的な考え )jJ及び内かん記の l
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の「事案の動 101Jを十分理解し、的確に対応する

よう配意すること。

(2) 位行分思塗り»

(3) 労災カベし事案のfE握に当たっては、各署に設

置している労働災告防止協議会、職業性疾病対

策協議会等を活用し、関係部岩間で組織的初空

携を図り、的確な処理を行うこと。その際、各部署

において取り組む内零を通達認の ［2のJ(1) ~
(3 )及び内かん記の3の(l) ～(3)によりあらか

じめ明確にしておくこと。

また、労災かくしの疑いのある事案の謝金結

果等についても、調査を実施した部岩から関係

部署に速やかに報告等を行い、事後のJ首肯に

遺漏のないように期すること。

2 労災かくし事案を発見した場台の措置

(1) ((3行分墨塗り»

(2) 本省通達記の3の(3)に該当する事案［垂大

事案等関係］については、引J紙様式2により遅滞

なく監督課へ報告すること。

(3) 本省通達記の3の(4)に該当する事案［無災

害; ¥ (彰関係］については、伊J紙様式3により安全

街中課へ報告すること。

(4) 本省通達記の3の (5)に該当する事案［労災

補償 メリソ卜制適用事業場一関係］については、

別紙様式4により労災補償課へ報告すること。

別添2田平成3年 12月 19 日付け事務連絡

(監督課長/安全衛生課長/労災補償議長)

わゆる労災かくしの排除について」

標記については、中成3年 12 月 19 tJイ、 Jけ広基

収第895 弓(以下「局長通達」むの。)により局長か

ら通達されたところですが、労災かくし事案の担保、

調杏等に当たっては下記に留意して的確に処理し

て下さい。

1 事案の担保及び調査

(1) ((6行分墨塗り»

(2) 労災かくし事案に組織的・継続的に取り組むた

め、処開要領等を策定して担保のた此の千j去、

J巴握後の調杏事項・担当部署、事後のHli間の手

順等について明確にし、閣係職員に周知するこ

と。

2 労災かくし事案を発見した場合の措置

( 1 )事案を司法処分にした場台は、そのjム報につ

いても配意すること。

なお、重大・悪質な事案、牡会的に注目を集

めると思われる事実については、局広報J口~'~

(監督課)と連携して広報すること3

(2) 局長通達記の2の(3)及び(4)による報山は、

労災かくし事業に対する厳止かっ斉一的な措置

という観点から、事案の軒重にかかわらず必ず

行うこと。

別添3 平成6年 11月1 4日付け「部内限」事務

連絡(監督課長/安全衛生課長/労災補頂課長)

r~ ,わゆる労災かくし事業処理要領について」

いわゆる労災かくし事案の把握、五同企及び措置

については、平成3年 12月 19口付けJよ法発第 895

号「いわゆる労災かくしの排除について」通達及び

同円付け監管課長、安全衛生課長、労災補償課長

連名の事務連絡により処聞しているととろで庇るが、

今後、院療機関均、切情報又は被災労働者からの

申告等により事案を把握した場合の具休的処理は

卜記によることとする。

1 片で事案をfE握した場合の処理

把握した課は、その概要を日JI添1r情報処理台帳」

に記入し、労災桁償課へ送付するとと。

労災補償課は提供のあった情報について監督課

及び安全衛生謀の担当者と協議したうえで、所轄署

へ情報処理台帳の与しを iis付の上情報を提供し、

必l立により調査又は痕否(以下「調査等」という。)及

び措置について指導すること。

Z 者で事案をt担保した場台の処開

( 1 )別添2 r情報処理什帳」に記入し、方由(第一

課)、安全衛生主務課及び労災主務課で謝金等

の方針、 J口~などについて協議し、必要により共

同して調査を行い、また、 J里査を実施すること。

(2) 把握した事案が、医療機閣ñ\r--～の情報による

もの及び労災かくしの疑いがj良厚なものについ

ては、同労災補償課長へその概l立を別添様式

lにより速やかに報告すること。
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3 労災力、くし事i ' Iと判断した場合の署のHlii肯
(1) 調査等の粘県業務上江負傷等と判断した場合

は、労災給付請求手続について指導するととも
に、次のJ首簡を行うこと。

CD ((51寸分墨主主的
@ ～,社えは支社等が｛也局管内に所存し、同種事

案について管轄防署の注意を喚起する必l立が

あると思われる事案及び、特に重大・悪質な事案

等については、前記通達別紙株式2により航督

課へ報告すること。

なき建設事業無災当表彰を受けた事業坊にあっ
ては、 J!l~災害表彰状を返還させるとともに前記通

i士別紙様式3により安全衛桁課へ報告すること。
④ 労災保険のメリ、ソト制の適用を受けている事業

場にあっては、 i且上正な保険料を徴収するた民の

処理を行うとともに前記通注目JI紙様式41こより労
災補償課へ半自白すること。

(2) 調査等の結果の説明又は報告
(む俣療機関からの情報又は被災労働者からの

申告による事業については、調査等の経過等を
U頭で説明すること。

なお、調杏結果については、企業の拠密に属

する事項、個人の名営、プライバシー等に属す

る事J買等が含まれているとと毛主るので、昭和 57

年2月 22 t I付け基発第128号「第=者からの立;

書開示等の要請に対する取扱について」にも留
J吉、し説明すること。

③ |記2の (2)により片へ報告した事案について

は、調査等の粘県を日JI添様式2により局へ報告

するとと。

4 俣療機関からの情報の窓H
医療雛閣からの情報の窓口は次のとおりとする

こと。

同労災補償課労災医療監祭官
署労災課長、第三課長又は労災主務の第
一課長

また、別添3［後尉］のとおり、広局lR労災指定病

院協会が、医療機関から労働基準監管者への情
報提供として別添3の別紙において様式を各医療

機関へ通知しているので、これにより首話又は

FAX等で提供されることとなったこと。

なお、当該様式については、同と協議済みであ
ること。

5 事実の未然防止

いわゆる労災かくし事業については、未然に防
止することが大切で～るため啓発用のポスターを作

成したので、窓U等に掲示しI,';J知を|うよ1(るとと。

な主主労災指定限療機関及びs'J係凶体にも掲示
)j依頼しているものであること。

別添3 平成6年 11月 15日付け医療機関の
長宛て広島県労災指定病院協会通知 r~ ,わゆ

る労災かくし事案の情報提供について」

いわゆる労災かくしの排除について、広島労働
長準局とも協議してきたととろでありますが、今後、

労災かくしと桁定される事案については、別紙様式
［情報提供書］により所轄の労働基準監管署(窓口

は、労災 jQ " l課長)えはjム島労働長準局(窓Uは、
労災医療担当官)へ情報提供すξことになりました
ので、二、理解とこ市立y力をお願いいたします。

該~事作"úが発生しました弘別紙情報提供占コ

ピ JI1の裏面に、所軒の労働基準監督署等(屯話-

FAX蕎片)記載してお1ますので、連絡先をご覧い

ただき、提供方よろしくお願いいたします。

なお、提供書は5枚あて同封しております。 111紙
がなくなった場合、別紙のコピー用の提供書により
コピーして提供してください。裏而に提供先を記載し

ておりますので、参考にしてください。

別添4田平成 12年 10月 19日付け

医療機関の長宛て事務連絡(広島労働局
労働基準部労災補償課長)rI労 災かくし』

防止用ポスター等の送付について」

労災補償行政の円滑な運営につきまして、平素

から多大なご支援、ご協力を脳り)早くお礼巾し上げ

ます。

さて、労災保険は労働者が業務上の事FIl又は通
勤により負傷、疾病等を被った場台に給付する制

度となっております。

しかし、明らかに業務上の事由又は通勤による
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都道府県労働局の「労災隠し」把握•処理状況と対策

負傷、疾病等を被っているにもかかわらず、健康保 
険等で治療を受けるいわゆる「労災かくし」が見受け 
られるところです。このようなことから、「労災かくし」 
の防止を呼びかけるポスターを作成しましたので、 
受付窓口等に掲示いただき、「労災かくし」の排除に 
ご協力をいただきますようお願いいたします。

なお、被災労働者等へのより適切なご指導をい 
ただくために、「被災労働者及び事業主の皆様へ」 
のパンフレット、(枚数に限りがありますので、コピー 
等により使用して下さい)様式5号(業務災害用)様 
式16号の3 (通勤災害用)の用紙も併せて送付いた 
しますので、「労災かくし」の排除にご活用いただきま

すようお願いいたします。
次に、去る9月に広島県医師会主催により実施 

されました、労災保険研修会において質問をお寄せ 
いただいておりましたので、「労災保険診療費算定 
基準Q&A」として、送付いたしますので、診療費算 
定の参考としていただきますようお願いいたします。

また、日頃診療費の算定をいただくなかで、請求 
内容の誤りの多いも［の］を中心に、「誤請求をして 
いませんか？」のパンフレットを作成いたしましたの 
で、今後の請求につきまして、正しく請求をいただき
ますよう、お願いいたします。

部内限 基監発第3号基徴発第3号 基安計発第1号 基労補発第1号 平成13年1月17日
都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長 都道府県労働局労働基準部長殿

厚生労働省労働基準局
労働保険 wbft 安全衛生部計画課長 労災補償部補償課長

いわゆる労災かくし事案に対す 
る対処状況の把握等について

いわゆる労災かくし事案への対応については、 
平成3年12月5日付け基発第687号「Iゝわゆる労 
災かくしの排除について」似下「687号通達」という。) 
により指示されているところであるが、近年労災か 
くし事案が増加してきていること等から、現在、本省 
において今後における労災かくし排除に係る対策 
をより実効あるものとするため検討を行っているとこ 
ろであり、この検討の参考とするため、都道府県労 
働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下 
「署」という。)におけるこれまでの対処の状況等を
42安全センター情報20〇3年1-2月号

把握する必要がある。
ついては、平成11年1月から平成12年12月まで 

の2年間において局及び署において対処した労災 
かくし事案について、別紙の調査票により、労働基 
準部監督課でとりまとめの上、平成13年2月2日(金) 
までに本省労働基準局監督課監督係まで送付 
(FAX可)願いたい。［別紙1は右頁に掲載］

別紙2 労災かくし対策について効果的 
と考えられる手法■措置等

(注)局及び署において、労災かくし事案の把握、措 
置等労災かくし対策に関して効果的で考えられる 
ものがある場合は、その内容について記載して 
下さい。

※以下は別紙2に対する各都道府県労働局の回 
答内容である。

【北海道局】
1. 労災かくしを行った場合には、処罰されることに 

ついて事業主、労働者等への周知徹底を図る。
2. 積極的に司法処理を行う。
3. 労災かくしに係る罰則を強化する。当局におい 

て、3年間に2回の労災かくしを行って、いずれも 
送検したが、報告義務違反には罰則しかなく、再 
犯加重の対象にならなかった事例があった。

4. 労災かくしは発注者等の工事発注停止等のペ 
ナルティー回避のために行うのが大多数であり、 
その要因を排除することにより労災かくしの減少



ぢ守江主力、くし高～～【ご G奇F": ~~ ~周室主c~莞

別$111

(1( 事 業 場名

(2) 業種 |日)建設業崎時関係|岳元議 岳下請(第 ん旬へ、J

いい“

(5)

そさ設の業発の注場機合、関

事業場の君働者数

(1) 公共工事 (a国 (0よる発注 b県による莞1主 c市町村による発注>

② 町留守工事

① 10人未満 。 10"-白人 (!) 30"-49人 ⑪ 50""99人以上 ③ 100人以上

(6) 企業全体a;労働者数 CD 1"' -49人 号) 50～白人 @1凹 ～299人 @ 300 --99S人 1$ 1 1. 000へ以cc

1 事業主呈に関すること

E 声雪己】

2 労!1~tJくし事穿等伝聞すること

{1)草案の内容

但)事実発覚の端緒

1;主) 1 主題葦旦盟重量_ , _ _ _ _ _ Q _ l l主連産ζ卓_;a霊」立いわφる盟主i立くし喜' A Iあ畳こと恩 
調葺寝自において、当事者から改めて事情聴叡等の謂査を行って記入する必要はないこと固未明お項目は余白等に不

明と記入すれi;足りるζと.

3 詰当あるものをO印を付すごと巳そに他寺町( )儲id:、その漂白等壱簡潔に記入すること.

間合ぜ先労働基準局監督課監督係(芳賀) TEL03-3595-3203 Fax田 3叩 l-6485
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を図ることは可能であると14l科する。よって、発注機関
等に対して砂労災均、くし排除に係る働きかけ等を行うこ

ととしてはどうか。

［青森局］①
労災カミくし防止用ポスター(カラー)を作成し、指定医療

機関等あて送付し、 I~J 知を|、4っている。

また、 lR医師会にも必l止量をi基｛, Jし、周知依頼をもって

対策に協力を求めている。

［青森局］②

((3行分塁塗り) )(建設業において、 7官1土場所をかくす行
為を想定して)

［青森局］③
・企業ぐるみでの労災カべしと認められた場合は費 111徴
収の対象とする。

-同上の場合、司法処分まで主らない場台も新開発表等

を実施する。

［青森局］④
建設業¢果険適用はノじ請が事業主となるが、その為、

下請労働者が被災した場合、下請事業主が「元請に迷惑

をかけたくなLりとして、事故を隠そうとする場合がある。
従って、ノし詰'r請の区別なく、労働者が直接所属する

事業主の保険適111とするよう労災保険法を改正。

［青森局］⑤
事業者(主)等への指導等も必要であるのはもちろん

であるが、一般労働者へ対し、広報等(新聞・雄誌広告

etc)を通じ広く意識向上を図ることが必要ではないかと思
料する。

［岩手局］
・労災カミくしを発見した場合

((3行分思塗り»

-労災かくしによる司法処分を行った場合の他の事業場

等の以響は大きいものがある。労災かくしが得策では
ないことを何らかの方法(マスコミ等を利用するなど)に

より周知・広報のうえ、認識・意識改革をもたらす必必

カ1あると思う。

［宮城局］

I 安全街中に関する各樋諦宵テキストの関係法令等

に「労働者死傷病報白義務」の条文を掲げる等によ
り具体的な千続き等を説明したテキストに改める(現

在の安全管理担当者をはじ記とする得種テキストを見

ても、労働者化傷病報白義務に関する内脅が省略さ

{
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E j伺: . jl,~l明日開祖師制明i此君主佐野即時二~J子園田園田園田

十h

同H

H

れている為)

2 建設業にあっては、発

注者が発する文 JH上事契

約書の約款、共通仕様書

等)にそ労働者先傷病半日白

ぷ務を掲載するようにする

こと(労災かくしのそのほと

んどが建設業である為)。

3 建設業(f_労災かくUこつ

いては、新たに発注者に対

する通報制度を確立する

とと。

4 悶係俣療機関に対し、

労働災告は酌らオる場合

には、労災保険の千続き

を行うよう指l草するととも

に、被災者や事業者がそ

の千続きに比、じない場台に

は、所轄署(丹しくは同)に

情報を提供させる(労災の

指定医療機関にもかかわ

らず、健康保険や国民健

成保険¢使用主干黙認してL、
る例がある為)。

5. ((2行分墨塗り»

6 全国足並みをそろえ、斉

一的に取組むととにより、

ー屑広効果が照寺できる。

«約l行分墨主主的

［秋田局］
送検後の充表とは別に、労

災カミくし事業場名を公表する

制度をつくること。

［福島局］
l 労働災告発生事実その

ものを隠蔽しているもの。

ω行分墨塗り))(いわき署)

2 位行分墨色主的(いわき

岩)

3. R:療機関に対する健康

保険誤用防止のた喧の啓

l
i
l
i
-
-

十I
l
l
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
!

111φ 

川什ハハハ
]

ハハ川一+

川
市
川

h:t~

川
川
川
リl
[

い
十
い 
i

«

磁
同
開
臨 
容g
探>
摩
同ほ制

G

酌
郁
容
探
摩
ほ

斗
慣G

議
制
時
節
刊
伯
雄

手紙医似帽徳川で清イ一
↑一盤一一義劇
的一専m
叫制g
厳
e

一 SJ

昔
M
製四話補

医
帽
で
イ

ト盤劇
ト専
制
厳 
1

“昔話

46 安全センタ情報2コ［)2年 1.2月号



充、指導強化をする。(会津署)

4 発注機関に対し、災自発生の事実だけをもっ
て指r,停止等を行う現行の千法の見直しとともに、

労災かくしを行ったた者に対するベナルテfーの

罰則化を要請する。(会津署)

5 医師会を利用する等、医療機関との連携を|刈

る(通報制度の碓ななど。), (喜多方署)

6 報道機関を活用して周知1を図る。(喜多)j署)
7 労災かくし事案について、ト話が「不利主主を被

らないように」とか「今後の受注に支障かでないよ

うに」とかの配慮をしたり、元請かろの指示があっ

て隠すのがほとんとであり、労災をI隠ユすとと以上

のイ不、司不利lリJ益を被るので剖が>心f
法処分のほか元請が矧tHらなカかミ勺つた場合でもi述皇凶

帝制lt e :とし、指名停止処分とする。 )にしないとなくなら

ないと以われる。(官|吋署)

［茨城局］

1 医僚機関との問で行われる協議会の届上、医

療機関側方、ら「俣療窓H及び診療行為の場にお

いて、明らかに労災ではないかと恩われる傷病

について、荘、傷病であると巾立てられるととがあ

るが、院自111の¥r:場では強く言えないことが多い。」

という情報がある。このことから、医療機関から

情報を得る三とが有効で主ると思われる。従って、

通報制度の符入も台め、 lR・地灰俣削I会、指定

医協会等と連携することを検討すべきである。

(( 1行分思塗り»

2 労災事故について、発桁状況、場所等を偽っ

て報白することに刑事責任があることを '1'小の下

請事業者が熟知していない場台が多い三とから、

特に下請事業者に対し、集出指導、パトロール

等あらゆる機会をとらえて、リーフレ、ソトの配付等

により労災かくしを防止する為のI~J知徹底を行う。

3 労働者死傷病報告の様式の欄外下部に、「虚

偽の報告は犯罪になりますJ(有)の注草書きを

記載する。

なお、この他に、「労災かくし事案の発十を抑

止する為、ロl法処分に付さない事案であっても事

業場名を公表する。」等の怠見もあった。

［栃木局］

L ((5行分墨主主的

ユ 建設業に手ヨいて労災かくしを行うλきなl止囚と

しては、労働災当を発生させるとその後の公共工

事の受れに影響が汝ぶととが挙げられる。との

ため、公共一仁事受注参加資格者杏の基準として

労働災当を発生させたという結以のほかに、その

発生状況、原凶等を加味した総台的な詐価暴準

を構築すξ二とで、評伺のウエートが大きい労働

災当粘米を相対的に低くすることが必要であり、

建設行政機関との情報交換等の場において、こ

れらの意見を伝えていくことが必'～である。

3 労災かくしの事案とそ江テ守メリット(医療費負担、

刑事罰など)を建設業協会会H事業場等の集団

指導等で説明して当該事案発十防止のための作

蒙を図る )jで、安易な社会保険による診療等

がないように医原機関に対する労災保険制度の

周知、徹底を図ることが必 l比である。

4 病院・医院、柔道整復師等と江育報ネットワ

ケイじをい1(り、局・岩に情報を集約できるようにして

早期の事案把握をすることが必民である。

［群馬局］
1. r労災かくし防止キャンペーン」の実施

期 IUJを定めて全圃的に「労災かくし|坊止キャン

ベーン」を実施する。

キャンペーンの具体的内容としては、次のよう

な事羽が考えられる。

-労災かくし防止のためのポスターの掲示、リー

フレットの四日付

・新聞報道等マスコミによる報道

.集阿指導、説明会における指導

Z 建設上事発れ者に対する要詰

建設て事発注者に対して次の事羽を弘!請する0

.元請業者が労災かベし防止措置を講ずるよ労回

導するとと。

・労災かくし事案が発恒した場合であって、元請

業者に問題が認められる場合には、厳重な処

分を行うこと。

［埼玉局］

特になし。

［千葉局］

I 公共一仁事の場合、充注者にも事故対策書、|可

種災当防止対策書を提出させる。
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ユ 院自11会と連携し、医療機関から情報を受ける

ことなどにより、労災患者の治療を社会保険でfT

うととを排除する。

3 現行の事業場における安全衛や活動におい

て、「災当ゼロ」を目ざすあまり、第 線管理者及

び労働者の問で「事故を起とすと会社に迷惑を

かける」、「自分の勤務成績に影響する」とLり考

えがあり、災当が発生しても会社に報山しない例

があると思う。したがって今後の昨督指導、集団

指導において、「災需発乍時にはすみやかに会

社に報山すること」及び「監官署に化傷病報告を

提附すること」をμl知徹底する。

［東京局］①

l 件数
調査期間である平成 11年l月から平成 12年

12 月末までの期|自lに東氏片でJ巴握した労災か

くし事案は 15 件である。

乙のうち、 14 件が建設業であり、その内訳は 

|木一仁事業が7{ ' 1 、建築一仁事業が6判、その他

の工事業がl件である。残るl件は陸上貨物取

扱業におけるフォークリフトの加資特運転に係

る事故である。

また、建設業 14 件 '1'9件が公共機関発注工

事である。

2 事案の内容

労災均、くし事案の内存としては、 15件 '1'9件が

部幹僻怠、 6件が庶偽報告である。

3 企業規模は 15 {'I中 12'11竹149 人以下である。

4 . $案発覚の端緒は、 3分のlが事業主からの

申し立て、 3分のlが被災者かFの巾し立てであ

り、労使が双方L追ったんは労災かくしをもくろんで

はみたも¢の、経済的に負担感が強くなり、 Rら

が巾し立てる結果となっているものと推認される。

その他3分の1の中は第=者カ沿の情報、監督

指導等での確認に基づくものである。

5. ((1行分思塗り»

なお、労災保険の|門|収等について、処理、検

討 '1'が3件である。

［東京局］②

1 労災給付請求書の内容を充分にチェッケする

こと。

ヱ 労災かくしの送検事案を新開発表すること。

3 人親)j特別加人者の労災請求事案につい

て、常用えは日雇労働者と疑われる宅のを充分

調杏すること。

4 . ((2行分墨主主的
［東京局］③
5 全一仁期無災需表彰制度について無災需を山

件することを改め、災告発生事業坊についても

度数本等その他の指標により友杉の対象とする。

6 療養の給 {.J請求書について、事業主が補償

した又は事業主・ 人親)jであった等の理向に

より、後口、取下げが行われるケースがあるが、

11 1(下げの事山について精杏を行う。

また、事業主が労基法の規定により療養補償

や4日U以降の休業補償を行い、労災保院給付

の手続を行わない収扱いが認められているが、

労働保険泊用事業坊については労災保険子続

を義務づけるとととする。

7 ごく軒微な事案であってを、積極的な司法処分

を行い警鐘を間らすとともに、発注者に対して災

害件数のみによる機械的な施L業斉の選別・排

除を行わないよう必請を強める。

良 化傷病報告を提出すべき所轄監管署につい

て見解が明確でないケースモ主J(例有期事業

に係る加一仁事業を行っている下小犀について、

イj期事業の所配地、下小屋、事務所の所在地な

のか等)、明催な民権を作成し、事業者に川知を

行うととモに、ヂ報告を明確・迅速にJ巴握できるよ

うシステムの改訂(現住のところ、他署提出済み

や特別加入者等も含まれてしまう。)を行う。

［神奈川局］
1 労災窓口での労働者カミらの相談が契機となる

ことが多いため、労災課の窓、 U業務と耽管業務

との協 )J 体制Jが必'~となる。この場合、十分な連

携のため労災課若子職員への研修も要するo

Z 事業主のみならず労働者側にも治療費等の

補償さえなされれば艮しとする意識がある。補償

がなされている場合でも労働者必傷病報告が必

要である旨の、より積械的、効呆的な広報を要す

ると思料する。

3 . ((4行分墨主主的
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［新潟局］
l 故惹に労働者兆傷病報告を提出しない労災か

くし事案に対するもの

(1)消防機関かう、救急車の出動で労働災需と141

われるものについてはその都!主連絡をもらう体

制を格備する。

(2) ((2行分墨塗り»

(3) 建設業許可業者の同事案に対する発注機関
の処分を、より厳しいものとするよう要話する。

また、|司事案を司法処分とした場合、その実効
行為者のほとんどがポ端下請業者であり、元請

業斉については通報制度の対象とならないとと

から、元請7走者に対しても処分可能な通報制度

に改める。
(4)位行分思塗り»

(5)各医療機関に対し、診療に当たっては労働災

当か否かf確認を十分行うよう要請するとともに、

受付25日に、例えば「労働災害には社会保険は

使 JIJできません。災需の内容を偽って社会保険

を使用した場合は処罰されξことがあります。 」な
どの掲示を依頼する。

(6)新規学卒予定者に対し労災保険制度に閃す
る教育を行う。

2. r.需｛為の内容を記した労働者死傷病報許提f十!に

対するもの

(1) ((3行分墨主主的
(2) 位行分思塗り»

(3) 労働者死傷病報告、休業補償請求書の様式

に、被災者本人の詔載内存確認欄を設けるo

(4)労働者死傷病報告用紙に、「偽りの内容を本

報告に記載した場合は、処制されることがありま

す。」等の警白文を印字する。

［富山局］
1 俣療機関、特に救急医療機関でをまる労災指

定医療機関に対して、労災保険指定医療機関の
指定契約に県づ、く行政への協力事項としての斡

督署への通報ιしくは相談を周知徹氏するととも

に、院内窓口へのポスター掲示等を徹底する。
(医師会等でも、とうした労災隠し等犯罪がらみの

患者が搬送・来院した場合に対して警告4・監督署
等へどのように情報提供したらよL功¥医師法に

よる守使、義務との持ね合いで医削が悩んでいる

との問題があり、通報しなければならない等の法
的な取り扱L 斗まないかとの相談があり、～者では、

療養担当規定や刑法、俣自iI' i ; I ;に基つく守使、義務
の範囲等に基づき説明したところ、理解を得た。
療養Jロヨ規定は各医療機関に配布してよをるモの

の、俣療機関側の寸、知、認識不足が大きい実態

が認められる。)
また、祈規の労災指定医原機関の指定時に、

事業主から労災隠し等の中し出があった場合の
対応の仕 )j 、医療機関の刑事責任の発生のお
それ、指定契約の取消しのロJ能性、 J吉、者への迅

速適正な補償給利の問題等についても、療養担

当規定等に基づき病院経営者等に十分説明、
用解を得る等の医僚機関への指導が有効と思わ

れる。

2 特に、建設業において、指名停止処分(経営

者側の問題)、労災保険のメリ、ソト制による還付

金への影響や事故充桁に伴なう社内処分への

おそれ(羽場責任者の問題)、現場が山先のため
ノじ説けと下請けの謀議が安易に 17われやすい

環境にある、現場の安全管理や被災者への補

償等に係る下請け事業者の元請けに対する過

度の依存志識等及び、ノじ話けの志向に従わな

い場合元請けカら仕事がもらえなくなる(下請け

事業者の問題)等が複合して、主として元請け事
業斉側の都台による労災隠し事案の発生に主ら

しめる|壌を形成しているとJLLわれる。

このため、北傷病報告等下請け事業者に対し
て直後昨督岩に初得義務を課しているものにつ

いても元請けの特別規制に加えることが、労災

隠し防止上イl効ではないか。

［石川局］

I 労災かくし防止のた詑の手法ついてシステム利
用によるもの

労災保険の請求占が提I中!さ才L給付を受けてい

るが死傷病報告書を提出してLほい場合につLミ

て、システムの情報を突合することにより未提山
事業場を担保し、提!引を督促する。具体的には、

①現在も行われ守口渇休業補償請求|時にメッセー

ジ(死傷病報告書未提出)を山力すそ場合に継続
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一括の被一括岳号ごとに出力されているが整理

番片ごとにするよう改 /J)る。②人院を伴うレセブト 

I引力時にメッセージ(死傷病報告』未提出)を, ' 1 " ,
)Jする、③障害補償請求書入 )JI時にメ、ソセージ

を(死傷病報告書未提出)出力することがあげら
れる。

2 労災カベし防止のた虻の手法(医師に対して報

山義務等を課す)と対策
( 1 )医師が労災かくしを知りながらそれに加相した

場合は、(む司法処分で、 JJU担した院削にを積極
的に教唆・討助の適用を考える。②労災指定医

の指定の取消をf了そという原則を降立し、医師及

びpi( !lli会に対しく1) ③の内容を記したチラシの配

布及びマスコミにP Rすることにより抑止する。

(2)労災かくしが発覚した場台に、事実関係を明ら

かにするため労災請求の有無に係わらず院削

に対して必要な事項を報告させる義務を課す。

3 社会保険務土に対する指導
( 1 )労災かくUこ社会保険労務-t:が関与する場合

があるが、こういう悪他社会保険労務上にたい
しては資絡の抹消、資絡の停止を行う。

(2)社会保険労-t:会に対する指専を行う。

4 建設業に字三時ナる労災かくし防止のた陀の子法

( 1 )建設業の場台に、建設現場で隠してしまは支

庖や本底に事案が|がらない場合が多い。その

ため、労災かくし1;1発覚した場合に、本社から代
表取締役(代表権を持ったJ口3の取締役)を呼び

出し直接足正勧告書を交利する。

(2)建設業における下請の労災かくしの原閃は、
災害を起とすとノし請から今後の受注を受けられ

ないことを恐れ隠す場合がほとんどでまるので、

イJ期事業における労働保険関係を下請を含む
各事業者毎に成立させる。

5 算定基礎調杏に際し労災の請求のない長期

休業者を把握し、私病なのかどうか確認するとと

もに会副帳簿で治療費や休業手ヨ等の支払が
ないか確認する。

［福井局］①
1. Jム和活動の上夫

労災力、くし防止について、以下のような広報活

動を徹底することにより、労使双) jに周知する。

全圃ネ、ソNこよるテレビ・ラジオ・新聞への広
n 
コ仁

,~) アドパJL一ン・電車のJよfヰ(桓)1局において

は路面唱卓)

③ lR署長
④週間・旬聞の設定

⑤悶係凶体及び地方自治体の機s'J紙、広報

誌への掲載
⑥医僚機関等への啓発用ポスタ一段びLーフ

レットの配布

⑦ ロl訟処分実績数il責等の公開により啓発す
る。

⑧労災かくし 110岳の設肯

ユ 医療機閣等との連携
労災保険以外での保険使用につき、医療機関

制的、らの協)j(通報他)が必必である。医療機関

が労災かくしに積極的に関日する等については、

場台によっては健康保険医・労災指定医の取消
も考えては上追いのではないか。

［福井局］②
3 公共L事発注機関にねする業者計イ曲システム

の改正

公共工事発注機関に才五ナる業者評価システム
を加算方式とし、安全衛生刊での詐｛曲i頁Uに、災

需の発ぺての有無のみだけでなくH常の努力度も

以映させる。(各関係省庁に働きかける)
4 災害発生状況の定期利件

労働安全衛乍法の特別規制において、元諸

事業者による円々の災当発生のイl無、程度の確
認と報件実施への関与をぷ務づける。(罰則付)

5 労災保険料のI巨額

関日を問わず、労_ 5 ) くかくしがあった工事の元請
事業者について、一定期間労災保険料をUPさ

せる等のペナルティーを科す。

［長野局］

1 啓発対策
-労災かくし防止月 IUJを設ける等、全国 斉に周

知、広報を行うとともに、ロl法処分を行った労災
かくし事案については、積械的に広報する三とと

する。

-集問指導の際、労災カミくしが発覚した場合のデメ
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1) 、ソト(司法処分、被災労働者からのゆすり行為

等について事業者に対し説明を行うこととし、その

ためのパンフレットを作成する。

2 周辺対策

・建設業においては、労災件数が地 )j公共同休の

資特審査に影響するととを恐れる気持ちが強く労

災かくLの動機むなっていることから、充J土lf並河に

対して、労災事故の発生件数だけでなく、安全管

開体制や安全対策等総合的に詐価を行うように

叫請する。

-医師会、医療機関に対し適正な保険を使うよう

要請を徹底するとともに、負傷の原因に疑わし

いところがあるものについては、監督署に連絡

するよう協力依頼を行う。

-救急車州動時の消防岩古川3航督者への連絡を

確実な主のとするため、協 )JWJ係をー屑徹底す

る。

3 制度而からの対策

-労災かくし発覚f主計二労災給付を行う場合に、労災

ァ伝子続事業場については、費用徴収を必ず行う

とともに、メI J yト制の適用を受けている事業場に

ついては、還付金の Inl収、追徴等を確実に行う。

.現在の費用徴収制度に、故;震に労災かくしを行っ

た場台を追加する。

また、故意に労災かくしを行った事業場につい

て、メリット制の保険料率をアッフoさせる。

［岐阜局］

1 建設業の下請事業場が発桁させた労働災需

に係る化傷病報白の提出に闘し、元請に対して

も何らかの措置義務を負わせること及び死傷病

報告の提出義務違反に対する剖則強化につい

ての法令改在を行うo

2 労災カくしの違法性を強調した結械的制よ干t活
動を実施する。

3 労災かくしが発覚した場合、現在のメリット制に

よる保険料の増加より大きな増加額となるように

当該制度を見直す。(所得隠しの場合の重加算

税と同じ趣旨)

4 医僚機関から、労働災害であるにもかかわら

ず労災保険以外で受診していると以われる患者

に関する情報提供及び通報休制を確立するため、

本昔、か主H 本俣削I会に対して'~請を行うとともlこ、

医療機関に対レオ災保険制度についての認識

と問解を深みとるた民の川知啓発活動を実地する。

［静岡局］
1 マスコミを通じて、労災隠、しは犯罪であることを

大きく報道してもらうべきであり、そのための努力

をすべきである。

ヱ 病院診療所におけるポスター等の掲示によ

る I~J 知。

［三重局］
1 労災指定医療機関等と連携を図り、和J診時に、

労災事案の有無についての倖認等を徹底する

こととする。

ヱ 干十会保険事務所との連携を強化することとす

る。

3 医自 111等俣療機関関係者に対し、労災かくしの

疑いのある事案を把握した場合に、直ちに関係

労働労働長準耽習場に通報する体制を設ける

こととする。

4 下請事業坊での労災かくしを防止するため、元

方事業者に対して、労災事故発生の倖認の徹底

と、災需を碓認した場合の当該下請事業場への

指導の徹底について圏ることとする。

5 特定ノじ方事業については、関係請負人の労

働災需に係る労働者死傷病報告の報告義務者

を、元)j事業者との連名にすることとする。

6 事業者に対する「間勤簿」の作成等について

指専を行うこととする。

7 悪質な案件である労災かくしについては、労災

保険料の費用徴収の対象とする体制の整備を|刈

ることとする。

乱 その他、 II .!1丁の集同指導等において、労災か

くし事案の防止を|、斗るため、は己の対策を講ずる。

(1)労災かくし防止について広報を行う。

テレビ、新聞、年度更新時の広報用パンフレッ

ト封入によるJム械の実施

各種凶体に対する集凶指存|時に周知

労災指定岡療機関等の窓口に労災均くし防止

についてのパンフレッ卜等の設置

(2)当殺事故が公共一仁事である場合には、発注者

に対しても、今後の再発防止に向けた指導の徹
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民を止!l請する。

［滋賀局］
1 労災tD.~~県との併な連絡体制の確立と、事案

に対する処理の連撹。

2 医療機関からの泊報制度の確立。

過去の事案において、医僚機関か手の↑古和に

より充覚した毛のがあり、不自然な負傷等女王者|

災当の疑いがあるものを通報する制度を設ける。

3 法の整備

労災かくしを犯罪行為と明確にする。

4 建設業におけるペナルティーの拡大と泊報制

度の創設

公共一仁事発注に伴う経岳者杏において、災常

発生事業者に対して 定のペナルティが日えら

れているが、労災かくしを行なった事業者に対し

て-～のペナルテ fを課す。

また、労災かくしについて労働行政か公共発注

機関に対する通知制度を設ける。

［京都局］

l 社会保険事務所と監督署との相互通報制度

汝ぴ定期的協議会を侍立する。

2 建設業法第2 7条の 23に基づく公共一仁事の請

負に係、る経営事項審金の項目及び基準につい

ては、ーじ事の安全成績の点数に、災害発生件数

も考慮することとなっているため、これが労災か

くしにつながることも考えられることから、災告発

生件数を要素とせず、例えば安全衛生管理体制

等を炭素とするよう建設省に必読してはどうか。

3 労災保険の適正な適用等について事業主、医

療機関等に川知、!ム却をい1(る。

4 無災宵表彰制度を見直す。

5 労災かくしを友こなった事業者に対すξ指導の

強化及び罰則の強化。

［大阪局］
1. $案の把握に関する子訟

( 1 )医療機関、救怠隊及び警察との連携を附こし、

連絡体制を確¥ r .すること。

(2)書類のチ工、ソケ及び謝金を行うこと。

イ位行分思塗り»

ロ療養給利のみを受けている事案

(( 11丁分墨主主的

2. H li i貴
(1) 把握した事案については、必要に応じ請l金、監

督及び医療機関への照会等を行川厳止な措置

を講じること(第一義的には司法処分)。

(2)行政の事業場に対する指導・啓発を強化する。

(3)労災かくしが発覚した場台、労災のデメリット

(料率の太l幅アッフ。等)を受けるような対策を検

討する。

(4) 安全の力l~ 災害表彰制度の見直しを行う。

(表彰を受けたいために労災かくしを行っていた事

例が多いため。)

3. Iム刊日

(1)医療機関、閃係労使凶体、社会保険労務一上会

などに広報をfTう。

(2)ホームページを利用してJよ却すると同時に、相

談及び情報提供等に［お］lミて労災かくしの以H
を設ける。

［兵庫局］
1 虚偽報告について

(1)ω 行分墨主主的
(2) ((5行分出塗り»

(3)犯行分塁塗り»

ユ 不報山について

(1)健康保険適用に係るものについては、社会保

険)Tとの連絡体制を確¥r.し、疑わしい主のについ

ては、通報を受けることとする。

(2)犯行分出塗り»

3 広報・内発の実施

医療機関に対する啓発に勿めるとともに、事

業者に対しては集団指導時に啓発指導を実施す

る。

な字i悪質なものは、送検して新開発表を五施

する。

［奈良局］
1 業務上外の調査等労災主務課が実施する各

種調査に、肝江督'白'が同属、または同行するとと。

(理山)

事業主、被災者等は労災保険給付を受けたい

がため、～～空各種調査に協力的であるととが多

いが、監督官のみの場合だと、事業主側がィ、利

益を被る恐れがあξということで、災告発生状況
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等の過少中告や真実を隠蔽する可能刊が少な

からず考えられる。
よって、傷病の状態、 t台僚経過と災害発生状

況等との囚果関係に明るい労災担当者と労働安
全衛生法に明るい監官官とが同時に、それぞれ

の専門分野カもの視点で調査するととにより、そ

れぞれの調杏結果に対する佃釆効果も期待で

きる。

乙の千j去を結械的に、定期的かつ百|画的に

収ることにより、管内各事業主に対するP R効果

が期待でき、労災かくしの未然防止対策になると

考える。

ユ 労災カベしの場合における労働保険事務組合

及び委託事業主の責任(川罰、共犯等)につい
て、同組台に対するI~J知及び〕歯止な報告の指導

(理山)

程度の差はある毛¢の、労働保険事務組合が

労働者死傷病制作及び労災保険給付請求』に
委託事業主の中古てどあ旬の内容の災需発桁状

況等を詔載し、その後、委託事業主は事務組合
から送付されたとれらの』類に岩名または記ず1

押印するだけで|司組合に返送し、|司組合から労

働基準監督署に提出されることが見受ゆ苅る。

ヱオ iらのことにより、一般的には労働者死傷病報

告について、委託事業主は、労災保険給付請求

に係る書類と認識することが多く、早く'ii災保険
給付を受けさせたいがため、 3該内容を|分確

認すξことなく|可組合に返送し、|可組合も当該内

存を十分確認しないまま労働基準監醤署に提山
してヰ却、委託事業主が3該報告に関し、同事務

組合任かせとなっている!惑が何われる。

これは労働保険事務組合及び委託事業主の
労働斉死傷病報併に関する報告遅滞及び庶偽
報告に対する罪の意識、刑 ～'Iiの認識が高くはな

く、また、事業主の責任において提出すべきもの

との認識に欠けるととが多いためと思われる。

そのため、事業のうた績が伐迷する事業主のな

かには、業務外の事FIlによる労働者の負傷を業
務上の事由による負傷とする等災害発生状況等

を偽1)0::モのとし、労災保険給付にて当該治療費

等を目白う等不正受給を企てる tiもいξと思われる。

よって、労働保険事務組合に対する労働保険年

度更新子続き説明会等の際に労災主務課と合
同で、定期的かつ百|面的に、それぞれの観点か

ら労災かくしの場合における労働事務保険組

合及び委託事業主の責任(刑罰、共犯関係等)
についての)~J知及び労働者死傷病報告等の適

正な報告を指蒋すξことにより、 |司組合及び委託

事業主双山への注意を喚起することができ、労
災かくしの未然防止に効呆的であると考える。

3 労災かくしに関与した事業場については、原則

としてロl法処分をfTうとともに、ロl法処分をfTった
場台は、!ム却を結械的に行うとと。

4 労災保険法の費 )11徴収制度を労災かくし事案

に対しても適用を拡充し、適用した場合は、広報
を行うとと。

［鳥取局］
1. ((2行分墨主主的
Z 死傷病報汗の提問者をノじ請との連名にし、

労災かくしが行なわれた場合には、元請にも直接

責任が及ぶように改疋すると共に、給付請求書
との格合性等の確認を行なう。

3 建設業者へ労災かくし防止に関する対策を樹
立するよう指導するとともに、発注機関に対して

も指導を要請する。

4 建設行政機団との通報制度の対象とする。

5 労災かくしを行なった事業場及び元請事業場
に対して、メ 1) 、ソト制のフcラス増加をl上みとる、算定

基礎調査の対象とする、事業場名の公表する等

の市JI裁を設ける。
6 労働者へ労災保険制度の川知を行う。

7 労災指定I'k療機関等にポスター等を掲不する。

［岡山局］①
l 建設業にあっては、公共上事の指?,停止艮準

や経営者査における点数が、労災隠しと密接に
閣速している。

まず、指r,停止県市が公開されていない白治

体が多く、また指名停止基準の運 )IJについて、発

注機閣の裁量に委ねられているという現状下で、

建設業者は、軽度の労災でi l ' > : hiま隠した方が良
いという動機にかられやすくなっている。

次に、経営審金において、労災の発生件数が
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入札参加の資格の点数を大きくた右することが

あるため、軽度の労災であれば隠そうという動機
にかられやすい。経常審査は、災害の発生原凶

(使JIJ者責れの有無等)には全く触れない記載方
法となっているため、単に労災の件数により減点
される 11組みとなっている。

指名停止基準ならびに経営者否の現状をfE
握し、労災隠し防止子法を検討することが、建設
業の労災隠し防止を進める上で効果的であると

考えられる。

［岡山局］②
労災かどうかは、災害発生直後に治療を受ける

医療機関では、明らかであるので、医師会等を通じ、

医療機閣の協力をj号、労災子続を取るよう窓口で
の説明を強化してもらうととが、入U段階で芽をつ

むことになり、有効であると以料する。(広島局にお

いて実施例あり)

［岡山局］③
1 俗行分墨塗W
2 . ((41丁分墨主主的
［広島局］

1 当局においては、平成3年 12月5t 1付け基発

第 687勾及び平成3年 12月5F1付基監発第 52

号を受け、平成3年 12月 19口付け)ム長発第 895
号「いわゆる労災かくしの排除について」等(別

i.B 1及び別添2)をもって厳王な日l訟処分を1' '心
に対処しているカL平成6年、広島県労災指定病

院協会との協議等を踏まえ、 11月 14t1 1.Jけ事務

連絡「いわゆる労災かくし事案処理要領につい

てJ(別 i*'3)をもって医療機関かうの情報メは被
災労働者からの中告等により事案を把握した場

合の只休的処理要領を定め、医療機関からの情
報等に対し組織的に対比、するよう体制の整備等

を行った。
さらに、平成12年 10月 19円、労災保険の適正

運用を呼びかけるパンフレ、ソ卜、労災話求J H様
式5号、様式 16号の3)を労災カくし防止 JIJポス

ターとともに労災指定医療機閣に送付し、新間報
道においても取上げられている(別添 4［2000 年

12月 17 tI {.Jけ毎H新聞λ阪本社版］ ) 。
なお、労災かくいさ闘し、平成11年に3件(うち

H Iは凶作に把握した事案)、、ド成 12年に4刊を

送致し、現在3件を捜査1' 'である。

2 さらに、次のような指導、啓発等を行うごとが有

効であξと考える。

(1)労災かくし事案の事例及びその措置状況につ
いて、集団指導等でμI知する。

(2)労災保険のメリット制に閃し、制度本来の趣旨

を誤解し、労働災当を発生させた場合に保険料
率が上がるとの認識を示している事業主が散見

されξ二とカ治、制度の正しい理解を得るよう周知・

徹底する。

(3)建設業及び造船業においては、労働災害を発

桁させたた者を、 律に排除する似 101にあり、発

注機関、元請事業者等に対し、業者の選定をfT

うに際してその発生原凶、法違反の有JH~等を総

合的に創的するべきであり、労働災害を発やさせ

たことのみをもって業者を発注の対象カも律に

排除しないよう、例えば、建設ーじ事発注機関連絡
会議等の場においてl必読する。

(4)製造業に主ういて、障告が残る程度の災当であ

るにもかかわらず、 W,勤させ、死傷病税特の提

出義務を免れる事例が認砂うれることかう、死傷

病報白に加え、障当補償給付請求書等をを考慮

して災害時取習を実施する。

(5) ((3行分塁塗り»

(6)障百補償給付文給請求書(以下「陪告請求書」
という。)の受聞に際し、医師による診断(初診時

の自訴、災需発十状況等)との整合nの確認を

行う。また、療養及び休業給付の請求がなく障主
語求占が提Hiされたものについては調査を励行

する。

［山口局］
労災かくしに関するビデオ(内容は、労災かくしは

社会的に許されないことであり、被災者はもちろん、

事業主にとって毛皮とで大きな弊吉となξことがよく

わかるもの)を作製し、集団指導の場で活用すると

と。
(FF［l同)

他局の事例ではあるが、平成3年にN H Kが朝の
ニュースのコーナーで労災かくLをほり|げ、その手

口、動機、それによって生じる弊当、本省労働基準
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局監管課長のコメントに代表される行政の厳しLミ姿

勢が欣送されたか、当時その放送を収録したビデオ
を、建設業者を対象とした集団指導の場で見せたと

ころ、労災かくしが社会的に許されないことであるこ

とについて、大きな!メ響があったため。

［徳島局］

1. r労災かくしをすると、次のような長代を負うこと

になります。」等の内脅を含んだりーフレットの作
成を行い、労災保険年度更祈関連用紙送付の

際にリーフレッ卜を|司封するなどにより幅広く周知

を行なう。

2 関係行政機関、関係災防団体広報誌なとを通

じて労災かくし事例の手法などを周知し、これらを

併せて発注者にも配布し、発注者への協力要請
を行なう。

3 企画宅の総合労働佃談窓刊において、「労災

かくしに関する情報相談」を受けているというこ

とを窓日に明示するなど労災かくしに関する情却

を幅広く収集する。

4 労災かくしをfTなった事業者に対して.労働保
険料を割増にするなどのベナルテfーを課す。

5 公共一仁事を行なう佳設業者等について、充注

者への通報制度を設ける。

6 医H市会と連携し、医僚機関において労災かくし

事案を把握した場合は、直ちに労働局、労基署

へ報告するよう協力を求める。

［愛媛局］
1 労災かくし事業の把握について

(1)指定医療機閣との連携により通報制度を確

立し、初診時の問診等で労災と判断されるのに、

健康保険の利JIJや白山診療を求めた事案につ

いて、労働局、労働基準監皆誓へ通報してもら
い、調査の端緒とする。

(2 ) ((4行分墨塗り»
ユ 労災かくし防止対策について

( 1 )発覚時の厳止処分やマスコミへの発表、罰則

強化等が効果的と考えられるが、政当事案が相

次いだ場合等には閣係業界の集同指導等の際

にJム初チラシを配布したり、業界紙(誌)等に啓
光記事を掲載する等あらゆξ機会を通じて注意

を喚起する。

(広報チラシはりJI添l［松山署］、業界紙記事は別

i;s 2［建逝新聞愛媛版］、行政広報紙諸事は別添
3［愛媛労働長準］)

(2)以前、指定俣療機関に労災かくし防止の作発

ポスタの掲示を依頼したことがあるが、今後も

定期的に同趣旨のポスターを作成し、医療機関

の受診窓円に拘刀てを依頼する。

［高知局］
l 情報の担保

( 1 )第3者か巳の労災のかくしに係る背情・相談の

把握
(2) (( 1行分出塗り»
(3) ((3行分塁塗り»

(4)災告時監官等臨検監官時における情報把握
(5)関係医療機関に対する照会・指導等の連携

(6)消防救急出動機関に対する照会

(7) (( 1行分墨主主的

Z 千J去と措置

(1)労働保険と健康保険の違いの周知等、適正給

付に対する指導及び広報
(2)司法処分とその広報

(3)建設うたの場合、発注者等への通報

(4)関係同体に対する文書要請

3 情志事頃
|記拍聞を講じるに当たっては同署及ひ、名課

との連携を密に図るものとする。

［福岡局］

I 公共一仁事において発注者からのペナルティを

恐れるあまり労災かくしが多発してL氾ことから、

発れ機関とのパトロール、発it機関連絡会議等

の場を通じ各充注機関に対対しても労災かくしの

排除について協力を求める。
Z 建設業については、発注機関の労災防止l二

対する意識をあげてもらうとともに、各充注機関

に公共工事受注には建設業労働災当防止協会
への加入を義務付けとしてもらう。

建設業労働災需防止協会へ加入していれ

ば、
建災防を通じてより多くの情報を提供でき、

行政指導の浸透も格段にJilす。

労災防止に対する様々な指導を可能とな
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り、また建災防との合|司パトロール等を通じて、

労働災自のj成少及び労災かくしの排除にもつ
ながる。

3 労災かくし事案に対する  Hli世については事案
の悪質さの解釈により必ずしも対応が統今され

ていない而もあるため、局岩において統一的な

基準«半行分墨塗仰を設ける。

4 労災補償等の申請時における窓口指導を徹
底する。

5. ((1行分墨塗り»
6 医療機関との通報制度を確立する。

7 消防機関(救怠車問動要請)かうの情報提供
制度を碓守:する。

［佐賀局 1
3殺事犬、を担保した建設行政機関等事業所管行

政機関は、当校企業に対して営業停止、反則金等

厳しい措置を課すること。

之江措置を前提として、出行政機関かう関係行政
機関に対して通報することとし、この収り扱いを対外

的に広く周知すること。
［長崎局］

1 労働者、一般国民に対する広報

労働者等に、労災保険の内平号、請求) j法、 「労

災事政で健康保険を使用するのは違法である」

ことを周知することによって労災カベしを防止する。

(最低賃金と同様の子法をとる。)
2 都道府県医師会、市医師会等との連携

労災指定医療機関にたいし局長、院削会長連

名の文書を交付し、;芭を促すとともに、情報提供
を求める。

事前に、院自 IIJ会の労災指定医部会等に説明
し、協力依頼する。

3 都道府県社会保険事務局等との連携

⑨健康保険等の支払いにあたり疑義のある事案

について、社会保険事務局において被災者、事

業主等に調査を行い、労災かくしが疑われる事

案について情報の提供を受ける。

③上記①が困難な場合、労災かくしが疑われる
事案について情刊の提供を受け労働局が調査
を行う。

なき支払基金におけるレセプトの審金において疑

義の認められる事案について、情報提供をボ

める。
4 事業主にたいし、あらゆる集団指導等をつうじ

指導徹底する。

(( 1行分墨主主的
公共」二事指名業者については、事案が悪質

であれば指名の収凶行しを必請する。

5 労災かくしについて、元請事業者を簡単に送
致できるよう、特別規制のなかに条文を設ける。

［熊本局］
①労災保険未加人(下請のみ)の場合やパート・

アルバイトの災害には労災保険制度を利用でき

ないと誤解されている出があることから、事業主

が労災保険制度に対するiT確な知識を持つこと
が一つの重要な対策と考えられる。また、卜請事

業者に対して、請負事業の 括、つまり元請負人

¢みを事業主とみなす宵の規定を年度更新等あ
らゆる機会をとらえて)~J知することb必要で主る。

必労働者死傷病報告の提出義務の周知徹底を

図る。

［鹿児島局］
1 労災保険法を改正して、労災力、くUこ対しては

費用徴収を可能とし、また、保険料率を 定期間
向くする。

2 公共一仁事充注者の安全員平伺制度の中で、労

災かくしに対して厳しく対応してもらう。
3 本省補償課耽修の「亡とめでわかる労災保険
給 {.Jの実務」等の書籍にモ死傷病報告所等にふ

れ、様式ものせ、周知等を圏る。
4 医僚機関より、治綬費の支払い状況が明らか

にノト正なモの(K保険¢吏 )IJ)及び保険適)IJ正し

くなかったものについて情報提供をしてもらう。

［沖縄局］
管軒内の警祭、消防との連携を図り、情報交換

ができうる環境整備を行う。また、医師会に対しても

協力を要請する。

集団指蒋等(とくに佳設関係)にuおいて労災カベし

に対する行政の対応(ロl法処分モあり得る胃)を説
明し、 i歯止な労災手続きの)~J 知を|刈る。

［山梨局］
«記載切なし»
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連載第18回

生産担う女性と男性役員の軋鑠
塩沢美代子

はじめに
昨秋は、10月に韓国民主化運動記念事業 

会のお招きにより、ソウル、馬山、釜山、光州 
を旅し、11月には、CAW (アジア女子労働者 
委員会)設立25周年の催しがあって、タイのバ 
ンコックを訪れた。いずれも感動100%.疲労 
度も100%という感じで、本稿も休ませていた 
だいた。

この二つの招待旅行は、ともに私が、1970 
年代半ばから80年代前半に、アジアで行って 
いた活動のしめくくりのようなもので、詳しいこ 
とは連載の後半で語ることになろう。

ただひとつだけ、韓国旅行に際して気にか 
かることがあり、それは現時点でいわなければ 
時機を失すると思うので、ふれておこう。
韓国は、1970年代から80年代にかけて極 

端な独裁政権下で、学生•労働者•知識人•キ 
リスト者たちが命がけで民主化運動を推進し、

多くの犠牲者を出して、民主化をかちとった。 
そのきびしい歴史を風化させてはならないとし 
て、設立されたのが前述の団体で、理事長は 
逮捕歴6回にもめげず、民主化運動の先頭に 
たった朴炯圭(パク七ヨンギュウ)牧師である。 
この会の招請状によると、海外からのさまざま 
な形での支援があったからこそ、民主化がは 
かられたので、このさい感謝の意をあらわす 
催しを行うとのことであった。

まず日本から拉致され、その後も死刑囚と 
して投獄されるなど、試練の限りを経た金大中 
大統領の午餐会に招かれた。その後に旅した 
3都市は、いずれも独裁政権に対する、民衆 
の抵抗運動が、もっともはげしく起り、それだけ 
弾圧による死者も多いところだった。日本から 
33名と、アメリカ、カナダ、ヨーロッパからあわ 
せてほぼ同数の参加者があり、総勢60余名 
の旅だった。

たまたま私たちが日本をたつ前日に、北朝 
鮮から拉致被害者の5名が帰国した。小泉•金
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会談の後、まさかと思っていた、 13成の少女を

含む位致の事実がわかり、多すぎた死者の数

をはじめ、限りなく謎を残す粒致問題に、日本

の報道は集中した。私たちの情守中に、帰国

者をめぐり、さらに加熱しただろう。

そのとき私が連想したのは、円本が朝鮮、!と

島を植民地支配していた時代にれわれた、“強

制連ti"のことだった。それだけでなく、円本が

どんなに残酷な政策をしたか、独立を求める

人々に、いかにひどい弾圧をしたかは、親しい

韓国人たちから聴いていた。

その 人は現在、南北の統 、もしくは共坐

のために、たいへん精力的な交渉を、水面下

でおこなったり、飢えている人々のところに、援

助の食糧がとどくようにする、困難な活動にと

りくみ、円本でも尊敬されている人物である。

彼が円本で、心許す仲間の集りでおこなっ

た講演で、北との話しあいに、いかに苦労して

いるかを語った。そのさい、苦笑いをしながら、

たったひとつ、ぴたりと話のあうのは、円本の

植民地支配による苦しみの歴史だけ、とつけ

}JIIえた。

今回の韓国滞在中に、北朝鮮による円本

人の位致問題が、公けの場で話題になること

はなかったが、接する人々の 人に、「円本の

マスコミは 5人のことで大騒ぎをしていますが、

H本人は“強制連れ"のことは忘れたのですか」

といわオ1たことカ1ある。

この女性が、今回の投致問題を、決して許

しているわけではない。極恋 JI道のことと思っ

ている。ただ円本が、かつて朝鮮、"1島に住む

多数の人々に、同じような国家的犯罪をおか

したことを、日本人には覚えていてほしいとい

う気持ちを、ぶつけたのである。

読者の大、!とにとって、坐れる前の出i主主だ

ろうし、学校でも教えられなかったと思う。しか

し、円本が 36年間に及ぶ、朝鮮、'l島の植民地

支配で何をしてきたのか、解放後も、在円韓国

人・朝鮮人が、いかに差別されてきたかを知り、

それを踏まえていないと、近くて遠い国は、い

つまでも遠いままであろう。

その時代は、円本人も国家権力によって、

戦地に“強制連ti"されていたのだが、それが

いいわけにはならないと思う。

13 成の娘を、 n宅近くから奪われ、 25 年も 

真相を求めつづけ、化亡といわれでも、 38 臓

の主なき誕牛祝いを続けている、ご両親の姿

を見ると、位致への怒りがこみ上げてくる。

この真相究明と解決へ向けて、交渉する政

治家こそが、かつての円本の国家祥力による

犯罪を、心得ているべきである。

組合執行部の大半は男性

ここで連載 17 回のつづきに戻ろう。 16 回、

17 回において、製糸労働者が立ち kって、身

の姐りの問題から、次々と労働条件を改善し

ていった経過を語った。先を;急がねばならない

ため、いずれも数年がかりで、やっと結*を出

した問題を要約した。そのために要求すれば、

科易に解決したように受けとられたかもしれな

い。しかし実際には、一般の労使関係とは異

なる、特イiのむつかしさがあったのである。

製糸工場では、ごく 部の工程を除いて、もっ

ぱら女子労働者が牛産を担っている。したがっ

て組合員の比率は、 9 0 %近くを女子が占めて

いる。しかし組合長(大子企業なら支部長)を

はじめ組合執行部は大平が男性であった。

なぜなら、女子労働者が労働組合について

理解し、積極的に活動するようになるのは 20

歳過ぎで、程なく結婚退職または、親の指図に
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よる結婚適齢期退職で去ってしまうからである。

男子の現場労働者は、繭を煮る機械の操

作をする煮繭工か、ボイラーマンくらいで、後

は女子の牛産現場の管理職と、総務・労務・

営業などの事務職員で、よほど小さな会社で、な

い限り、工場に隣接して、社宅があった。

その時代には、男 Tには終身雇用制が定

着しており、女子は、育宿舎制度をとっていた

繊維産業に限らず、結婚したら職場をやめる

のが常識だった。だから女 T労働については

“若年短期雇用"という経済用語があり、“専業

主婦"という言長はなかった。結婚すれば退職

して主婦業に専念するのが当たり前だったか

らである。

こういう製糸工場の人員構成では、組合役
員は、組合員全体からみれば 1~2 前の男子

から出ることになる。

選出方法は、組合によって多少の違いは

あっても、大筋においては、占領下のわ政指

導で、ポツダム組合がつくられたさい、会社の

指示で男子職員から、組合長や執行委員が

きめられた経過の延長線卜にあったようであ

る。

年度替りのさい、組合員の誰もが立候補で

きるj診をとっても、女子はもちろん男子でも、

名乗り出る人がない場合が多い。そこで、前年
度の執fJ委員会で、次年度の役員構成をきめ、

新しい人に出てもらう場合には本人を説得し
て、委員長はじめ執 fJ部全員について、年次

大会で、推薦候補として提示し、信任投票で決

定するのが 般的だった。そのさい、投票でひ

とりひとりにマルパツをつけるか、信任の者に

は 括で挙子をさせるかによって、その組合が

民主的かどうかの度合いを、示すともいえる。

ただし個人別にマルパツをつける方法をとって

も、女子にとって候補の大平である男子は、 n
分の卜ロj以外は接する機会がないので、評価

しょうがない。だから提案通りに決定するのが

常だったらしい。執行委員の 2前くらいは、女

子の活動家を候補にいれである場合が多かっ

た。しかし婦人懇談会長として活躍している女

性でも、組合長や書記長に立候補するまでの

度胸はなかったので、執行部の主流は、どこ

でも男性で占められていた。

したがって女子組合員の、前号までに述べ

た、ただ働き返上の要求や、宵宿舎坐 IIiに関

する種々様々な要求は、会社との交渉にあた

る男 T役員たちにとっては、全く関係のない ')i
柄ばかりだった。その上、仕事 Hま牛産能率

を卜げることが役制りの、繰糸主任とか、他社

との競争のきびしさを、日々感じている営業担

当者だったりして、会社が利潤を上げることが、

わが身の安泰につながる立場だった。

だから女性の要求は、経営者との交渉に至

る前に、 t単身を案じる男子役員との闘で、しば

しば劇L牒を牛じていた。

この傾向は社工場の小企業ほど強かっ

た。しかし大子の片倉でも、ある支部で、女了

組合員の立場にたって、経営相uに積極的に要

求の実現をせまるので、女性たちに人気のあっ
た男Tの支部長が、従業員が2~3 人の営業

所に転勤させられたこともあった。所長となれ

ば JI組合員になり、労働組合からは閉め出さ

れたわけである。

全蚕糸労連傘下の組合は、いずれもこうい

う矛盾をもっていたのだが、それが顕在化する

事件が起り、私が巻きこまれたことがあった。

東北のある組合での事件

東北の小都市にある会社の労組の組合長

から、全蚕糸労連に、「女子組合員が、私に
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こぞって以発しており、このままでは、山猫ス

トが起りかねないので、なんとかしてほしい」と

いう'屯話があった。

女子組合員がそこまで怒ったきっかけが、

なんであったかを、詳しくは覚えていない。とい

うことは、決して珍しいことではなく、どの職場

でも、しばしば起ることだ、ったと思う。組合長は

繰糸主任という、現場の管理職だった。職務の

性格からいえば、 JI組合員になるほうが適し

ているが、課長以上がJI
たので、組合の構成メンパ一だつたのである。

女子組合員も、役員選挙のさいには、深く

考えることもなく、信任してきたらしい。

労連本部では、騒いでいるのが女性たちと

いうので、まず梅沢がいって、よく状況をつか

むことが適当だが、工場に乗り込むのは、この

際まずいだろうというので、工場に近い国鉄の

駅前の木賃宿に陣どった。仕事が終ると、婦

人懇談会のリーダー凶の女性たちが、そこへ

やってきて、こもごもいいたいことを訴えた。要

するに、彼女らの労働強化になるようなことを、

「私たちの意見を聞くこともなく、おしつけてき

た」というのが、怒りの原閃だった。それが昂じ

て個人攻撃など感情的になってしまっている。

つまり、上口jに対する怒りだが、彼が組合長で

あったというわけである。

私の役目は、みんなのいうことの内科を整

理して、問題解決への道筋をつけることだった。

それはそのまま労働講座をしているようなもの
だ、った o

V組合長はあなたたちが選んだのだが、その

人が組合員の意思を汲みとらず、民主的運

営をしていないと思ったら、組合規約にもと

づき、組合員の何パーセントかの署名を集

めて、組合大会の開催を要求し、その席で

あなたたちの意見や要求を述べて、それを

組合の決議とすれば、組合長はそれによっ

て会社と交渉をしなければならないこと。

V組合長が不適任だから、どうしてもやめても

らおうと思うなら、リコール制があって、同じ

く、規約にきめられた人数の署名を集めれ

ば可能なこと。そのさいは、新組合長を誰に

やってもらえるか、円分円身も含めて、検討

し準備する必要があることなど。

女性のリーダーl国といっても、組合規約もよ
く知らないのが実情だ、った。入れ替り立ち代り

数人ずつ訪れる女性たちの、いいたいことを

全部いってもらい、その職場の実態をつかみ

ながら、前述のようなルールを知ってもらうの

に、 1週間くらいかかった。

余談ではあるが、木賃宿はわ商人が一晩

だけ泊るところなので、夕食のメニューが毎H
同じなのには閉口した。 人だけの中年の仲

肘さんと親しくなったが、ある円、おかみさんと

喧l略したらしく、腹が立ったからもう辞めるといっ

ていた。そのHの夕方、おかみさんが、赤ん坊

を背負って雨戸を閉めにきて、彼女が突然や

めてしまったとこぼしていた。なんと洗濯物を、

盟につけっぱなしのまま、出ていってしまった

そうである。

それには私も呆れたが、そういう気楽な牛き

方もあるのかと、ちょっひ可羨ましい気さえした。

女子組合員に、合法的に問題を解決する

子順を話しても、そんな面倒なことはできそうも

ないという表情を見て、空しい気がしていたの

である。私には、労働市場の少ない土地で妻

子をかかえ、この会社に牛涯を託している男

の立場もわかる。ただ女子組合員を廿くみたの

が過ちであった。

労連本部では、私からの屯話による状況報

告を受けては、組合長と世話で話し合い、両面

作戦で、混乱はなんとかおさまり、私も木賃宿

から解放された。
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ドキュメント

アスベスト禁比をめぐ芒 
世界の動き

ヘレニック•アスベスト•カンフアレンス
Henry Dunant Hospital, Athens, Greece, 2002.10.29-31

はじめに
ギリシャにおけるアスベストの遺産を扱った始め 

ての大衆的な行事として、ヘレニック(ギリシャ)•アス 
ベスト会議は幅広い協賛とマスコミの注目を集めて、 
アスベスト問題をしっかりと国民的な課題に据えた。 
この会議はギリシャ胸部医学会とアスベスト禁止国 
際書記局(IBAS)が、ギリシャ労働総同盟及びギリ 
シャ労働•環境医学会と協力して開催したものであ 
る。様々な専門分野からの代表の参加は、この会 
議がたんなるアカデミックな集まりではないことを示 
した。ギリシャの労働組合活動家、医学専門家、一 
般開業医、医学生、その他が、18か国から参加した

医師、科学者、弁護士、建築家、被災者支援労働 
者やキャンペイナーたちと共に、アスベストに関連 
した幅広い話題を議論した。議論のなかで生じた意 
見の相違や見解の不一致は、活気に満ちた雰囲気 
を生み出し、そのなかで建設的な議論が行われた。

舞台設定
10月29日の記者会見で、会議の議長であるギ 

リシャ胸部医学会会長のPanagiotis Behrakis教 
授は、本会議の目的は、ギリシャにおけるアスベス 
卜の職業•環境曝露の影響を探究し、リスクを最小 
化する方策を確認することであると話した。彼は、科 
学•医学界は、リスクのある労働者集団と一般大衆

お詫びと訂正：塩沢美代子「語りつがねばならぬこと」連載第17回(2002年11月号)
46頁左段下から4行一 X製紙業〇〇製糸業

右段上から7行一 X思うように〇思うに
47頁左段下から2行一 Xした者の〇したものの 

左段下から12行一 X婦人懇談基j〇婦人懇談会 
右段上から14行一X実現40内容

48頁右段下から4行一 X選択場4〇洗濯場
49頁右段上から5行一 Xさいと〇サイト

右段下から7行一 X戦後は数年間女子y〇戦後 
数年間は女子

右段最終行一X5名くらいいた^〇4名はいた
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にアスベストに対する注意を喚起する責任がある、

と諮った。 IBASコーテイネーターの LaurieKazan
Allcnは、 1990年代にギリシャは、北部のマケドニア

地方山市部のコザ一二市に、毎年、1':均7万トン中

産したクリソタイル(白アスベスト)鉱山をイlする、 I ! t
界第7位のアスベスト生崖仁Eであったととを指摘した。

そのアスベストのほとんどは輸出されていたとはい

え、いくらかは国内のアスベスト・セメント工場で使用

された。ギリシャがアスベストの生監同であり、また
使 JIJ国でもあったとしの事実は、 E U (欧州連合)加

盟諸国のなかでいまだアスベストを禁止していなし、

2かコヰ¢うちのEとつである瑚由かもしオ1ない。 L auric
Kazan-Allen は、この会議がアスベストに団する国

民的な議論を活気つけることを希望した。
アスベストの遺並を ru に見えない公衆衛生上

の惨事」と似肯づけて、優れたアメリカの科学者で
あるDr. Barry仁astlemanはマスコミに対して、国

家的なアスベスト戦略は、以卜のととを必要とする

と述べた。
情報 アスベスト含イj製品のラベル表示、政府
による情報キャンベ一皮び(がん咲録の制度化

を含めた)曝露労働者のサーヴエイランス
・規制 労働者、消費者及び般公衆が蒙るアス

ベストH暴露の規制

-補償 被災労働者が金銭的補償を追及すとこと

は基本的人権であり、また、使用者が予防措置
をとることを倖実にさせる方法のむとつでもある。

法的補償の欠如は、労働者とその家族に経済的

損火の重怖を負わせ、アスベスト関連疾患で損
なわれた健康を一層悪化させるととになる。とれ

はしばしば「コストの具現化」と呼ばれ、企業が所

得の喪火と損なわれた生活の勘定を支払うことを
考えれば、より安全な代替l日1の方がより魅力的fな
商品になる。
D r. Cast1eman によれl工、アメリカに才五ナるアス

ベストの悲劇の規模は莫大なモのであり、 l時間に

ことりのアメリカ人がアスベスト関連疾患により死亡

しているという。ヨーロッパではここ 30 年問のうちに、

少なくとも5 0 万人カマスベストがんで死亡するととに

なるだろう。この例証としてD r 仁astlemanは、記者
会比'1' Behrakis教授の通訳をしてくれた若い医師

を紹介したが、彼の身内のむとりが最近、アスベス
トがんの 種で£る '1'皮腫と診断された。その人の

アスベストH暴露は商船Hとして働いていた時代のも

のと141われるが、この記者会見の翌Hに死亡して
いる。

開会セレモ二一

会議の閉会のセLモニーは 10月 29 日の夕方行

われ、知いスピーチ・プログラムの後、写真展の閣
幕式とにぎやかな歓迎会がもたれた。参加者を会議

の応初のセッショ;に歓迎して Bchrakis教授は、医

師たちが政府、労働組合や被災者との討論に参加
する必要性を強調したJ皮は、 Henry Dunant 病院

のすばらしい会議設備を提供してくれたギ、リシャ亦

十字社会長の Dr.Andreas Martinisとすべての
参加者に感謝の豆長を述べた。

ギリシャ労働総同盟の代表 Andrcas Kollas

は、あまりにも多くの組合員たちが退臓と|可|時にア

スベスト関連疾患で死亡していると謡った。コザーニ
のアスベスト鉱山はいまでは閣鎖されているものの、

テッサロニキ(マケドニア地方の港町)のアスベスト・
セメント工場は、 2005 年のEUのアスベスト・デ1ソドラ

インまで操業し続けるだろfと認めた。これは不幸な

ことであり、労働者・公衆をアスベスト曝露から保護

する責任をのする政府諸機関は、いまだ効県自Jに
動くととも、動き方を調整することもできていない、と

言った。
会議参加者たちは、何十年に毛わたりギ、リシャに

おいて職業病の研究を行ってきた優れた医師

Evangelos Sulinareos教j交のスピーチを出けるこ

とを喜んだ。 Solinareos教授は日らの体験を呼び
起とし、労働者の多くが職を失うごとを恐れてうまくい

かなかった労働者のX線検査実施の試みのことを

話してくれた。

Kazan-Allcnのスピーチは、アスベスト禁止に
向けたグローバル・キャンベーンと題したものだっ

た。アスベスト比対運動の発反について、彼交は次
のように語った。

「アスベストは百年 IUJにわたってグローパYレ・イン
ダストリーだった。 5 0年以上の問、目界のアスベス
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ト寸,～王者たちは、アスベスト曝露が重症かつ致死

的な咲病を引き起こすという証拠が山と積まれて
いくにも関わらず、売り上げを艮大にして利訴を生

み出すために白山気ままに、大量の自然資源を

消費してきた。アスベスト製品は rl管理された』条

件のもとで『安全』に使用することができると、労働

者、公衆、メデ fア、科学者や政治家を説得するた

めに、 PRキャンベーンが行われた。
Kazan-Allcn は、チ1)とアルゼンチン、ほとんどの

山同諸国とフラジ凡の大半がいまや、以前に禁止
消みのモのとはjJJIの種類のアスベストであるクリソ

タイルの使用をすでに祭 rcしていると報汗した。

2002 年には、オーストラリア、スペイン、 Aケセンブ

ルゲ、スロヴァキア共和国が禁止を計|向している。
東欧諸|玉|のほとんども、 2005 年の EUのデッドライ

ンまでに、 EUのクリソタイル禁止計画に参加する準
備ができている。 2002 年 4月には、インド・アスベス

ト栄rcネ、ソトワーク( B A N I)という新しいグループが

結成された。 B A N Iの主な円棋は、すべての積額の

アスベストと及びアスベスト製品の輸人・使用・製造・
流通の速やかな主主 I上である。アメリカ台衆|玉|では

2002 年 6月 18 t Iに、 「アメリカにおけるアスベスト禁
止法」とし汚名祢のアスベスト禁止の提案かパティー・

マリー上院議以かう提出された。アジア及び概束で、

状況が変化しつつある。シンガポーAの厳しいアス

ベスト規制は、事実上の禁止になっている。ベトナ
ム政府は 2004 年にク 1)ソタイルを祭 I上する古|回を

充表した(ワlotl本とマLーシアで、禁止に閲するハ

イレベyレの議論が進fT1' 'である。
オランダ・アスベスト被災者グルーフ。の創設者

のひとりで、アスベスト訴訟専門の弁護 -t:でもある 

Bnb Ruers 上院議員は、アスベスト被災者が政治
家や法律専門家と緊併に連携しながら、いかにして

国内の補償手続を変革した例ごついて説明した。以
前のシステムではアスベスト請求は却下される毛の

と決まっていたが、いまでは労働者とその家族、市

民の補償請求はほとんど、怠慢であった企業及ひ旨

政府機閣から文払われるようになっている。 Ruers
上院議Hは、オランダでは多l:li l籍企業エタ一二トの

元労働者が補償を受けているのに、ベルギーでは
そうではないと説明して、ダブル・スタンダード(二重

基準)という概念について論じた。この被災者の待

遇の矛盾は脅認できないものであり、エターニ卜の

操業がアスベスト含有製 lf1 rとアスベスト被災斉を生
み出したすべての諸圃において、この企業に長打

をとらせるようにすべく、世界 1' 'におけるエターニ卜

のアスベスト被災者の待遇に関するデータを収集

するプロジェケ卜が進行中である。

会議場に人る参加者たちは、南アフリカの写貴家

Hcin du Plcssisの作 l日1の展示会場を通りほける

ことになる。 f庄の驚くべき白黒写真は、アスベスト疾
患・汚染による殺裁を受けた南アフリカの山 lに才卦ナ

る、アスベストが人々に与えた影響を捕»している。

何十年もの|山、イギリスの多国籍企業ケープ・アス

ベスト株式会社は、プリースカ及びケーガスの WJに
アスベスト鉱山と加i 施設を所有していた。 7千人

の 1+1アフリカのアスベスト被災者原告による訴訟
が何年もかかってようやく、イギリスの裁判所で決

着をみた。 2001年 12月にまとまった 3,150万ドル
の和解を、企業が受け入れず、 2002 fド10月、!虫 

白たちは訴訟子続きを再開するために法延に戻っ
てきた。 ' _ ! _ _ f .真展の閉幕式で、アスベストの影響を受 

けた 1+1アフリカ人たちに協力してきた Dr. Sophia 

Kisting は、彼らの尊厳について雄弁に語り、その

闘いが忌れられるととがないように願うと述べた。

< 全体会議-20昨 10月 30日 >

水曜Hの最初のセ、ソションは、ギリシャにおける

アスペアJゆ職業曝露に閣する諸問題を被ったスヒ。ー

カーによるパネルだった。各ブレゼ;テーションを通

じて、いくつかの際だった事実が明らかにされた。

.ギリシャでは、保健省も労働省もアスベスト閣連
疾忠の写実録システムをもっておうず、白主的な疫

学研究もなされてこなかった。
・rMetsovo LungJ に関する謝金を除き、ギリシャ

ではアスベストについて行われた医守的調査は

数少なく、圃際的雑誌に載った論点;はわずかしか
ない。

・労働衛生、消費者汝び l環境保護など、アスベス

N土問連した諸問題を所管するギリシャ政府の諸
機関相互の調整がなされていない- rシステムが
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機能していない」。

在職'1'にアスベストに曝露した退職労働者の健

康に責任をもっ政府機関がない。
・退職労働者の際学的フォローアッフ。がない。

・労働組合の代表たちによると、労働者は何十年

も前かうアスベスト問題を催認してきたが、医師

たちは動こうとせずに、労働者の参加がなL功、ら
アスベスト問題に関する医学自~;)âJ金が遅れたと

主張し、失業の恐れカら労働者は医学的検査を

受けようとしないものと決めでかかった。
・ギリシャの職業病発生率は欧州連合内で最低で

ある!伝統的な作業慣行及び予防措置の全く

と言っていいほどの欠如を考慮すれば、この発

表がギリシャにおける職業病の買の発生率を疋
しく反映していないととは明らかである。

フロアから、いく七かの興味深い指摘がなされた0

'EUの 2005 年というデツドラインに照らして、ギリ

シャのいくつかの企業は、代替物質によるファイ

パー・セメントの恒産を計画している。それ以|の

情報は人子できなかった。
-労働省が提案したファイバー・セメン卜労働者のア

スベスト曝露の影響に関する調杏は、労働者の
診査に企業医を当てることによって結県的に信

用を失った。労働者の健康を応優先事頃と考え

る労働医は、業界カも費川を支払ってもらえない。

ギリシャの PublicPower Corporationでは、鉄
道にアスベストを使用された。それ以上の情報は

現時点ではないが、織物や建材産業でアスベス

トが二次的に使用されたことは明らかである。ア
スベスト日暴露の人体影響はいまだはに見えない

ままである。
労働組合のメンバーと思われるある発員 者1は、

との会議のU的は「人々を怖がらせる三とか」と苫

情を呈した。彼は、アスベストの代替品は信川で
きないと述べた。

・スロヴェニアから参加した Dr.Mctoda Dodic 

Fikfakは、彼女の国は 1996 年にアスベストを禁

止したが、ノ>なお数白人の人々が職業上アスベ
ストにH暴露しており、 1998 年以前には被災労働

者からのアスベスト請求はなかったが、アスベス
トに関する全国的な議論が始まってかる請求件

数が唱えており、これらの問題に関する国民的

議論がなされないうちは問題はみえないままだ
ろうと言育した。

・ギコJシヤの専門家たちによって集砂られた場当た
り的な謝金結以や不確かな証拠では、調整され

たアスベストに関する政附の取り組みに取って代

わることはできず、国家的な戦略に集中した圧 )J
が必要である。
イギリスの中皮j幅削|究会の会長である Dr.Kcn

Q'Byrne は、レスター干今¥r.診療所における経験を

諮った。 '1'皮腫患者の多くは退職者で£るが、 40代、
5 0代の男性もノタなからずL泊。中皮脂忠者の生存

率の中央値は6か月である。診断が早期になされ

るほど、外科白J子術の考慮の余地は大きくなる。 Dr
O'Byrnc は、中皮脂による免疫反応の抑制に関す

る彼のチームの研究を概説したが、イギリスにおけ

る'1'皮腫研究へのファンドの欠如のために、この分

野でなされてtlる州究は|分ではないと諮った。

アスベストの環境低量曝露と中皮腫のリス
クと題した次の 7 "レゼンテーションは、 '1'皮腫に関

する討論を継続した。との論文は、ストックホルムの

カロリンスカ病院肺疾学部のDr. G u n n a r Hillerdal

から発表されたもので、 般公衆のリスクを分析し

たをので主る。 Dr. Hillcrdalは、低屋H暴露でも中皮

腫を引き起こす可能刊があることから、身のまわり

からアスベストをフェイズアウトし続けることが重要
であξと述べた。「尉撹にアスベストをJ<I I置させるあ

らゆる発乍源を確認して、安全なやり方で除去する

必要がある。アスベスト含イl建築物の改修・解休に
才封ナる適切な取り扱いが不可欠でよをる」。胸膜プラー

ケは無痕状であξむのDr. Hillerdalの主張に対

しては、 Dr.Dodic-Fikfak や、痛みや呼吸困難を
ともなう胸膜7-ラーク忠背の例を引き合いに出した

その他の者が激しく異議を唱えた。この問題に閃す

る討論は、医学ワークショッフ。で継続された。

アスベストの世界的な使用と中皮腫の発生率
と題した論点は、産業化諸圃における過去のア
スベスト消費量と '1'皮腫発生率の問の相互関係

を示した。フィンランド|司立労働衛生副|究所の Dr

Antti Tussavainen は、「この(研究の)結果は、国
内における人口l人当たり 2.8kgの使用は 1ω )J人
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当たり約 18 例の中皮腫を充やさせる、すなわち、

170 トンのアスベスト生産・消費が 人の胸膜また

は腹膜中皮脱による死亡を引き起とすことを,百味

している」と述べた。今 H、凶聞くと北米では O.lk gJ人

口1人/年未満のアスベストしか使用されていない

が、ロシアでは 3.4 kgJ人 U l人/年消費されている。

現在、世界中で十産されるアスベストの 70%は束

欧とアジアで使用されており、大部分が低コストの

アスベスト・セメント建材に使用されている。疾病発

乍率のピークは、 I [ l j側諸国では2日10-2020年頃に

なりそうだが、「アジア、アフリカ、南アフリカの開発

途上|玉|では、信頼できる発生率のデータが存存しな

Lリと、 Dr.Tossavainenは言う。

スコy卜ランド・エジンパラの労働衛生上 Robin

H o w i cは、東地中海地域におけるアスベス卜問

題について論じた。アスベストは、キブロス、キリシヤ、

ボスニア、ヘルツゴビナ、ブルガリア、セルヒアとモン

テネグロで採掘された。 * 1玉|地質調査所 (USGS) に

よると、 1トンのアスベスト繊維を中産するのに、 64

トン正ギリシャ産鉱石が必要だ、ったという。 1990 年

代、ギリシャ北部のコザ一二のケりソタイル鉱山の

年、ド均産出量は 7万トンであつったが、このことは、

7年間に 49 )jトンを生産するために 3,200 )Jトンの

鉱石が加ーしされたととを志味している。中皮脂の長

い潜伏期山と当該鉱山における乍産が 1980 年代

初Jめまでは始まっていなかったことを考えれば、この

H暴露の結果はまだまだ現われていないものと思わ

れる。 Huwie は、コザーニ鉱 111の選鉱屑から飛散

する繊維をコントロールする措置は講じられてきた

のだろうか?と問いかけた。

アスベストに曝露したのが片い頃であればあるほ

ど、咲病が発生するリスクは大きくなる。 Howie は、

以下のような中皮脂リスクの推計を示してみせた。

曝露開始年齢別の5年間曝露による

中皮腫発症の相対リスク

開始年齢 55 35 加

リスク 1 17 53 152

0011 and Peto (1 985)による

アスベストの職業曝露とは異なって、環境曝露に

よるリスケは持続的なものであり、 l円 24 時間、年

365 tI曝露することになり、繊維への環境曝露はリ

スクを最小化するために厳格に管理さ才1なければ

なければならない。

ヨーロッパ労働組合評議会 (ETUC) のLaurent

Vogel は、ヨーロッパにおけるアスベスト問題の

進展 労働組合の観点に関する報併のなかで、

欧州連合 (EU) の¥r.法手続をわカゆやすく解説する

という半ば奇刷、のようなことをやってくれた。

「アスベスト栄 I上は、労働組台による闘いである

と|司|噂に、まさに佃喝に基づくと言っていい使川者

とのある誕のパートナーシ 1ソフ。(とLゆ立場)に対して

労働者階級の白主的な立場を堅持するという、労

働組合運動内部における闘いでもあった」。

EUのアスベスト禁止に至る経過を示してから Mr

Vogcl は、民近の進展に焦点をこ5てた。 2002 年

9月に閣僚理事会は、 EUのアスベスト規制Jのいく

つ均ゆ側面を改王する原案を採択した。 EU域内

におけるアスベスト及びアスベスト含有製 l日1の流

通・輸入は禁止される(すべての EU加問諸国はア

スベストを禁止した 1999年の指令に羽目年までに

従わなければならない)ものの、アスベストの採 J開

及びEUから域外へのアスベストの輸出は認められ

るのかどうかあいまいなところが庇る。 ETUCは、こ

の点や、アスベストに汚染された船舶の解撤 U的で

のアジアへの輸出に閃する EUのな場、技能を必弘!

とするアスベスト除去作業の資格をもたない企業へ

のド請けの問題、以前は企業はアスベスト作業を

闘始する前に当該作業に従事する労働者を指名

しなければならなかったものが、いまでは曝露する

ロJ能性のある者の予測人数だけ示せばよいとと

とされて L通ることなどを、はっきりさせるよう圧) )をか

けている。最後に、以下のことを要求した。

-全|玉|的な中皮脂の公衆衛生写実録

-曝露労働者の登録

' E U職業病リストへのアスベスト関連肺がん及び

喉頭がんの追加(使用者側が狐反対していて、

現在フランスのみが支持)

予測できない状況によって予定が変更され、次の

発表者は Dr. Sophia Kistin巳だ、った。被災労働者

の立場からみた南アフリカのアスベストの遺産

を論じて、 Dr. Kistingは、彼火の国のアスベスト問
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題は、他の諸国の抱える課題の縮図であると述

べた。 1999年、南アフリカ政府は、労働者、労働組
合、政府職 H、 f午民グループ、 tl~!同・アスベスト企

業など幅広い悶係者を集めて、ヨハネスブルグでア
スベスト・サミ、ソトを開催したoこれらの集まりにおけ

る議論は生崖的であったが、資尚一、の欠如のために

具体的な進展は遅かった。 l甘アフリカのアスベスト

原告たちがイギリス企業ケープを提訴した訴訟で、
2001 年 12月に交捗による和解に到達したととは、

アスベストに汚染された地域の数干の人々に希望
をもたらした。その4か月後に支払期限が米て、 10

か月たっても一銭も受けとれすっこ、貧しく病に苫しむ

労働者たちは大きな凶難を強いられている。

アスベスト・コンサルタントのMr. A n d y Oberta

が選んだトヒッケスは、アスベスト・セメント製l'IT rが今

なお中産されている圃である ギリンヤにも団わり
の深いものだった。イスラ工ルにおけるアスベス

ト・セメン卜工場 汚染、除染及び解体と題した
ケース・スタデfは、イスラエル北部にあるナハリヤ
市におけるあるフ。ロジェケ卜へのM s . Obertaの

関与を詳述したモのだった。とこでは 50年近く、アス

ベスト・セメントパイプやシート製品の製造にアモ
サイト、クロシドライト及びクリソタイル1; 1使用され

てきた。上場の所有者は、地ノじの人々口宅の車道

や通路、ガリラヤ地方中の農場にまくのにアスベ

スト廃棄物を分配していた。工場は 1997年に閉鎖
されたものの、 11<散性、非 1く散性の応棄物は浜辺

ゃ一仁場敷地に接した道路協に残されたままだった。

市会議員たちはこの場所を子供たちの遊岡地に
するのが足良の利用方法と考え、この観光管向け

施設を建設する計画が策定された。一連の写真が

かかる計|向|の危険性を例証し、 M S.Ob eraは、結米
的にとの百|画が破棄されるに歪った地ノしの人々の

イスラエル環境省との交渉経過を説明した。
労働組合の労働安全衛生担当者であるMr

Lars Vcdsmand は、 1978年以来アスベスト問題
に~~V)制1んできた。そのフレセシテーションーデンマー

クの労働組合のアスベスト・トレーニングプロ
グラム のなかで、 Mr.Vcdsmandは、デ>マー

ケのあるお( j立が19 48年にアスベストに団する本を
書いているにも関わらず、 20 年もの問、保温労働

者に危険flを警告するものは誰もいなかったと述

べた。 1952年l士、造船所でアスベスト吹き付けに従
事していたある保温Lの検死解剖が行われ、肺の

中からアスベストが検出された。 19 54fドまでに、臨
床白 Jに保温工たちを検査するプログラムがつくられ

た。労働組台は、保温上のアスベスト傷害に対する

補償のためにキャンペーンを行った。デンマークで

はいくつかのアスベスト訴訟が提起されてきたが、
アスベスト・セメン卜企業を楠二子取ったある訴訟は、

最高裁まで争われた。企業は、アスベストの危険 '1'1
を労働者に知らせるのを怠った責任がξaとされfふ

デンマークでは 10年以上も前にすべての種類の

アスベストが禁止されているという事実にも関士う

ず、人々は今なお死んでいるし、それらの疾病によっ
て死に続けるだろう。とれ以上の不必要な死を防止

すべく、労働組合は、 124か国の1,100万人のメン
バーを擁する 2 83の労働組合の努力をコーディネ

イトしている同際建設木崖労連(lF B W W )や|玉|際

白山労連 ( I C F T U )などの圃際凶体とともに、世界

的なアスベスト禁止のための取り組みを進めている。
デンマーク|司内では、労働組合は、トレーニングを

通じたりスクに対する注意喚起を促進している。デ
ンマークでは、アスベストに接触するリスクの£る作

業に従事する者は、アスベストH暴露の照史及び健

康リスケに閲する情報、アスベスト台有建材を見分

ける現実的ガイドライン、アスベスト・マネジメント技
術をカバーした、 4日間のトレーニングを受けなけれ

J工ならないことになっている。

アルゼンチンの建築家 Ms. Susana Muhlmann

は2年近く、ブエノスアイレスにおけるれUすべきア
スベスト・フ。ロジェケ!斗=関与している。 J司賢所として

使われその後欣棄されていた 21階建ての、アスベ
ストに汚染されたビルがいくつかの病院が近技した
場所にあり、そのうちのむとつは|司圃ト、ソフリレベルの

小児病院で変る Hospital Garrahanである。管理

しつつ内破してとのビルを取り壊すという軍の百|画

は、保健省及び引き起こされる可能刊のある環境

汚染のレベルに閣心をもったアスベスト専門家たち
の反対によって中止された。その後ブエノスアイレス

政府が、アスベスト除去プログラムを闘始した。最初
にこのビルに人ったときの写売は、普通の外山着
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を着た監督官の姿を写していたが、次の訪問までに

はすべての監賢官が保護火とマスクを着用した。
今年、建築本 Ms.Muhlmannは、ドイツとアメ1)

カでアスベスト・卜l一ニングを受けた。両者で使わ
れた機器の写買と作業子順の説明インフォマティ
ブなものだ、った。彼女は、アスベスト除去作業は波

れ、きつく、暑く、ここちよくないものであると言った。

ドイツでは、作業は2時間交苔で行われ、このドイツ
のシステムは両価ではあるがすくに組み立てやす

くまた、警報装置付きド7の使川は労働者にさらな
るセーフガードを提供する。アメリカのシステムは、

7'ラスチック製の気街式(エア口、ソケ)の3重のドアを

使川する。 Ms. Muhlmannは、このプラスヂyケ・ド

アを歩いて通り抜けるのが、驚くほど骨が折れ、疲
れるととを知った。とれら2つのシステムを比較して、

フエノスアイレス市政府は、両者の諸民素を採 JIJす
ることを決定した。

夕食会

夕食会は、アケロポリスに而したディオニュソス・

レストランで行われた。とても美味しい食べ物とワイ
ンは、世界で最もイl名な場所の乙とつのパノラマを
楽しみながら、ギ、リシャ・キュイジーヌを味わうチ守ン

スを参加者に提供した。

ワークショップ・セッション
2002年 10月31 日

医学ワークショップ

Stavros Constantopoulos教授は、 iMetsovo

]ungJとして知られる状態の判定法と)よがりについ

て論じた。ギリシャ北部のメ卜、ノーボ (Metsovo) で

みつかった '1'皮腫の集同は、家屋の内装に使わ
れるしつくい(whitcwash)をつくる¢に、メトソーボか

ら2 0 k m離れたある場所から採むを隔年ごとに使

うという習慣にたどりついた。採石作業からは2 0 0
3 繊維I c mのアスベストがJI く散し、乙の岩石は卜レモ

ライトに著しく汚染されたクリソタイル(白アスベスト)
を合イjしていた。この致命的な慣習は、 1950年代ま

で続いた。大きな公衆衛十キャンペーンの後に、こ
の慣習は止んだ、。トルコのアナトリア '1'部・東南部

のしつくいはトレモライトを含有しており、 I也ノしの

人々の|自lで中皮腫の流行を乍み出した。

ギリシャの研究者たちは、メトソーボの人々の聞
の奇妙な現象に気がついた。 C Tスキャンによる検

査結果は、ほとんどの中皮腫患者にむ灰化が見当

たらないことを明らかにした。有以イヒのある患者は、
中皮)1唱に催思していなかった。｛羊民を中皮脂をもっ

者とィコ灰化をもっ者の2つのグルブに分けられ
るということ均内、研究者たちは、石l火化をもっ患者

により強力なキラー細胞が生じるととによって腫場
形成を防いでいるのだろうかと、と寸三!よL議によL｛った、

とConstantopoulos教授は話した。この矛盾を説明
しようと、制|究者たちは現存、マケロファージの役割

を研究している。

D r.Ken O'Byrne は、イギリスにおける中皮

腫の診断と治療について論じた。現存、毎年1,600

人が中皮腫で死亡してお1疫学者は、この数字は
今後却年問に3 ρ α )人に増加すると予想している。
との数字は、イギ、 1)スにおける子d百頚がんの数字

の3倍に当たる。中皮腫の診断は、本質的には他

のがんの除外診断である。呼吸困難、胸隈痛、体
重減少、寝J十、食欲喪失といった厄状がある。思

者はしばしば胸水を経験する。1',字率の中央値は

5-10 かけである。 Dr. O'Bvrneのチームは、大多
数のケースに外科生検を行っている。イギリスにお

ける中皮腫に対する薬物治療の試みについても論

じられた。研究に対する政府の資金援助の欠如は
楠:変わらずである。

スロヴェニア・リュブリャナにある労働医学研究

所のDr.Metoda Dodic-Fikfakは、アンフィボー

ル仮説-Salonit Anhovoにおけるアスベス
ト曝露労働者のネステツド・ケース・スタディを
発表した。アスベスト・セメント工場 SalonitAnhovo

で実施された調査は、クリソタイル及びアンフィボー

ル曝露による肺がんリスケの比較の基礎となった。

研究者たちは、 1964-1994年に原発性l怖がんに羅
思した犯人rJ:労働者と 300人近い対照群の、ケリソ

タイル及びアン71ボー凡の乍j同署露を分析するの

に、同工場の記録に基づく日暴露歴デタを利用した。
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「ケリソタイルのみに曝露した労働者は、 35 年の潜

伏期間の後に11市がんになるリスクが2倍である 喫
停の影響は、予測されたと才則、喫:照慌のあるコホー

トの労働者は、被喫煙者よりも肺がんにかかるリス
クが3倍高い…」と結論づけられた。「最も曝露の苫

しかったlち70年代と 19剖年代との関連を調べる」た

めに、さらに10-15年|自l調杏を継続する予定でいる。

フィンランド国立労働衛生研究所のDr. Antti
Tossavaincnは、アスベストを生差していない8か

国の 19人の専門家により 1997年に同意された、ア

スベスト関連疾患診断のガイドラインであるへ
ルシンキ・クライテリアについて紹介した。ゆ97年
1月 20-22出こへルシンキで同催された、アスベスト、

石綿肺及びがんに関する専門家会議において議

論が行われた。会議後にI中!版されたコンセンサス・

レポートによれば、「一般的に、信頼できる職歴は
最も現実的かっイl用なアスベストへの職業H暴露の

尺度を提供する アスベスト関連疾1:L\の ~~or;}*診断

は、患者からの詳しい聴きl収りとアスベスト曝露に
関する職業上のデー夕、適当な桝伏期間、兆候及

び症状、エックス線汝ぴ肺生開学的知見、汝ぴ選

抗された細胞学、組織学、その他の実験室主での検

査結栄に基づく」。訓練を受けた聴取者が、系統立っ

た質問用紙とチ工ツクリストを用いるととによって、 2

{首の肺がんリスケに相当する職歴を有する人々を
確認することヵγ Eきる。フィ二ランドでは1987年以降、

裁判lに訴えることなく、保険システムからアスベスト
疾患の補償を獲得することが可能になっている。さ

らに、多くの国でアスベスト請求を阻んでいる喫煙
自慣も、ヘルシンキ・クライテ rJアの採択によってフィ

ンランドでは、補償|問題とならなくなった。

フィユランド圃立労働衛生研究所 (FIOH) は、ハ
ンガrJーで開催された中・東欧諸国アスベスト・シン

ポジウムに悶する 1997"ドの報告書を台め、世界的
なアスベスト使用に閣するいくつかのレポートを発

f了して宇刀、 2抗)2年9月に日本で開催されたアジア・

アスベスト・シンポジウムの議事録もまもなく発行さ

れる予定である。
ニューデLーにあるL o k Nayak Hospitalの労

働・環境保健センター所長で、ラマッチーニ協会の

メンバーでM るDr. Tushar Kant Joshiは、イン

ドにおけるアスベストに関連した医学的諸問題
と題した論文を発表した。現在アスベストに曝露し
ているインドの11万人の労働者は、西側諸|玉|か

ら闘発途|圃へのアスベスト中産の移転、という圃
際的流行の一部である。現在のインドにおける年

間アスベスト消費量は 125ヲ000トンで、大部分はパ
イプやシートなどのアスベスト・セメント製品を製造

するために、カナダ及びロシアカら輸人されている。

モロッコでは、約 150の会社が毎年 8.500トンのカ

ナダ産アスベストを愉入している。インドでは、圏内
で生産される卜レモライトが今なお使用されている。

その使用を制限するという政附の計画は見捨てら

れているようである。インドにおけるアスベスト使

用は、「司王返上管理の時外」にある。

<労組アスベスト被災者ワークショップ>

労働省の労働安全衛生センターのDr. E. Galano

pu u l o uとMrs. Stratigakiは、アスベストの職業曝

露の予防は労働省の所管であり、アスベストの廃棄
手順の恥督は尉境省のもとによをると説明して、ワー

クショップを開始した。アスベスト問題を規制するギ
リシヤの罪者機閣問のコーディネイ卜は、全般的にな

されていない。アスベストH暴露を足小化する予防拾

簡はE U規制から持ち込まれたもので、ギリシャ独

白のイニシアテfブによる毛のではない。大統倣令
によって、以トのととが義務づけられている。

.)正気中の繊維レベ JLに基づく書面化されたリスク
アセスメント

・ケリソタイル及びアンフfボ-)1に関するE Uの限

界値及びアケション・レベルの厳守
・違法な曝露を防止するた訴の使用者による書面

化された戦略

・これらのレベルを超過した場合には、崩出手続
を含めた 定のフォローア、ソフ。措置

・雇用前の身体検査及び労働者の3年ごとの医学
的検杏

-改修・解休作業に関わる企業は、用心を払って
労働斉をトレーニングし、～局に届け州、また、建

設作業を闘始する前にアスベスト合有材を除よ
しなければならない。
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ギリシャでは 1990 年代にアスベストの職業曝露

に閣するいくつかの調査研究が行われ、 定の改
善がなされた。ギリシャのアスベスト鉱山はすでに悶

鎖されていたが、なお2つのアスベスト・セメント一仁場

が存在し、 250 人の労働者を雇用している。ギリシャ

に粉じん計測を分析する資特ある分析機関がない

ことは、ギリシャのインフラのなかのアスベスト台有

物質を確認するための技術を導人するうえでの苫
しい障害になっている。

労働街中寸てMr.Robin Howieは、アスベスト・
ボード作業 リスクの推定というテーマを倣っ

た。建築物に使われている・アスベスト・ボードに

は、以下のようなものがある。

ミルボード 2 5 - 5 0 %のケロシドライト含イJ、 般
的にきわめて IJ ,散性が向い、イギリスでは主に

首気一仁事関係に使われた。

・アスベスト断熱ボード (AIB): 25 -40%のアモサ

イトを含有、多くがケリソタイルも含有、内壁、天

井やJ民板の防火のために使川された。

電動ドリルを使ってl直径4mm、深さ1 0 m mの 
火を 12筒所開けると、 85 万本の吸入性のアモサイ

ト繊維が飛散した。1.2 m X 2.4 mのA I Bボードを切
断して凶を掃除すると、 5 0億本の吸人性繊維が生
成された。

A I Bは、教削がや徒たちの作品を画鋲で留め

て掲示したりするのに、よく学校で使用された。
A I Bに画鋲を刺して抜くと、 66 万本の吸入性繊維

を乍じた。

AIBからの繊維の飛散は、湿ったものや鋭利
な 2~ 具、よい換気装置、除去中の真雫吸入など

を川いることによって管理することができる。 Mr

H o w i eは、 A I B作業を行うときには、微粒下ターボ・
マスク( T M p3)のようなハイレベル¢量人防護をす

るように勧告した。ブロテクンヨン・ファケター ( P F) が
2,0ω とされているTMp3呼吸器の性能は、実験室

の条件卜lこおけるものであって、労働現場でのと

の呼吸器の効率ははるかに低い (PF40!) 。この

矛盾は、発生源で繊維の発生を抑制する必要性を
昔、調するものである。

ドイツ・ドル卜ムン卜大学から参 JJUのDr. Chris

tian Schepersは、アスベスト・セメン卜製品の取

り扱いー技術的ルールと除去方法と題したケー
ス・スタテ守イを発表した。 19 o R-1985年に建てられた

ドル卜ムント大学の建物には、クロシドライト及びク

リソタイル合有材が使 JIJされた。|寸大学のアスベス
ト戦略には、いったん除去した後は、アスベスト・セ

メント製1]'1の再利用は祭 ICされるなどの、アスベス

ト・セメント材に悶するプロトコルも台まれている。ド

イツの法令であるの出物質に閣する技術的規日JIに
長づいて、長期的な改善フ。ログ、ラムが進行中であ

るが、|司規則には以下の内容が台まれている。

-改修、解体及びメンテナンス作業の )j法
・アスベスト作業を実施できるもrJ:の資栴

.) 堕守すべき出出手続及び使かれるべき保護機器
• 1Jス ケのある労働者に対する医学的検査に関す

る条項

まもなく公表される予定のアメリカ材料言I験協

会( A S T M lのアスベスト・コントロールに関する基

準の執筆斉として、アスベスト・コンサルタント Mr

Andy Obertaは、アスベストセメン卜製品作業
に関する基準設定の進展について話すのにふ
さわしい資絡があった。 Mr. Obcr taは、パイプその

他の製品におけるアスベスト・セメントの使川につ
いて論じた。メインテナンス、改修及び解体作業に

おける切断、サンダーがけ、グラインダーなどの危

険な作業慣行に対する懸念を表明して、彼は、乾い

た状態で1/8"シートを電動応こぎりで切断すると、 IOf/
ml以上も生成すると述べた。新しいA S T M某準は、

高'1'1能な機器に過大に信頼を肯くことを避け、トレー
ニングと湿式子訟の必要性を強調している。コニサ

ルタントMr. Obcrtaは、会議参加斉たちに、アスベ
スト・セメント製品に適川される作業基準を閣発する

国際的な努力に参加するよう呼びかけた。
M r. Andr cas Kollasは再び、ギリシャ労働総日

間を代表して、長期にわたる労働組合の闘い、とり

わけ造船所においてアスベスト問題への理解を獲

得する闘いについて語った。政!付を労働組台の関

心に対処を開始させるうえでは、 EUのアスベスト指

令がきわめて重要であった。Mr. Kollas は、アスベ
スト祭l上によって失われる雇用にイ丸紅る新たな職を

やみ出すために、「公正移行 Oust Transitionl Jの
政策を政府が採用するよう主張した。 i庄は、ギリシヤ
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安全衛桁研究所がギリシャ北部におけるアスベス

ト調査を閣始しているものの、さらなる科学的調査
が必要であり、とのへレ二、ソク・アスベスト会議は、

ギリシャにおけるアスベスト問題への悶心を高める
うえでの積極的なステ、ソフ。であるとした。

ギ、 1)シャ北部におけるアスベスト調査を称賛し

て、労働医 Dr. Spiros Drivasは、 Mr. Kollas に

このプロジェクNご参加するよう申し山た。 1906年に
あるジャーナリストが、ギ")シャにおけるアスベスト

作業環境を批判したかどで法廷の前に引き¥r.てら
れた。幸い、彼は裁判官によって無罪欣免とされた。

口｛ f1年間も、鉱山労働者、アスベスト上場労働者、

造船労働者、その他アスベストに版業曝露した労働
者など、 15 )j人の労働者の健炭がリスクにさらされ

た。病気になった場台、多くの者は解雇され、数少

ない辛運だった者は降需伴金を手に入れることが
できた。全員が労働不能となった。アスベスト使用に

まつ止る健康問題についての疑問は、 1970年代に

は表由化し始めたが、なされたことはわずかだった。
ギリシャにおける医学論文 '1'でDr. Dr iv asがみつ

けた中皮脂に関するものは、わずか9論文であっ

た。この情報の空白の唯一の例外は、運輸労働者

のブレーキ修理作業 '1'のアスベスト曝露に閣する
ひとつの州究で、目白尿検査によって3 0 %の者が呼

吸器系の問題を抱えていることが確認されてL渇。

しかし 般的に亘って、労働組合は科学界からの
サポートを受けてこな iJりたし、会議のなかで刑され

たコメン卜によれば、院自 11たちと労働組合との山のコ
ミュニケ ションは著しく足らなかったようである。

ギリシャにおいてアスベスト関連疾忠の診断が
全国的にうまくいってこなかったことを認めて、労働

衛生I X D r. Stelios Papadopoulos は医師たちに、
診断をするときにはアスベストの職業日暴露を考慮、に

入れるよう訴えた。リスケにさらされる労働者は3't
ごとに、造船労働者は2年ごとに医学的検金が必

要である。医師は1:L¥斉にすべての所見を知らせる

べきである。退職する前に際学的検杏が必 l止であ

るにもかかオコらず、フォローアyフ。されているケース

はわずかしかない。使用者は、職業上の健康りスク

に対する責任を受け入れなければならず、政府は、

リスクがモニタ され、補償が文払われξのを保障

しなければならない。資格il';る検杏機関がないこと

は、是了王が必要な問題のひとつである。
デンマークの労働組合活動家である Mr. Lars

V e d s m a n dは、｛吏川者はアスベスト問題の安価な
解決策を追求しようとすると警白した。彼は、科学的

知見と労働者の知諦との問0:ギャ、ソプが使用者に

よって利川される可能刊があり、注意喚起のキャン

ベーンのなかで医師と労働組合活動家との共働が
重要であると請った。アスベスト関連疾忠の集団を

突き止めるために、疫学調杏が必須である。労働
組合は、「公在移行」の政策を採用させるたぜ広キャ

ンベーンが必要であり、ドイツ、デンマーケ、フラン

スの経験は、ノン・アスベスト技術への転換は仕事

に対する追加的費用を必要としないことを示してい
る。多同籍企業が汚い技術を開発途上|玉|に輸げlす

る江を防止するために、世界的なアスベスト禁止が
必要とされている。

時間が足りなくなったため、 Mr. Laurcnt Vogcl
は、 WTOの教訓 国際的レベルにおける安

全衛生基準の防衛と出した発表を短縮して、より詳
しい情報はE T U Cのウエブサイトで入手できると指

摘した。カナダがフランスのケリソタイル禁止Hli置を
訴えた世界貿易機関 (WTO) における訴訟を要約

して、 Mr. Vogc lは以トのように諮った。

1 勝利した(アスベスト禁止は支持された)にも団

わらず、国家の健康に関する法令を肉FIl貿易ル
ルに奉｛Iさせるような法律的議論が容認された。

之 本事刊は、国民団家のWTOの(紛争解決)プ

ロセスへのアクセスが制限されており、 速のパ
1) ケードによってN G Oの関与が妨げられている

ことをJ手き同5りにした。
3. W T Oの子続は秘密必ベールに多い隠された

が、 W T Oの職はは科学的トレーニングを身につ

けていない貿易の専門家にすぎない。
4 国家o'fi働衛生政策は民主的な政治システム

によって決定されるべきものであって、世界の白

山貿易の最λの守り手によってなされるtのでは
ない。

アスベスト鉱山労働者を代表する労働組合の委

員長Mr.Evangelos Michosと、エレニトのアスベ
スト・セメン卜労働者を代表する労働組合の委員長
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Mr. Alekos Manousos は、アスベスト禁止によっ

て生ずる可能性がある雇用の喪失に対する不安を
表明したが、乙の問題は対処される必要がある。ギ

リシヤのアスベスト労働者の早期退職に対する条項
が設けられるべきであり、職を失う労働者にトレー

ニングが与えられなければならない。アスベスト労

働者は、アスベスト産業で 15 fド以|働いた場合に

限り、 50以で年金を受けることができる。現在では
医守的サーヴエイランスがなされているものの、検

杏を行う医師はアスベスト企業の被 JIJ者である。
理論と現実とのギヤ1ソフヲ立、アスベスト「専門家」の

求権の低さのゆえに拡大しており、予防措置とアス

ベスト法令が厳格に履行されなければならない。

フロアからの討論のなかで、いくつかの興味深い
点が話題になった。

・ギリシャのインフラのなかに隠されたアスベスト
製品は時限爆弾である。

・労働者は、労働衛生医のアドバイスを聞とうとせ

ず、その警告を余計なお世話と }fi百している。

ギリシャの労働者はアスベストの職業曝露の影
響を催認した品初のグ)Lープであり、 1970 年代

に、科学的調杏のための費 JIJを支払い、アスベ
スN三閣する最初Jの会議を開催したが、医学界や

政附からのサポートを受けていない。

< 全体会議-20昨 1叩 1日 >

何度となく、アスベスト産業の代表たちは、より安
全な代啓品があるにも関わらず同産業が存在し続

ける三とを止出イじするのl二「管理使用」の呪文を繰

り返してきた。彼らは、クリソタイルは安全に使川す
ξことができる、開発途上国に中ういて清浄な水や公

共性宅を提供するのに必要な代え難い安価な物質

であると言う。科学者Dr. Barry Castlemanは、管
理使用の誤謬を探究した。「実によく管理されたア

スベストの使用は、世界のどとにも存夜したととは

なく、今Hいずこでもみつけることはできない」。現

在の世界のアスベスト使用の9 0 %以上を占める
アスベスト・セメント(A - C ) 製,日l 1こ汁今いして、 Dr 

Castleman は、それらカtいったλ住宅や学校、商

業、公共、工業施設に使用されてしまってカ仏それ

らの製品が引き起こすハザーズを管理しようとす

る試みるが無益であることを示してみせた。
r(1 992年に)日本広州究者が、 A-Cパイプを切

断する現場からのー著しく高い曝露を報告した。パ

イフ。を泊すために地面に掘った穴の内側と外側で

の而速回転のとぎりを用いたA - Cパイプの修用作

業は、穴の内 lWJで 49-1701/cc (中央値92) 、外側で

1.7 -15fjccを記録した。円本でこの誕の顕著なH暴露
がつい長近まで続いているとしたら、 A-Cパイブが

今なお広く使川され、製造業者によるや産管理の努

力が全くないか、わず、かしかfTわれていないアジア

や↑世界の他の場所でも、それが)ムく一般に行われ

ていると予測することは合理的なことだろう」。

アスベスト関連疾患の公衆衛生観測所ギ
リシャにおける地域保健システムの役割という

論えのなかで、Dr. Christos Lionisは、ケレタ局に
おけるテータ収集と情報普及のた詑の|向I期的なシ

ステムについて説明した。公衆衛生観測所 (Public 

Health Observatory)の同的は、以下に尉げξと

おりである。
・問題になっている領域に焦点を3てた、公衆衛

桁及び一定の疾病のモニター

-様々な情報源からの情報の収集
-件民のニーズの担保及び地域の保健関係機関

に対するアドバイス

-タピ亡登録、病院の語録、病理報告書等々の情報
源を活用したがん斡録の催立

-医師、公衆衛桁従事者、地域の医療従事者に対

するヘルスガイドラインを普及するためのウエブ

サイトの設計・管問

・医削に対する勧告の作成

予備的調金では、島の 70)jの人口 '1'にきむめ

て低いアスベスト関連疾忠の発生率を催認してい

る。 1992-1997 年に確認された中皮腫は、わずか
自件であった。

2 0世紀全体を通じて、オーストラリアはアスベス
トを採掘・輸出したが、多くの地域で、人々がアスベ

スト・セメントGコ住宅で暮らした。それゆえ、多くのオー
ストラリア人が中皮WR lえび、アスベスト関連肺がんに

曜患してきたことは驚くべきことではない。シドニーの

弁護上Mr. Vincent Goldrickは、オース卜ラリア
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のアスベスト原告に対する補償について論じた0

6つの主権をイlする州及び2つの肉治準州によっ
て構成されるオーストラリア連邦では、職場の安全

衛恒を管理する法令、労災補償及び裁判所の管理
は、個々の川の子に残されている。「その結巣、オー

ストラリアの6つの州のすべてが、オーストラリアの

アスベストの歴史の悲劇に対処する、異なった裁判

システムと補償システムをもっているJ0

Mr. Goldrick は、審判lを| 、し、アスベスト請求

の処理を促進するために、 NSW粉じん疾病法廷

(Dust Dise回目Tribunal)という裁判所在含めた、

ニューサウススウ工-)レズ (NSW)のユニークなシ

ステムを紛介した。この法廷はまた、｛吏川者とアスベ

スト供給者、建築物の占有者、発電所の設計者、
そ0:他の問の権利回復の訴えも審理する。 NSWで

は、アスベスト訴訟は、裁判所の者理で 1-21持IUJ以
内に指示 (direction)を受けることができる。通常、

審問 (hcaring)は、法廷、口宅または病院で、 2日

以内で行われる。アスベスト訴訟の場合、 3か月

以内に結論が山されるのが普通である。以前は、
被汗は様々な手段によって法廷での審問を遅ら
せることができたが、このような遅延はもはや裁

判官から許されない。子続をスピードアッフ。する )j

策としては、前例からの証拠の活用、アスベスト

疾患診断へのへルシンキ・ケライテリアの採 111、

大企業については 1956 年に設定された(アスベス
トの有害性のつ)認知の標準期日、などが含まれる。

NSWはまた、 NSW労災補償粉じん疾病委員会
(Workers C o m下ensation Dust Di 町田町Board)

という補償機関をもっており、乙の Jm過失賠償責任

システムが年金、院療費、死亡給付を支払い、また、

粉じん浜患の謝金研究に資金援助も行っている。
フランスの社会学者でフランスのアスベスト被災

者グ凡ーブ (ANDEVA)の創設メンバーの乙とりで

毛o';る Dr.Annie Thebaud-Mo川は、 lCヨ0年代半
ばlこA N D E V Aが設立されて以来のフランスにおけ

るアスベスト被災者の処遇の改書について話した。

この協会 (ANDEVA)に対するサポートは幅広い
グループや機関から寄せられたが、爆発の導火線

に火をつけたのは、アスベスト補償のキャンペーン
を反問したほとんど:が火性で構成されるアスベスト織

物労働者たちと、自らのλ学中にアスベスト吹き付

け耐火村が存配していることに対して立ち上がっ
た教師と"t生たちの0)、たつだった。

A N D E V Aの成功は、社会運動としてのその凡ー

ツに根ざしており、 20の地域支軒以と8,000人のメン

バーを擁している。傘卜団体のひとつとしてAND
EVA は以下のような ～X り組みを行っている。

-社会保障委員会または裁判所に対する請求に
おける、個人的または集団的な、被災者のサ

ポート
・アスベスト法令の改善及び執行のための政治

家への働きかけ

-労働組合との共働

-医学界、干十会保障機関、政府官庁、使用者同休
に対処するカウンターパワーとしてのA N D E V A

の影響 )JをJ広大するためのイニシアティフの同発

.国内において、アスベスト曝露を予防する措置の

採用汝びフランスに才3,tるアスベスト被災者の処
遇の改善(早期退職パッケージなど)のため、及

び目界的なアスベスト禁止のための働きかけ
.フランスの多国籍企業が汚い技術を閣発途上
国に輸出している一方で、フランスでは(圏内に

おけるアスベスト禁止を受けた)ノン・アスベスト

技術に転換していることなどのダブルスタンダー

ドをやめさせるキャンペーン

オランダ上院議員でアスベストの専 I"J家でもある
弁護士 Mr.Bob Rucrsは、 2003年1月かうスター

卜する革新的なオランダのシステムについての充表

からはじめた。被災者とその弁護上、オランダ社会

党の長年にわたるロビー活動の結果、政j付は、 1)ス

ケがあると考えられる版業でアスベストに職業|日暴

露した '1'皮腫の原山に対して、 15,0ω ユーロの暫定

的一時金を支払うようにするととに同怠した。 Mr

Ruers の知る限り、このようなシステムは世界中で
初めてである。

オランダのアスベスト病の多くが、オランダで伝統

的に強 )Jな存在であった多国籍企業エターニNこよ

るものである。 Mr. Ruers は、以下の人々カも提起
された成功したアスベスト訴訟について紹介した0

.夫がエタ一二卜で働き、その作業衣について自宅

に持ち込まれた繊維への家庭内曝露により '1'皮
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腫に曜主号、した妻

父親がエターニ卜で 32成の男性
.1 953-1984年にエタ一二卜の労働者であった父規

の作業衣を6年|山洗濯して、中皮腫で死亡した 46

結論

ヘレニッケ・アスベスト会議は、あらゆるレベルに

版以上の火性
-父親がエターニトで働いていた 55歳の女性

-父親が 1956-1982年に働いていた、中皮腫と診
断されたば均句の 4R i,ji以上の火性

アスベスト・キャンベイナ-Ms. Lauric Kazan-

Allen江圏内の諸問題 世界的解決と題した報
告は、イギギ、りスとキギ、リシヤのアスベス卜経験を上比じ較し

おいて成功した。このイベントのテレビ、ラジオ、高
級紙のほと/広守による報道は驚くべき宅のであった。

ギリンヤ系オーストラリア人弁護寸て Tina Mosidis

は、彼y;を会議開場まで乗せたタクシー運転子か
ら、朝のニュースで会議のととを聞いたと育ってア

スベストについて質問された。全 i本会議、ワーケ
ショッ7 '及び休憩や食事時間を通じて続いた;意北

たものだ

トによる死亡の累積数は、政府によると 22,295'1 1
とされ、ある独立的な研究者は、実の数はその 5倍
の 125サ 00 0件の死亡と推百|している。ギリシャにつ

いては疫学チータはないが、アスベスト採掘とアス
ベスト製品製造の双 )jに従事した人々がアスベス

ト関連疾忠で死亡していることは合定しょうがなL
Ms. K az an -A ll enは、アテネに着いてヒルトン・

ホテルにチェックインしたが、ギリシャの多くのホテ
ル同様、乙のホテルも 2004 年のオリンヒ。ツクに向

けて改装中であった。このホテルが建てられた 1963
年に、 2,5 0 0 m 2のイギリスの耐火製品である吹き付

け1)ンペ、ソト・アスベスト( S L A ) が中央ロビー、休憩

室、ナイトクラブ、パン・パーに使川された。 SLA

の組成は、 6 0 %のアモサイト(茶有綿)、水分及び

交換のなかで提起された課題には、以卜のような

ことが合まれる。

・ギリシャの人々のニーズに合致していない国の
システムを、いかにして改革できるか?

-他の諸圃で闘充されてきたうまくいっている際学

的プロトコ川こいかにしてギリシャの医師たちが

アクセスできるかっ

・環境、公衆街中、消費者保護などのアスベストに

閣連した諸問題を所管するギリシ奇?の様々な省庁
のもとで、補償の促進のために何ができるか?

.国民、労働組合及び専門家たちのアスベストの

危険性に対する閣心を、いかにして高めること

ができるかっ

-補償の改書のために何ができるか、ギリシャの

法律関係者がこの問題に取り組むのを促進す

セメントであった。この物質はとのホテルから安全 るために何ができるか?

に除ぶされたのだろうか?そうでないとしたら、今

なおあるわけで、進行 1' 'の改装作業にこの繊維
がどのような影包企及ぼしているだろうか'? S L Aは、

ギリシャの鉄道及び、 World Glade 、World Glen 、

World Dale、WorldMeadを含むNiarchosグ

ルーフ。が運用した船舶にも使用された。 Ncptunc
Tanker Corporatiunn1所有していた船舶、日1 g e m a

Niar chosとS py r o s Niarcho sにも使用されたo

Ms. Kazan-Allcnは、ギリシ刊こおける速やかな

アスベスト使川禁止のために、政府に圧))をかけ
るよう参加者に呼びかけた。彼交は、参加者が決
議を採択して、政府、iLl際労働機関(IL O ) 、世界保

健機関 (WHO) 、圃連(UN) 及びEUに送ることを提
案した。

とくにそのことについてアテネ会議の主催者と

話し合うために Henry Dunant病院にやってきた、
ギリシャのアテネ領事から、イタリア・アスベスト会

議についての捉案がなされた。極東における会議

の開催、ギリシャ・アスベスト研究会の結成、多国
籍アスベスト写真展の組織化、ギリシャの労働組

合と労働院たちによる医学的サーヴェイランス・プ

ログラム策定の支援、等についての議論も行わ

れた。ヘレ二、ソケ・アスベスト会議の決議起草委 H
が指名され、これは承認され次第、ギリンヤ国内及

び国際レベルで流布される予定である。主催者の
歓待と参加者が↑世界の同僚たちと共働しよさという

情熱が、すべての参加者に永続するインフ。 町内

レソションを旬えた。 品以
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各地の便り

ハツリ労働者のじん肺等患者調査中間報告
大阪參被害を社会的に明らかにするために

參つづく相談
1998年10月に実施された全国 

労災職業病ホットラインを、関西労 
働者安全センターは、「じん肺•ア 
スベスト被害ホットライン」と名づけ 
て行った、2日間でわずか10件と 
相談件数は低調だったが、このと 
きに相談に来られたMさんが、大 
阪市北区本庄西に在住する斫り 
(7、ツリ)労働者だったこと^、今日、 
少なからぬ方々がセンターに相談 
に来られるようになる発端だった。 
そして、Mさんの話から、大阪市北 
区の天神橋筋6 丁目周辺は斫り 
業者と斫り労働者の集中地区だと 
いうこと知らされることになった。
相談者のほとんどがじん肺健診 

を受け、管理区分申請し、療養や 
休業が必要な場合は労災請求を 
行っている。じん肺よりも振動障害 
が重篤な場合は、振動障害で労 
災認定を受けるケースも少数なが 
らあった。Mさん以後、斫り労働者 
からの相談が、一人またひとりと 
ずっと続いている。
參建設じん肺研究会
相談者の話から、「じん肺健診 

や管理区分申請の経験がない」、 
「過去結核で入院した乙bがあるの 
に労災扱いされていない」、「じん 
肺とと&に振動障害を疑わせる「白 

指」経験のある人が少なくない」な 
ど、斫り労働者共通の問題が存在 
していることが確認された。
当センターとしてこの彳犬況を受 

け止め、斫り労働者の問題を契 
機として、建設現場におけるじん 
肺等の問題に取り組むため、関 
心のある研究者や労働組合関係 
者に呼びかけて「建設じん肺研 
究会」を、2001年4月からはじめ 
た。研究会の議論の中で患者調 
査を行うことになり、具体的には、 
じん肺•振動障害で大阪•松浦診 
療所に通院中の元斫り作業従事 
労働者52名を対象として、健康 
障害像をまとめることにし、聞き取 
り調査、聴力検査を新たに行っ 
た。聞き取り調査は奈良医大の 
学生さんたちが主力となり、研究 
会、全港湾大阪支部、建設支部 
のメンバーも参加した。
參産衛近畿で中間報告
現在、報告書を作成中で、中間 的な内容が日本産業衛生学会近 畿地方会で報告された。
52人のほとんどは退職者で、平 

均年齢は61歳。じん肺管理区分 
決定を受けていた42人中、「4」が 
4人、「3ロ」が17人で合わせて21 
人を占め、「3イ」が14人、「2」が 
7人であった。斫りエとしての従事 
経験年数は38年(中央値)で、こ 

のうち管理区分「2Jが短い傾向に 
ある。平均的には、従事後26年 
目に「咳がよぐでる」などの自覚症 
状に気づき、29年目に会社の健 
診などで「じん肺」所見を指摘され、 
その数年後に労災申請を行って 
いる。なお、11人に結核の既往が 
認められた。
手持ち振動工具の振動曝露が 

原因と思われる「白指(レイノー)現 
象」を52人中12人が経験しており、 
このうち8人は「過去1年間にも出 
現」じCいた。「肘関節の伸屈制限J 
は24人が愁訴していたが、尺骨神 
経障害の症状に一致する者はい 
なかった。52人中11人が「ほぼ一 
日中」の「耳鳴り」を、30人が難聴 
の自覚を訴えていた。一方、提出 
された聴力検査結果によれば、51 
人中50人までが感音性難聴を示 
し、その程度を6分法で評価した場 
合、32人が14級以上の障害等級 
相当であった。

なお、じん肺に関する労災未申 
請者が10名いるが、このうち3名 
は振動病で労災認定されており、 
残りの7名については、その後、 
管理2—1名、管理3イー1名、管 
理3 ロー5名と管理区分決定を受 
け、全員が合併症で業務上認定 
を受けている。結局、52名のじん 
肺管理区分の内訳は、管理2—8 
名、管理3イー15名、管理3 ロー
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会織の便!りE

2 2名、管理4 - 4名、未決定3名

(振動病認定)となっている。

一筒所の事業場に継続雇用さ

れている者は少なく、また、年 IUJ労
働円数、刊の労働時間は契機

の影響を受けて、年によって大き

く違っていた。新築専門、解体専

1J "の tiもいたが、多くはその時々

のi:1事に応じて新築・解体・改造

のいずれの作業も担当していた。

新築時には、コンクリー卜力、ソター、

チッパ一、ブPレーカなどが、解体時

にはユンボ、ブレーカ、削岩機な

どが主に使用されていた。

.騒音性難聴で障害補償

今回の調査の一棟として、聴力

検杏を実施した点在地忠で労災認定

されている )jは、対象者の '1'では

わずか 11 ' ,だけだったが、との方

の主治俣の耳鼻科閣業医に今Inl
の対象者全員の聴力検金をお願

いすることになった。聞き取り調査

では 2 0 %が-tJ中耳鳴りがある

と拝え、 5 8 %が難聴を自覚してお

り、耳鼻科での聴力検査は 52 ,'1
中 51名が受診した。

検査の粘巣、労災保険におけ

る耳の障害等級で段低の 14級と

される「片耳の舵) ] tq失が40チシ

ベル以上」の )jが、 32名 (63%)い

ることがわかった。難聴について

の|埠需補償請求の|時効は最終

騒首作業離脱から5年とされて

いる三となどで請求権が失われて

いる方以外について、現在順次、

労災請求をfTっているところだ。

.保護具は全部自分持ち

じん肺などの健康障害が発生

している胤閃は、有効な粉じん等

の防止対策が行われてこなかっ

たことにある。ある時期から保護

具着用についてはゼネコンなど

の元請け会社等の指専が厳しく

なったようであるが、防止対策と

しては、未だに改善の余地が大

きいことが、聞き取り調杏から指

定された。

聞き取り調査によれば、マスク、

耳怜、保護メガ「才の着 JIJが現場で

うるさ«主ったのは1980年ごろから

というととだった。少なくとも、それ

までは、個人曝露防止対策の指

導は全くなかったようだ。また、ゼ

ネコ;等がうるさく指導するように

なったとされる時期以降現在に雫

るまで、保護只費用はすへて労働

者白身の負但とされており、不適

切な状況が現存している。

こうした安全衛生告理責任怠慢

の根底に、研り労働斉がおかれ

てきたきち;:Il'!J.展 JIJ環境、労働条 fl今

があることは言うまでもない。たと

えば、ほとんどが|玉|民健康保険を

モち、展川保険にも加入したことが

ない。 百で言えば、労働者の弱

い立場につけとんで、果たすべき

責イでを会社担U(事業者側uが果た

してこなかったことが現在の被告

をもたらしたということだ。

Wiり労働者はすべて専門の断

り業者に雇用されてお1、祈り業者

は俗に「親方」と称される層だ。規

方にも、会社組織で重機を何什も

保イlし業況の盛んなところから、

コップレyサー l台か2台のごく零

細なところまでまるのでむとくくりす

ることはできないにし弘元請けゼ

ネコンを 1ft¥¥(とした事業者側に、

じん肺等健康被需の高任がある

ことは明白だ。

.法規制に問題はないか

事業主側の責任は明stJミとして

も、事業者側の最低限の安全衛

生管理責任を定めている安全衛

生法規に問題去はなかったのだ

ろうか。

たとえば、じんIJ市について防止

対策は、具体的には粉じん障害

防止規則(粉じんIIU)に規定されて

いる。祈り作業は、粉じん日JI上で

は、通常、 r6 岩石見は鉱物を裁

断し、彫り、又は｛土|げする場所

における作業(第 13月に掲げる

作業を除く。)。ただし、火炎を用い

て裁断し、又はイ士|げする場所に

おける作業を除く。 J(粉じんD lJjJ Jl

;;t<第1)に分類される。

ところが、使川される一仁具は手

持ち工具であるために、「特定粉

じん作業」とは「さオγd: elJととか3、

防護のための設備等については

「全体換気装置による根気の実施

ムくはこれと同等以上の措置を講

じなければならなしりとされている

訟の、事業者に「作業環境測定」

の義務は規定されておうず、労働

者に対する特別教育 (1 粉じん

の発散防止及び作業場の根気の

方法、 2 作業場の管問、 3 呼

吸川保護具の使川の方法、 4 粉

じんに係る疾病及び健炭管理、 5

一関係法令)を実施する義務もま

た規定されていない。

保護旦(防じんマスケ)に閣して

は、 lífiり作業が該~するとされて

いる|記の粉じん則別表第 1の 6

月については、「別表第 l第 o~.

に掲げる作業のうち、屋内ムくは坑

内において、手持式又は可搬式

動力工旦を用いて岩石又は鉱物
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を裁断し、彫り、又は仕上げする 環境測定が個人曝露量の測定を .大阪だけのはずがない

作業J(粉じん則別表第 3の 4)が

「干狩式動力一じ具を用いて行う作

業のように作業の態様、粉じんの

飛散の態様等か3、作業環境1' '

の粉じん濃度にかかわらず、個人

ばく露濃度がλきいと比定される

作業」でaるという理向カミら、また、

「別表第 l第 6号又は第7号に掲

げる作業のうち、原外の、研ま材

の吹き付けにより、研まし、又は岩

石若しくは鉱物を彫る場所におけ

る作業J(粉じん則別表第3の'5)が

「作業の態様、粉じんの飛散の態

様等かう発生源対策を講ずる必

叫があるが、有効な発中源対策

を講ずることが困難である作業」

であるという理由カも粉じん則第

27条rll予吸JIJ保護具の使 JJI Jが適

用され、事業者に労働者に呼吸

用保護具を使用させる義務があ

ることが規定されている。

以上のように、粉じん川は、研

り作業については、「全体換気装

肯かそれと|司等以|の持関」、 lr呼
吸用保護具¢使用」を事業者¢最

低限の義務として規定しているこ

とになる。

今回の聞き取り謝金からは、前

者については行われてこなかった

こと、 f走者については費JIJかすべ

て労働者負担であることからも、

法律上のぷ務の履行としては全く

不十分なままであることがわかる。

つまり、現行法規制さえ十分機能

していないのが現状だ。とれら粉

じん則|の規定が遵守されていな

い場合は、すべて労働安全衛生

法違反となり罰則が適用されるこ

とになっている。

ところで、 般的に現行の作業

念頭においていないために、曝露

防止への動機付けとなるはずの

粉じん曝露呈の桁定:か全く行オコれ

ず、研り作業のような非定市的な

移動作業における粉じん曝践を

野放Uごしてしまう原因のひとつに

なってし沼こともまた否定できない。

また、特別教育の実施義務が特

定粉じん作業に限定されているこ

とも弊当が大きい。粉じん則その

ものにも欠陥があるのだ。

一方、じん肺の健康管理はじん

l防法で規定されているが、研り労

働者の実態からみた場合、やは

り問題点カが涜t見

条文には、「常時」という豆長があ

ちとちに同てくる。たとえば、各種

健康診断の実施義務は、常時粉

じん作業従事労働者を対象として

いる。ところが、研明働者は短期

IUJで親方を変わったり、親方を掛

け持ちしている場合が少なくない

ので、実際上は、事業者からみた

場合、義務の責任主体がきわめ

て陵昧になる場合が多く、じん!附

健診すらきちんと行わ才1ないなど

健康管理体制が倹能しないとし追う

ことになってしまう。者紺な末端の

事業者に責任を結果的に押しつ

けていξのて作業転換なと、ご展JIJ
を守る力をなく、じんl附重症化、即

失職となるわけで、現行じん肺法

は、断りじん肺患者の保護からみ

た場合は、きわめて不十分という

ことになってしまう。じん肺法は、製

造業、鉱11ほど常JIJ労働者を/吏JIJ
する事業にはマ、ソチしでも、研り労

働者はじめ、建設労働者のような

重屑下請け、末端零細という事業

者構造にはマ、ソチしていない。

研) " ) ;働否の深刻なし! ul坤等健

康被害の実態の端が現われて

きたわけだが、大阪地区だ九ナでも

もっと患者がいるはずだと、調台

対象となった人たちは口をそろえ

る。そのとおりだと思う。また、同様

な問題は、他の地域、とくに大都

市城には体実に多数が存在して

いるものと忠われる。長近、東京

方面での相談者に断り')j働者が

散見されるようになっているとのこ

とだ。

当センターへ¢相談者の方たち

の問題から、沖縄の研りじん肺被

災者の支援をはじめつ三却〕、 ri沖
縄」については、今後の当センター

の重要課題のひとつだ。

~Jiり労働青の問題が社会のお

もてに現われてこなかったのは、

建設業特有の重層下請け構造

卜において、事業背側が義務を

サボタージュしてきたこととともに、

労働組合が組織されてこなかっ

たことが大きいと忠われる。今刊

の調台対象者は全員が,)］働制

台には入っていない。これまで出

会った零細な祈り親方も誰も労働

糾合には組織されていないし、同

業者組台す3ない。組織されてい

ないので、労働組合をベースに

した調査では実像は浮かび上がっ

てこない。日木監業衛生学会で

も過去に、町内労働者の事例報

白はごく少なく、今凶のようにまと

まった数の報告はなかった。その

意味で今刊の調査報告が、今後

の断り労働者数済J広んのひとつ

の契機となればと考えて一一一

いる。 1;"11: H
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ホルムアルデヒド中毒認定
頃には眼がかすみ、頭痛に襲わ 
れはじめた。たまりかね、「体調が 
悪く作業がうまく進められないので

東京參リフォーム会社勤務の塗装エ 手伝ってほしい」と連絡を入れて、 
営業メンバーのひとりに午後応援

2001年8月、渋谷労基署にホ 
ルムアルデヒドによる中毒を労災 
請求した塗装エのKさんは(当時 
58才•男性)に対し1年以上の調 
査を経て、2002年11月にやっと業 
務上認定の決定が下された。
塗装職人のKさんは、長年自 

営だったが、長引く不況で技術を 
活かし2001年春、新聞紙上で募 
集していた塗装•雑エとして、リ 
フォーム会社で働くことにした。

6月後半、〇ハイツの一室の塗 
装作業と下馬のS邸の物置の作 
業を受け持つことになった。

〇ハイツは部屋のリフォームで、 
22日が初日で、25、27日と床、天 
井、壁、ベランダ等の塗装を担当 
したKさんは、25、27日とシンナー 
を使って台所壁、天井、ワク、床 
などを洗う作業、防水用床ニスを 
塗る作業をした。下馬のS邸は、 
駐車場の奥の一角(6畳程度)を 
合板で間仕切りして物置を作ると 
のことで、23日に大工の補助が始 
まり、26日、28日と塗装に入った。

Kさんが初めて症状を感じたの 
は、26日、S邸での作業中だった。 
23日に大工の補助の際に、合板 
を使って間仕切りを作るのを手伝 
い、3日が経過していた。24、25日 
と大工さんは、さらに作業を進め、 
26日、間仕切り内部の床合板の 
上には、接着剤を使って、床シー 

卜が貼ってあった。
Kさんは、入った途端に、あた 

りに立ちこめている異臭に気づい 
た。みると間仕切り内部の床上に 
は、施主のSさんが設置したと思わ 
れる空気清浄機がおかれていた。 
この異臭にたまりかねて、設置さ 
れたものだった。しかし、天井から 
床を全く密閉してしまっているこの 
物置の構造では、清浄機をONに 
しても、異臭(使用した合板から放 
出されたホルムアルデヒドであると 
思われる)を浄化するどころか、た 
だ物置内の空気をむなしくかき回 
しているだけである。

Kさんは、Sさん宅に声をかけ、 
「こうした場合、扇風機のほうが良 
いので貸してくれ」とお願いしたが、 
Sさん宅ではエアコン使用で扇風 
機は一台もないとのこと。仕方な 
く仕事を始めたが、10時を回った

に来てもらって、その日の作業を 
なんとか終了させた。

その日からKさんは、眼のかす 
みと痛み、涙目、頭痛で眠れなく 
なってしまった。涙目•頭痛が続く 
翌日、昨日とは違う現場•〇ハイツ 
で一日防水用の床ニス作數しも 
28日、もう一度、S邸に行き、再び 
10時頃にはもう限界と判断し、早 
退した。帰りは車の運転をしなけれ 
れならなかったが、何度も眼が 

刪

かすみ前方がわからなり、生きた 
心地がしなかったと言う。

コンクリート造りの駐車場の行 
き止まり部分に仕立てたS邸の物 
置は、6畳ほどの空間を天井から 
床までぴったりと合板で密閉した状 
態となっていた。Kさんは、例年に 
ない猛暑と湿度も重なって、合板 
から放出したホルムアルデヒドが 
密閉度の高い物置の中に滞留し、 
これに曝露したことが認め 
られたのである。
(東京労働安全衛生センター)

腰痛裁判で逆転公務上判決
奈良參放射線技師の災害性腰痛

奈良県立三室病院に勤務して 
いた辻佳彦氏は、1994年5月6 
日、レントゲン室の撮影台に重さ 
8kgのバリウムイジェクター(大腸 

に造影剤を注入する装置)を取り 
付ける作業中に、力を入れて手前 
に引いたところ、予想に反して急 
に滑り出したためとっさに腰を引い
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たときに激痛が走った。すぐに診 
察を受け、「腰部捻挫及び椎間 
板ヘルニアの疑い」と診断され、 
症状が改善しないため奈良医大 
に受診したところ、「胸椎椎間板 
ヘルニア及び胸髄不全麻痺」で 
手術を受け、結局4か月以上の療 
養となった。
辻氏は、地方公務員災害補償 

基金奈良県支部に対して当然公 
災請求したが、公務外とされ、再 
審査請求に至るも棄却され、 
1998年3月奈良地裁に提訴し 
た。2002年4月、奈良地裁は不 
当な公務外判決を出したため、大 
阪高裁に控訴したところ、同年10 
月25日、逆転の公務上判決が下 
された。地公災基金は上告せず、 
確定判決となった。
災害性腰痛の認定基準は、① 

腰部の負傷又は腰部の負傷を生 
ぜしめたと考えられる通常の動作 
とは異なる動作による腰部に対 
する急激な力の作用が、公務の 
遂行中に突発的な出来事として 
生じたことが明らかに認められる 
ものであること、②腰部に作用し 
た力が腰痛を発症させ、腰痛の 
既往症を再発させ、又は基礎疾 
患を著しく増悪させたと医学的に 
認めるに足りるものであること、の 
いずれをも満たさなければならな 
いとしている。
地公災基金は、辻氏受傷時の 

作業、動作が放射線技師としては 
「通常の作業、動作である」と認定 
し、ささいなレントゲン所見を重大 
な基礎疾患と過大評価して、私病 
扱いしたのだった。地裁判決は、 
問題となった作業が腰痛の原因と 
はなり得ないものだと誤認した上、 

辻氏の述べる災害発生状況が虚 
偽であるかのように認定し、まさに 
予断と偏見そのものだった。
地裁段階で辻氏側は、田島隆 

興医師の「胸椎椎間板ヘルニアの 
原因を患者の素因に結びつける 
ことは困難」との意見書、柴田俊 
忍京大教授の作業時に思わぬ大 
きな外力がかかった可能性があ 
るとする調査報告書を提出しいた 
が、地謝iことごとく無視、因果関 
係を否定しなかった裁判所依頼の 
鑑定結果さえ採用しないで、原告 
の請求を退けていた。
大阪高裁は、あらためて証拠を 

吟味し、柴田報告書、田島意見書 
を採用し、「本件事故は、控訴人 
の作業(公務)に内在し、又は随伴 
する危険性が現実化したものと考 
えられるから、本件傷害と上記公 
務の間には相当因果関係がある 
祕と認权)〇が相当」と判示した。 
つまり、前述した認定基準上の「通 
常の動作とは異なる…」といった極 
端な、また形式的な災害性要件は

採用せず、当該作業の内容をよ 
く吟味して「業務に内在する、ある 
いは随伴する危険性」の存在にっ 
いて検討の上、公務上との判断を 
行ったのだった。

この考え方は、現在の司法の 
考え方の主流であり、腰痛の分野 
では、2000年7月の船橋市清掃 
員腰痛公務上最高裁判決に端的 
に示されているものだ。過労死な 
どの業務上外裁判でも、同様の考 
え方がとられるようになっている。

そうした意味で今回の判決は、 
これまでも批判が多い腰痛の認 
定基準そのものを批判するものと 
なづている。認定基準を最低基準 
として、認定基準で判断できなし松 
務上事案がありそれは個別に判 
断できる、といった柔軟で当たり前 
の認定基準運用を地公災基金が 
できない以上、一日も早く非現実 
的な腰痛認定基準は改正される 
べきだろう。そして、このことは、労 
災保険にも当てはまることである。

(関西労働者安全センター)

健診チェックで石綿肺がん
神奈川•配管保温作業に50年従事

神奈)11建設ユニオンの組合員 
であるSさんは、20歳の頃から70 
歳の現在に至るまで、つまり50年 
間、発電所などの配管保温作業 
に従事してきた。最初の25年は 
労働者として、後半の25年間は 
自営業者として、いずれにせよ、 
ずっとアスベストをはじめとする粉 

じんにまみれて現場で働いてきた 
のである。
同ユニオンでは、数年前から健 

康診断のレントゲン写真を借りて 
きて、大和市•十条通り医院の斎 
藤竜太医師(神奈川労災職業病 
センターの理事長でもある)にじん 
肺のチェックを依頼。その全体の
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結果報告学習会をあわせて実施
してきた。
実はSさんは以前から明らか 

なじん肺所見が見られたので受 
診を勧められていた。しかし、「働 
けるまで働く」、「生涯現役」という 
職人気質もあったのか、受診に 
至らなかった。いよいよ体調を崩 
して働くことが難しくなったことや、 
Sさんに限らず組合員に対する 
ユニオンの強い受診の勧めもあ 
り、今年の3月に、ようやぐH条通 
り医院を受診、労災の手続をとる 
ことになった。
実際に休業補償を請求したの

は2002年の5月末であったが、3 
か月も経たないで給付の決定が 
なされた。おそらくあまりにもはっ 
きりした粉じん職歴と医学的所見 
があったからであろう。
今年もレントゲンの読影と学習 

会が予定されている。仲間が労 
災認定されたことで、より一層組 
合員の関心は高まるであろう。補 
償はもちろんのこと、予防対策面 
の課題は大きい。センターも微力 
ながらユニオンと共に取り組んで

姗
(神奈川労災職業病センター)

10月に大学病院に受診した。3年 
前に腰部脊柱間狭窄症の手術の 
際、腰椎を固定したボルトを抜く手 
術を受けることとなった。

Tさんは、病院の医療ソーシャ 
ルワーカーに相談。労災の可能 
性があるということでセンターを紹 
介された。Tさんの雇用先は孫請 
け会社。元請会社の事業主証明 
を取るのに手間取ったが、労災請 
求手続をとった。2002年5月末に 
三田労基署に出向き、作業の態 
様を詳しく書いた申立書を提出。 
その後1〇月に聞き取り調査を受 
け、11月半ばに業務上の認定が 
出た。

電気工の腰椎脊柱管狭窄症
東京參集中工事による再発を認定

もともと腰部脊柱管狭窄症の 
手術で腰椎を固定し、その後の経 
過は良好だった。Tさんは何の不 
安もなく、電気工の仕事を続けら

2002年4月、新宿の大学病院 
に入院中のTさん(男性‘62歳)か 
ら東京労働安全衛生センターに相 
談があった。電気工として、ビル新 
築工事のテナント入居用の電気 
設備工事の作業に従事していた 
が、2001年7月に腰痛を発症し仕 
事力^きなぐ^った。3年前に腰部 
脊柱管狭窄症で手術を受けたが、 
その後完治し、バリバリと現場の仕 
事をこなしていた。

2001年7月、港区の44階建て 
のビル新築工事の現場では、「の 
び馬」と呼ぶ金属製の作業台を使 
い、天井の配線工事を担当してい 
た。作業台の重量は約30kg、高 
さ1.5-1.8m。天井内の配線工事 
を進めるごとに作業台をおり、へ

ルメットを被った頭と両手でのび 
馬を持ち上げながら、頻繁に移 
動を繰り返した。工事期間満了の 
短期集中工事であったため、現 
場の作業は混雑し、不安定な作 
業台の移動を繰り返すうちに、腰 
が痛くなった。現場は7月末で終 
わり、次の現場に入ることを控え 
て腰の様子をみていたが、いっこ 
うに腰痛は治まらない。やむなく 

れた。ところが、昨年の夏場の暑
い盛り、港区の高層ビル建設現 
場の作業で、「のび馬」と呼ぶ作 
業台を使い、天井の配線工事を 
行った。いちいちのび馬を畳んで 
持ち運ぶことができないため、踏 
み台の下に頭をいれ、両手で持 
ち上げながら移動させていた。こ
うした作業態様により腰部に相当
の負担がかかり、腰椎固定部に
支障をきたい腰痛の再発 
をもたらしたと考えられる。
(東京労働安全衛生センター)

厚生労働省発表資料情報
2〇02年9月「平成13年労働環境調査の概況」(http://www.mhlw.go. 
jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kankyouOl/index.html)
2002年12月12日「ダイオキシン類による健康影響等の調査結果 
について一大阪府豊能郡美化センター等廃棄物焼却施設関係労 
働者一J (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/hl212-l.htinl)
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「石綿の代替化等検討委員会」を設置
厚労省參「石綿及び同含有製品の代替化等の調査結果」も公表

平成14年12月12日厚生労働省発表 
(労働基準局安全衛生部化学物質調査課)

石綿の代替化等検討委員会の設置について

厚生労働省は、石綿を取り扱う労働者の健康障害防止 
の観点から、石綿の製造•使用等の禁止措置について検 
討を行うため、石綿製品のメーカー、ユーザー団体等を対 
象に「石綿及び同含有製品の代替化等の調査」を行いそ 
の結果のとりまとめを行ったところです(別紙)。今般、調 
査結果をも踏まえ専門技術的観点から代替化の困難な石 
綿製品の範囲等を絞り込むため、学識経験者による検討 
委員会を設置することとしました。
1趣旨■目的
現在、製造、使用等が行われている石綿製品について、 

非石綿製品への代替化の状況、代替製品の性能、国内 
外の代替化技術等を踏まえ、専門技術的観点等から、代 
替が困難な石綿製品の範囲を絞り込み、今後の非石綿製 
品への代替可能性等を明らかにすることを目的とする。
2委員構成(五十音順)
池田 浩治 東京農工大学工学部機械システムエ 学科助教授枝広 英俊 芝浦工業大学工学部建築学科助教 授大野 晋日本原子力研究所社会技術研究シ ステム研究員(化学工学会安全部会副 部会長)明治大学理工学部建築学科教授 東京大学工学部建築学科教授 早稲田大学理工学部建築学科教授 独立行政法人消防研究所理事長 (社)産業安全技術協会会長
3第1回委員会の開催時期 平成14年12月16 H
※個別企業の技術的情報を取り扱うため、一般傍聴は予 
定していません。報告書は公表を予定しています。

石綿及び同含有製品の代替化等の 調査結果の概要
1. 調査目的
厚生労働省は、石綿(アスベスト)のうち、クロシドラ仆请 

石綿)、アモサイト(茶石綿)については平成7年に製造、 
使用等を禁止したところであるが、近年、クリソタイル(白 
石綿)についても代替品の開発が進んできていることを踏 
まえ、国民の安全、社会経済にとって石綿製品の使用が 
やむを得ないものを除き、原則として、使用等を禁止する 
方向で、検討を遺めることとした。

このため、現時点で代替化が困難な商品及びその用途 
を明らかにするとともにそれら代替困難品の代替見込み 
時期を把握することを目的として、石綿製品製造企業等 
に対するアンケート調査を行った。
2. 調査対象、調査方法
調査時点で把握していた次の石綿関連企業及びその 

団体にアンケート調査票を送付するとともに、調査票の回 
答内容を明確にするため、電話により補足的な意見聴取 
を行った。
•石綿製品製造企業26社
建材製品製造企業20社、建材以外の製品の製造 
企業7社(1社重複)

•石綿製品製造企業の業界団体10団体
•石綿製品のユーザーの業界団体19団体
建材製品のユーザーの団体7団体、建材以外の製 
品のユーザーの団体12団体•石綿•石綿含有製品の輸入事業者8社

3. 主な調査事項
① 共通事項石綿の使用、代替化、禁止措置等に関する意見
② 個別事項
石綿製品製造企業
•製造、使用等しないと安全確保が困難な石綿商品及び 
その理由(用途、使用条件等)
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-安全権保以外の理由で製造、使用等が必要な石料尚
品及びその理由(崩途、使用条件等)

・代替見込時則

石綿含有製品のユーザーの業界団体
安全確保等の観点から｛史崩がやむを得ない｛J綿製品

の種顎及びその理由(用途、使用条1'1守)
-代主主見込時期

4 調査結果の概要

(1)アンケート票の回収状況
.石料製品製造企業2 6祉に調査票在送付したとごろ、

ユ6社(100%) 力、ら|ロ|各があった。ただし、うちl社につ

いては、個別質問事項への回停が得られなかった。
.石料製品製造企業の業界団体10団体に対し、白由

な丘見を聴取したところ、 10凶休(100%) から|ロ|答が

あった。
.石料・石仙台有製品の愉入事業者日社に対し、自由

な丘見を聴取したところ、 8社 (100%) から|ロ|答があっ

た。
.石刺li含有製品のユーザーの業界団体 19団体に対

し、調査票を送付したところ、 18凶休(94.7%)から|ロ|

停があコた。うち 7同体については、当該同体を通じて
台計124の当該団体に所属する会員企業から回答が

あった。ただし、 |ロ|答のあった1 8 凶休のうち 1凶休に

ついては、個別質問事項への回答が得らオなかった。
(2)石綿製造企業の回答集計結果 (31J哀 1参照)

・調査対象の製造企業か引ロ|答が待るれた 197積(建

材 107種、 j二建材90種)の商品について、製品の種別
ごとに集計を行った。

• 1り7積の o綿製品のうち、 o綿の使崩の必要陀がな 

いとの回答があったものが 140商品、石綿の使用の必

要性がまると回答があったものが 57 同品であったo

・ o綿製品の使同の必要性が庇主と|ロ|答のあった 57
商品のうち、安全確保のため必要と回予干のあコたもの
がお曲品、安全確保以外の理由で必要と回答があっ

たものが 32 商品であったD

使用守しないと安全確保が困難で庇ると回拝があった
もの(25両日, )

織維強イ化七七メン卜板(刊半ド板) 判40商占品占仁中ド 3商占品占
繊維強化セメント仮(波仮) 幻52商晶中R商品

ジヨイントシ一ト 2 0尚日品l中 2尚旧
シ一ル材 刷69商占品占中ロ12商占品占

使用等しないと安全確保が困難であるtの- (ななl'が、
安全保保以外U)f中由で使用等を巾止でさない叫由があ

ると|ロ|各があったもの(32商品)

繊維強化セメント仮(平仮) 40商品中7商品
繊維強化セメント収 (i庄板) 52同品巾21両日

～業系サイディング 2尚旧I 巾 2尚日1

o綿セメント円筒 2商品中2商品
.有綿製品の製造、使用舎を中止できない理山がない

と回答があったものは、

押山成形セメント板
住宅屋根用化粧スレート

その他石綿製品
であった。

.なヰ主そ正他石綿製品に該当する商品で、当該商品
を使用等しなし止安全保保等か1王|難でi l 0る何かを判断

するのはユーザでないと凶難であると|ロ|答があコた

8種の商品は、集言|から除いている。

.断熱利用接着剤及び耐熱、電気絶紙放については、
技斗商品はすでに製造中止との|ロ|答があった。

(3)石綿含有製品のユーザーの団体の回答集計結果

(別表l参照 8 4貞参R司)
o綿 fT有製品のユーザーの業界凶休 17凶休の|ロ|笛;

について、製品の種別ごとに集言|を行コた結果、

• ,j''I 'H成形セメント枚

住宅用根同化粧スレト
有綿セメント円筒

断熱材用援者沖l
については、心綿の使用が必要であると|ロ|答した凶体

はなかコた。

.繊維強イヒセメント板(平板)

繊維強化セメント板(波板)
窯業系サイデ fング

については l団体

耐熱、電気絶縁板は2凶休
ジョイントシートは9同体

シール材は6団体

その他o綿製品は7凶体
カらそれぞれ有綿製品の使用が必要であると回停が

あった。

(4)石綿の代替化についての意見の概要
石綿製品製造企業、石綿製品製造企業の業界同体、

石市lj・石市lj含右製ITf ω輸入事業育、石料含布製 I]l mユー
ザーの業界凶休及びその所属の企業のむ綿江代替化に

ついての意見の概夏は別表Z及び別表3のとおりである。

別表2 石綿の代替化についての

意見の概要(全般的な意見)

代替化が可能であるとするもの
。有綿含有建材の非石綿建材への代替は概ね可能で

il0る(建材メーカー)
00綿 fT有商品江剖合が毎年減φしてきでおり、半成
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11倭織の便り E

14年度末には石綿台右曲 11Mをけ指したい(建材メー

ナト凶休)
0 無有綿商品の割合がイ|々増加傾 1(1)に庇〕 、 2005イ|

にはユーザーのほとんどが無石綿曲l日を選択するよう

になると忠、われる(建材メーカー凶休)

代替化にあたって問題点があるとするもの

0 石刺l尚l引こ比べて非石*iil尚 11JI rは耐熱主・而I圧性・耐

主主品性・耐火性・耐候性に劣コており、 { " "格も高制"であ
るため非石綿商品への代替は困難である(非建材メー

力一)
0 代替化が可能な商品についても、新設正化 γっ。ラン

トでは問題ないが、既設の 7ランH =ついては代替品に
取り主主えた場台のリスクが不明な場台がある(非建材

メーナJー)

。代替晶の使用を可能とするためには、構造規格等の
改正が必要になるモのがある(非建材メーカー)

0 代替品の安全性が十分に実証されているか疑問で

ある(輸入事業者)
0 非石制li建材の耐久年数が石綿建材に比べて短いた

め、廃棄物の量の増加・維お管理コストの上司という問

題がある(建材メーカー)
0 石制i H l : :位五側主を使用して非石制i 1曲品を製造す匂三め

には多額の設備投資等が必要とな弘中小企業では凶

難であり廃業のおそれがある(建材メーカー)

その他
O クリソタイルとケロシドライト・アモサイトの有害性の斧

について|分吟味すべきである(建材・非建材メーカー、
輸入事業育)

0 代替化の検討にあたコては、健康影響、環境影響、

性能、コストぞ干のバランスを考慮する必要が庇る(建材
メーカー団体)
O {j綿を全由的に禁止すξのではなく、引き続き管理

して使用すべきである(建材メーカー、輸入事業者)
O 石綿製l日向原則禁止にあたっては、十分な同知期閣

を設けるべきである(建材ユーザー凶体)

0 石綿の使用等を禁止する法??については施行時則

を笈)05年以降にすべきである(輸入事業育)
O {j綿商品を一律に禁止すξのではfよく、商品の種類

鮮に規制を行うことを考慮すべきで去る(建材・非建材

メーカー団体)

別表3 石綿の代替化についての

意見の概要(製品の種別の意見)

-建材
押出成形セメント板

0 製造・使同等を中 110山来ない特段の理由のiJ6る商品

はない
O 代替見込時期は、 2003 年～2005 年頃 

住宅屋根用化粧スレ卜
0 製造・使用等を巾止市米ない寺段のJ ! i '由。 〕ある尚ITf I

はない
0 代替見込時則は、 2003イ|後半

繊維強化セメント板(平板)
0 製造・使用等を中 If-: W来 tJ:¥寸守段の理由正i J 6る商品

はない

0 防火対策 h必要、 JTS試験標準材として需要が(50,
製造j去の転換が凶難、経年変化についての信頼性等

の理山から、製造・使用等を中止出来ないものがある
O 代首見込時期は、 2005年頃の尚 11 J Iがあるほ仇主)08

年、 2007 年～2012 年を目標とする商品がある

0 代替見込侍則が未定又は代替がイ、可能という商品

がある

繊維強化セメント板(波板)
0 製造・使用手を中止出来ない特段の理山のil";る商品

はない
0 耐久性、成形上の珂題、設備投資が必要、危険物合

庫・高温高問機器設置工場¢火災・爆)6時のJ司宮防止、
化学一仁場の建昼の腐食防止、高電圧取扱い建屋の感
電事政防止、火災の際の延焼防止、葺き替え補修に必

夏守の理山から製造幣を中止できない商品がある

0 代位見込時期は、 2004年~京)05年頃という尚l'IT rが
iJ6るほか、耐久性、成形上の問題、設備投資が必要、

化学工場・危険物倉庫・沿岸地I械の工場の屋根材とし
ての用途がある等の叫由カ»王代替見込時期が未定又
は代替不可能という商品がiJ60
窯業系サイディンゲ
O 耐久性の確保、コスト、防火対策等の科白から製造

等を中 110できない商品がまふ

0 技術上、コスト匝の課題をケリアした代替品を問先済

でまるが切討には設備投資が必要なため現在は製造

等が必要な商品がi!'J 0
0 代替見込時則は2005イ|、主107イ|目標

O 代首!日がない尚 11JI rがある

石綿セメント円筒
O 高温になることカ吟{七替品では性能が|分でないた

め、製造使用等を中止できず、また、代替時期は未定

・非建材
断熱用接着剤

0 すでに製造等を中止している

断熱・電気絶緑板

。すでに製造守を中止している商品が去る
。両温品圧ガスかF機器を保護する0)1=必要な両品が

ある

82 安全センタ情報 2003年 1.2月号



各地の便り

ジョイントシート
〇製造•使用等を中止出来ない特段の理由のない商
品がある

〇 一部の商品で製造•使用等を中止できない特段の理 
由がある
特に、高温、極低温、高圧、極低圧、酸•アルカリ•塩 
類•有機溶剤•熱媒•可燃性物質•腐食性物質•その他 
有害性物質等のある条件下で使用される商品、ボイラ、 
圧力容器、焼却炉、原子力発電所、航空機、修繕船等 
に使用される商品が該当

〇化学プラントに使用する石綿商品について代替化を 
図る場合には耐久性を十分評価したうえで慎重に実施 
することが必要である

〇非石綿商品は石綿商品と比べ使用温度や使用流 
体の範囲に限界があり、寿命に関しても問題が残さ 
れていることから、代替化の可能性を一律に判断でき 
ず、安全の観点より慎重に実績を積み重ねて対応す 
べきである

〇代替見込時期は、メーカー側では2002年末、ユーザー 
側では2003年〜2005年頃の商品が多いが、2010年 
頃という商品もある〇ユーザー側では代替見込時期が未定又は代替不可 能という商品も多い

シール材
〇製造•使用等を中止できない特段の理由のない商品

がある 

〇 一部の商品で製造•使用等を中止できない特段の理 
由がある
特に、高温、極低温、高圧、極低圧、酸•アルカリ•卜 

ル•エン•エチレン等のある条件下で使用される商品、航 
空機、船舶、発電所等に使用される商品が該当 

〇代替見込時期は、2003年〜2005年頃の商品が多 
いが、2010年頃という商品もある

〇代替見込時期が未定又は代替不可能という商品も 
多い

その他(石綿糸•石綿布等)
〇製造•使用等を中止できない特段の理由のある商品 

はない
〇 300度〜350度以上の条件下で使用される商品につ 

いては代替は困難である
〇代替見込時期は,2003年〜2004年の商品がある 
〇1000度以上の高温下での断熱材等として使用され 

ており、代替時期が未定又は代替が不可能という商品 
がある

〇高温等の条件下で使用される商品について、代替見 
込時期が未定又は代替不可能という商品がある 

その他(摩擦材)
〇製造•使用等を中止できない特段の理由のある商品 

はない
〇代替見込時期は、2003年頃の商品がある 
〇クラッチの摩擦材、コンベアのブレーキライニング材 
で代替見込時期が未定という商品がある

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 
各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 
健康のための全国ネットワークとして、1990年5月12日に設立されま
した。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」 
を発行じrいるほか、②労災認定•補償問題等々 
での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講 
師の派遣など学習会•トレーニングへの協力、④ 
働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の 
労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組

セン
みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 
供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 
は得られない情報を満載しています。

參購読会費：1部年額10,000円(複数割弓Iあり) 
♦見本誌を請求してください。
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干660-0803尼自制改洲本通卜16-17附11医療生協酬｜支部 TEし(06)6488-9952 I FAX (06) 6488-2762 

兵 weひょうご労働安全衛生センター
〒651-0096神戸市中央区雲｝l:j函ト1-1212月 TEし（078)251-1172 /FAX (078) 251・1172 

広 品・広島労働安全衛生センター E-mai I hirosima-azc巴nter@cronos.ocn.nc.jp 
干732・0827広仏市南区稲荷町5・4山田ビル TEL(082)264-4110 /FAX (082) 264-41 l O 

鳥 取・鳥取県労働安全衛生センター
刊 80・0814鳥取市街lllT505lきJ治労会館内 TEし（0857)22・6110/FAX (0857)37-0090 

愛 媛 ・NPO法人愛媛労働安全衛生センター E-mail eoshc@mx81.tiki.nc.jp 
〒792・0003~居浜市新田町 L-9-9 TEL(0897) 34-0900 IF AX (0897) 37・1467

愛 媛 ．えひめ社会文化会館労災職業病相談室
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高 知・財団法人高知県労働安全衛生センター
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熊本・熊本県労働安全衛生センター
〒86ト2105策本市秋津町秋岡3441.201mレークタウンクリニ'Jク TEL (096) 360-1991 /FAX (096) 368-6177 

大 分 ・社団法人大分県勤労者安全衛生センター
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（オプザーパー）

福島・福島県労働安全衛生センター
〒960-8103偏向市船場町1-5 TEL(0245)23・3586/FAX (0245)23・3587

山 口．山口県安全センター
〒754-0000山口県小'lJII郵便局私啓箱44号



安
全
セ
ン
タ
ー
情
報
2
0偲

年
1

2
月
号
〈
通
巻
第
2
9
4号）

2
0
0
3年

1月
1担

発
行
（
毎
月
1回

15
日
発
行
）
19
7
9年

：12
月
沼

田
第
三
橿
郵
便
物
認
可
1,6α

澗
〒
1
3
6・0

0
7
1
東
京
都
江
東
区
亀
戸
7
・1

0・1
2
ビ
ル

5
階
全
国
労
働
安
全
衛
生
セ
ン
タ
ー
連
絡
会
識

T
E
L(

0
3湖

底
謁
・.

訟
，F
A
X(0

3
）舗

3
6・・3

8
8
1

、K
渇
H
R
C
:
J
a
問

n
仇

α
』

関
白
n
alS

a
f
抗
y
a
n
d
H
飼
町
、

Resα
』r
c
e
C
e
n也

r,
z
回
dg.,5戸，

7
・・10-1

陶
閣

制
0,
陶

恰
・k
u
,
T
o
kya,

晶
par、

E
-
m
ail

:
 

jo
s
h
r
c
@
j
c
a
.
a
p
c
.o
r
g
 
H
O
M
E
P
A
G
E
:
 h
t
t
p
:
/
 /
w
w
w
.jca.ape.org/

josh
rc

/
 


